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優良特定地球温暖化対策事業所の認定基準（第一区分事業所） 

１ 目的等 

（１）目的

この基準は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号。

以下「条例」という。）第５条の15第１項の規定に基づき、対策の推進の程度が特に優れた事業

所（都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則（平成13年東京都規則第34号。以

下「規則」という。）第４条の16の表に規定する第一区分事業所に限る。）の基準を定めること

を目的とする。 

（２）定義

この基準において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 

ア 特定地球温暖化対策事業所 条例第５条の７第９号に規定する特定地球温暖化対策事業

所をいう。 

イ トップレベル事業所 Diamond 規則第４条の20第４項の規定に基づき、知事より認めら

れた地球温暖化の対策の推進の程度が極めて優れた事業所をいう。 

ウ トップレベル事業所 Gold 規則第４条の20第４項の規定に基づき、知事より認められた

地球温暖化の対策の推進の程度が特に優れた事業所をいう。 

エ トップレベル事業所 Silver 規則第４条の20第４項の規定に基づき、知事より認められ

た地球温暖化の対策の推進の程度が優れた事業所をいう。 

オ トップレベル事業所 トップレベル事業所 Diamond、トップレベル事業所 Gold 及びトッ

プレベル事業所 Silver をいう。 

カ 認定申請事業所 条例第５条の15第１項に規定する申請を行う特定地球温暖化対策事業

所をいう。 

キ 認定申請事業所の用途 認定申請事業所を構成する単一の又は複数の用途として、認定

申請事業所ごとに、別に定める優良特定地球温暖化対策事業所認定ガイドライン（以下「認

定ガイドライン」という。）に基づき決定するものをいう。 

（３）基本的考え方

ア トップレベル事業所は、現時点で実用段階にある省エネルギー対策、再生可能エネルギ

ーの利用及びセロエミッション化への取組状況を総合的に評価して認定する。 

イ トップレベル事業所に求める地球温暖化対策の水準は、特定地球温暖化対策事業所の目

標として達成可能なものとする。 

ウ 認定基準は、省エネルギー技術、再生可能エネルギー技術等の進展に合わせて、見直し

を行うものとする。 

エ トップレベル事業所の認定を公正に行うため、省エネルギー分野、再生可能エネルギー

分野等の専門家で構成された検討会（以下「トップレベル検討会」という。）を設置し、意

見を聴くものとする。 

２ トップレベル事業所の認定 

（１） トップレベル事業所の認定

東京都（以下「都」という。）は、認定申請事業所が次の事項を全て満足しているとき、トッ

プレベル事業所に認定する。 
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ア 地球温暖化対策推進状況評価書について、登録検証機関の検証の結果が「適合」であっ

て、その検証の方法が適正であること、又は、検証の結果が「都と要協議」であるが、協

議の結果、「適合」に相当するものと認められること。 

イ 都による審査及びトップレベル検討会において、地球温暖化対策推進状況評価書の内容

が適正と認められること。 

ウ 地球温暖化対策推進状況評価書における総合得点が、（２）に定めるトップレベル事業所

の地球温暖化対策の認定水準を満足していること。 

エ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和54年法

律第49号）第５条第１項に基づく工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業

者の判断の基準（平成21年経済産業省告示第66号）に規定するところにより管理標準を設

定し、それに基づきエネルギーの使用の合理化に係る調整、計測・記録、保守・点検等を

適切に行っていること。 

（２）トップレベル事業所の地球温暖化対策の認定水準

認定申請事業所は、３（１）に定める評価項目について、３（３）に定める計算方法に従い、

認定申請事業所の地球温暖化の対策の推進の程度を評価する総合得点を算定する。 

トップレベル事業所 Diamond の地球温暖化対策の認定水準は、３（２）に定めるトップレベ

ル Diamond 事業所の必須要件を満足し、かつ、総合得点（都が補正した場合にあっては、補正

後の総合得点）が90点以上であることとする。 

トップレベル事業所 Gold の地球温暖化対策の認定水準は、３（２）に定めるトップレベル事

業所 Gold の必須要件を満足し、かつ、総合得点（都が補正した場合にあっては、補正後の総合

得点）が80点以上であることとする。 

トップレベル事業所 Silver の地球温暖化対策の認定水準は、３（２）に定める準トップレベ

ル事業所 Silver の必須要件を満足し、かつ、総合得点（都が補正した場合にあっては、補正後

の総合得点）が70点以上であることとする。 

３ 評価項目及び総合得点算定方法 

特定地球温暖化対策事業所における地球温暖化対策の推進の程度を評価する項目（以下「評

価項目」という。）を設定する。評価項目は、認定申請事業所がトップレベル事業所に認定され

るための要求事項であるとともに、特定地球温暖化対策事業所が効果的に地球温暖化対策を推

進するための対策メニューを示すものである。 

認定申請事業所の地球温暖化対策の推進の程度は、別表第１の評価項目の欄に掲げる削減対

策に対して、当該評価項目ごとに別表第２の取組状況の程度の欄に掲げる区分又は同表の評価

点の欄に掲げる式の値により把握するものとする。 

（１）評価項目

評価項目は、現時点で実用段階にある省エネルギー対策等を基本に設定し、Ⅰ 一般管理事

項、Ⅱ 建物及び設備性能に関する事項、Ⅲ 事業所及び設備の運用に関する事項、Ⅳ 事業所

の再生可能エネルギーの利用に関する事項及びⅤ 事業所のゼロエミッション化や環境配慮

等の取組に関する事項に分類して、別表第１の評価項目の欄に掲げる。 

また、各評価項目を、重要度や難易度等を考慮して、必須項目、一般項目、加点項目に分

類する。各評価項目の評価分類は、別表第１の評価分類の欄において「○」の印が記された

分類とする。なお、認定申請事業所の竣工年度、評価項目に係る設備の設置年度、認定申請

事業所の用途等が、別表第１の緩和措置等の欄に掲げる条件に該当する場合は、同欄に掲げ
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るところにより、評価分類を「△」の印が記された分類に変更し、又は、評価項目から除外

する。 

「必須項目」：全ての認定申請事業所において、評価の対象とする。また、トップレベル

事業所が必ず取り組むべきものとして評価を行う。 

「一般項目」：全ての認定申請事業所において、評価の対象とする。また、トップレベル

事業所が優先的に取り組むべきものとして評価を行う。 

「加点項目」：認定申請事業所において、取組を行っているとき、評価の対象とする。 

ただし、「必須項目」及び「一般項目」については、評価対象となる設備等が認定申請事業

所に存在しない場合であって、別表第２の評価点の欄に「－」印の選択肢があるときは、評

価項目から除外するものとする。 

 

（２）トップレベル事業所の必須要件 

必須項目である評価項目について、それぞれ、次のとおり不合格要件を定める。 

ア 「３ａ．１高効率熱源機器の導入」の不合格要件 

設置年度が平成12年度（2000年度）より前又は平成24年度（2012年度）より後の熱源

機器を1台でも使用している場合であって、全ての熱源機器の定格ＣＯＰ又はボイラー効

率が、熱源機種に応じて別表第２の表３．３又は表３．４の水準の欄に掲げる数値未満

であること。 

イ 「３ｃ．１高効率照明器具の導入」の不合格要件 

評価点が０点であること又は対象となる主たる室用途ごとの最も消費電力の大きい主

たるランプの種類の水準について、別表第２の表７．１の係数の欄に掲げる数値が0.9

未満であること。 

ウ ア及びイ以外の評価項目の不合格要件 

当該評価項目の取組状況の程度が、別表第２の取組状況の程度の欄に掲げる選択肢に

おいて最も低い取組状況であること。 

 

トップレベル事業所 Diamond の必須要件は、必須項目である評価項目について不合格要件

に該当するものの数が０であることとする。 

トップレベル事業所 Gold の必須要件は、必須項目である評価項目について不合格要件に該

当するものの数が、Ⅰ 一般管理事項、Ⅱ 建物及び設備性能に関する事項及びⅢ 事業所及び

設備の運用に関する事項においては０、Ⅳ 事業所の再生可能エネルギーの利用に関する事項

及びⅤ 事業所のゼロエミッション化や環境配慮等の取組に関する事項においては合計で２

以内であることとする。 

トップレベル事業所 Silver の必須要件は、必須項目である評価項目について不合格要件に

該当するものの数がⅠ 一般管理事項、Ⅱ 建物及び設備性能に関する事項及びⅢ 事業所及び

設備の運用に関する事項においては合計で２以内、Ⅳ 事業所の再生可能エネルギーの利用に

関する事項及びⅤ 事業所のゼロエミッション化や環境配慮等の取組に関する事項において

は合計で２以内であることとする。ただし、最も古い建物の竣工年度が平成24年度（2012年

度）以前の認定申請事業所にあっては、必須項目である評価項目について不合格要件に該当

するものの数がⅠ 一般管理事項、Ⅱ 建物及び設備性能に関する事項及びⅢ 事業所及び設備

の運用に関する事項においては合計で４以内、Ⅳ 事業所の再生可能エネルギーの利用に関す

る事項及びⅤ 事業所のゼロエミッション化や環境配慮等の取組に関する事項においては合

計で２以内であることとする。 
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 なお、不合格要件は、次に掲げる基本的な考え方に基づき定めている。 

    ア 継続的に削減対策を推進するための体制等の整備、設備の管理業務等が十分に行わ 

         れていること。 

 イ 現時点で実用段階にある高効率機器が導入されていること。 

 

（３）総合得点の計算方法 

ア 総合得点 

総合得点は、イに定める配点において必須項目及び一般項目である評価項目の得点を合

計して基礎得点とし、これに加点項目である評価項目の得点を加算した得点とする。なお、

加点項目の合計点数は、25点を上限とする。 

各評価項目の得点は、ウに定める取組状況の評価点に、エに定める重み係数を乗じて得

た数値とする。 

 

イ 配点 

評価項目（加点項目を除く。）を次のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ及びⅤの区分に分類し、各評価項目

の区分の配点を次のとおり定める。 

Ⅰ 一般管理事項：10点 

Ⅱ 建物及び設備性能に関する事項：45点 

Ⅲ 事業所及び設備の運用に関する事項：25点 

Ⅳ 事業所の再生可能エネルギーの利用に関する事項：10点 

Ⅴ 事業所のゼロエミッション化や環境配慮等の取組に関する事項：10点 

 

ウ 取組状況の評価点 

取組状況の評価点（以下「評価点」という。）は、各評価項目に対する評価内容に応じて

１点から０点の間で定めるものであり、取組状況の程度に応じて別表第２の評価点の欄に

掲げる点数又は同欄に掲げる方法により算定した数値（小数点以下第３位未満の数値を四

捨五入して得た数値）とする。 

別表第２の取組状況の程度の欄に掲げる選択肢の選択及び評価点の算定に用いる数量の

把握については、認定ガイドラインに基づき行うものとする。 

なお、別表第３に掲げる評価項目については、当該評価項目の評価対象の欄に掲げる設

備等に係る数量を用いて取組状況の程度を判断する。 

また、主たる室用途の床面積に、用途別の標準床面積比率を用いる場合は、別表第１０

に掲げる数値を用いるものとする。 
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エ 重み係数 

重み係数は、評価項目ごとに次に掲げる式により算定する数値とする。 

重み係数＝Ｋ１×Ｋ２×Ｋ３×Ｋ４×Ｋ５ 

この式において、Ｋ１、Ｋ２、Ｋ３、Ｋ４、Ｋ５は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

Ｋ１ Ⅰ 一般管理事項、Ⅳ 事業所の再生可能エネルギーの利用に関する事項

及びⅤ 事業所のゼロエミッション化や環境配慮等の取組に関する

事項にあっては、（ア）に定める要求事項の配分比率、 

Ⅱ 建物及び設備性能に関する事項及びⅢ 事業所及び設備の運用に関

する事項にあっては、（イ）に定めるエネルギー消費先比率 

Ｋ２ Ⅰ 一般管理事項、Ⅳ 事業所の再生可能エネルギーの利用に関する事項

及びⅤ 事業所のゼロエミッション化や環境配慮等の取組に関する

事項にあっては、（ウ）に定める要求事項内の配分比率、 

Ⅱ 建物及び設備性能に関する事項及びⅢ 事業所及び設備の運用に関

する事項にあっては、（エ）に定める省エネ率 

Ｋ３ （オ）に定める用途補正係数 

Ｋ４ （カ）に定める適用範囲補正係数 

Ｋ５ （キ）に定める得点換算係数 

 

 

 

（ア）要求事項の配分比率 

要求事項の配分比率は、Ⅰ 一般管理事項、Ⅳ 事業所の再生可能エネルギーの利用に

関する事項及びⅤ 事業所のゼロエミッション化や環境配慮等の取組に関する事項にお

ける各評価項目の区分ごとの重要度に応じて設定するものである。 

各評価項目の要求事項の配分比率は、当該評価項目が属する別表第４の区分の欄に掲

げる区分ごとに、要求事項配分比率の欄に掲げる数値とする。 

 

（イ）エネルギー消費先比率 

エネルギー消費先比率は、当該認定申請事業所のエネルギー消費機器（別表第５のエ

ネルギー消費先区分の項目及び細目の欄に掲げるとおりに区分する。）ごとのエネルギー

消費量の全エネルギー消費量に対する比率であり、各評価項目について当該認定申請事

業所のエネルギー消費量にどの程度の影響を与えるかを示すものである。 

各評価項目のエネルギー消費先比率は、当該評価項目が関係するエネルギー消費先区

分（別表第６の当該評価項目のエネルギー消費先区分の欄に掲げるものとする。）の当該

認定申請事業所におけるエネルギー消費先比率として、次に定める方法により求める数

値とする。 

認定申請事業所におけるエネルギー消費先区分（細目）ごとのエネルギー消費先比率

は、原則として、別表第７のエネルギー消費先区分の細目ごとの欄に掲げる数値を用い

るものとする。この場合において、認定申請事業所が複合用途のときのエネルギー消費

先比率は、用途ごとの床面積（単位 ㎡）に、別表第７に掲げる用途ごとの標準一次エ

ネルギー消費原単位（単位 メガジュール／㎡・年）の欄に掲げる数値を乗じた数値を

算定し、その合計した数値に対する用途ごとの算定値の比率から用途別エネルギー消費
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比率を算出し、別表第７のエネルギー消費先区分の細目ごとの欄に掲げる数値について、

当該用途別エネルギー消費比率で加重平均した数値（小数点以下第３位未満の数値を四

捨五入して得た数値）とする。 

なお、認定申請事業所の用途別床面積は、共用部分を含んだ面積とし、複合用途の場

合の用途別床面積は、全体共用面積を各用途の面積比で按分したものを各用途の面積に

加えた数値とする。 

ただし、計量設備により把握したエネルギー消費先区分（細目）ごとのエネルギー消

費量が、認定申請事業所の全エネルギー消費量に対する割合の90％以上のときは、計量

設備により把握した実測値又は設備仕様及び実稼動条件に基づく推計値を用いることが

できる。 

 

（ウ）要求事項内の配分比率 

要求事項内の配分比率は、Ⅰ 一般管理事項、Ⅳ 事業所の再生可能エネルギーの利用

に関する事項及びⅤ 事業所のゼロエミッション化や環境配慮等の取組に関する事項の

評価項目の区分ごとに、当該区分の中における各評価項目の重要度に応じて設定するも

のである。 

各評価項目の要求事項内の配分比率は、別表第４の要求事項内の配分比率の欄に掲げ

る数値とする。 

 

（エ）省エネ率 

省エネ率は、各評価項目に係る削減対策を実施した場合の事務所における平均的な省

エネ率を表すものである。 

各評価項目の省エネ率は、別表第６の省エネ率の欄に掲げる数値とする。 

 

（オ）用途補正係数 

用途補正係数は、事務所を基準として定めた省エネ率を、認定申請事業所の用途に応

じて補正するものである。 

各評価項目の用途補正係数は、別表第６の用途補正係数の欄に「空調」又は「換気」

と記された評価項目であって、かつ、認定申請事業所の用途が別表第８に掲げる用途に

該当する場合にあっては、別表第８の区分及び用途について該当する欄に掲げる数値と

し、それ以外の場合にあっては１とする。 

認定申請事業所が複合用途の場合における用途補正係数は、用途ごとの床面積（単位 

㎡）に、別表第７に掲げる用途ごとの標準一次エネルギー消費原単位（単位 メガジュ

ール／㎡・年）の欄に掲げる数値を乗じた数値を算定し、その合計した数値に対する用

途ごとの算定値の比率から用途別エネルギー消費比率を算出し、「空調」又は「換気」の

該当する区分の用途ごとの数値を、用途別エネルギー消費比率で加重平均した数値（小

数点以下第３位未満の数値を四捨五入して得た数値）とする。 

 

（カ）適用範囲補正係数 

適用範囲補正係数は、設備機器等の適用範囲により各評価項目の省エネ率を補正する

ものである。 

各評価項目の適用範囲補正係数は、別表第６の適用範囲補正係数の欄が空欄でない評

価項目にあっては、別表第９の適用範囲補正係数の欄に掲げる方法により算定される数
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値（小数点以下第３位未満の数値を四捨五入して得た数値）又は当該欄に掲げるエネル

ギー消費比率とし、それ以外の評価項目にあっては１とする。なお、適用範囲補正係数

の算定に必要な設備等に係る数量を別表第３に掲げる。 

 

（キ）得点換算係数 

必須項目及び一般項目の評価項目における得点換算係数は、Ⅰ 一般管理事項、Ⅱ 建

物及び設備性能に関する事項、Ⅲ 事業所及び設備の運用に関する事項、Ⅳ 事業所の再

生可能エネルギーの利用に関する事項及びⅤ 事業所のゼロエミッション化や環境配慮

等の取組に関する事項の評価項目の区分ごとに、配点を最高点で除した数値とする。評

価項目の区分ごとの最高点は、認定申請事業所が該当する必須項目及び一般項目の評価

項目について、次に掲げる式により算定する数値を合計したものとする。 

評価項目の区分ごとの最高点の合計＝Σ（Ｋ１×Ｋ２×Ｋ３×Ｋ４） 

この式において、Ｋ１、Ｋ２、Ｋ３、Ｋ４は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

Ｋ１ Ⅰ 一般管理事項、Ⅳ 事業所の再生可能エネルギーの利用に関する事項

及びⅤ 事業所のゼロエミッション化や環境配慮等の取組に関する

事項にあっては、（ア）で定める要求事項の配分比率、 

Ⅱ 建物及び設備性能に関する事項及びⅢ 事業所及び設備の運用に関

する事項にあっては、（イ）に定めるエネルギー消費比率 

Ｋ２ Ⅰ 一般管理事項、Ⅳ 事業所の再生可能エネルギーの利用に関する事項

及びⅤ 事業所のゼロエミッション化や環境配慮等の取組に関する

事項にあっては、（ウ）に定める要求事項内の配分比率、 

Ⅱ 建物及び設備性能に関する事項及びⅢ 事業所及び設備の運用に関

する事項にあっては、（エ）に定める省エネ率 

Ｋ３ （オ）に定める用途補正係数 

Ｋ４ （カ）に定める適用範囲補正係数 

 

また、加点項目の評価項目における得点換算係数は、当該加点項目が属する評価項目

の区分の得点換算係数に、0.8を乗じた数値とする。 

 

（４）建築物環境計画書の評価結果を用いて評価する場合の総合得点の算定方法 

認定申請事業所の主たる用途、竣工年度等が認定ガイドライン第三部第二章１（３）に示

す条件を満たしている場合、Ⅱ 建物及び設備性能に関する事項の得点のみ建築物環境計画書

の評価結果を用いて算定することができる。 

建築物環境計画書の評価結果を用いて評価する場合、Ⅱ 建物及び設備性能に関する事項の

得点は、別表第１１で定める方法により算定された各項評価目の区分ごとの得点を合計したものとし、

Ⅱ 建物及び設備性能に関する事項における不合格要件は適用しないものとする。 

総合得点は、（３）イに定める配点においてⅡ 建物及び設備性能に関する事項以外の必須項

目及び一般項目である評価項目の得点と上記により算定されたⅡ 建物及び設備性能に関する

事項の得点を合計して基礎得点とし、これにⅡ 建物及び設備性能に関する事項以外の評価項

目の区分に含まれる加点項目である評価項目の得点を加算した得点とする。なお、加点項目

の合計点数は、25点を上限とする。 
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（５）複数のエネルギー管理責任者が存在する場合の総合得点の算定方法 

認定申請事業所における地球温暖化対策の推進の程度は、原則として、当該事業所全体を

一括して把握するものとする。しかしながら、認定申請事業所において、複数のエネルギー

管理責任者が存在し、評価項目の取組状況の一括した把握が難しい場合であって、エネルギ

ー管理責任者ごとのエネルギー管理区分の範囲及びエネルギー管理区分ごとのエネルギー使

用量が明確に区別できるときは、３（３）の計算方法を基本として、次のアからオまでに定

める方法により総合得点を算定できる。なお、建築物環境計画書の評価結果を用いて評価す

る場合、この方法により総合得点を算定することはできない。 

 

ア 各評価項目の評価分類 

各評価項目の評価分類は、別表第１に掲げるとおりとするが、複数のエネルギー管理責

任者が存在する場合には、次に定めるところにより建物の竣工年度又は設備の設置年度に

よる緩和措置を適用できるかどうかを判断するものとする。 

建物の竣工年度及び設備の設置年度による緩和措置の適用がある評価項目については、

エネルギー管理責任者ごとではなく、認定事業所全体で緩和措置の適用又は不適用を判断

する。 

 

イ トップレベル事業所の必須要件 

トップレベル事業所の必須要件は、３（２）のとおり判断を行うものとするが、複数の

エネルギー管理責任者が存在する場合には、次に定めるところにより必須要件を満足して

いるかどうかを判断するものとする。 

必須項目である評価項目について、エネルギー管理責任者の中に不合格要件に該当しな

い者が一人でもいる場合には、当該評価項目について、認定申請事業所としては不合格要

件に該当しないものと判断する。 

 

ウ 各評価項目の得点 

エネルギー管理責任者ごとに、その管理区分の範囲を一事業所とみなして、評価項目の

取組状況の程度を把握し、３（３）の計算方法により評価項目ごとに得点を求める。 

認定申請事業所としての各評価項目の得点は、複数のエネルギー管理責任者により算出

された評価項目ごとの得点を、エネルギー管理責任者ごとのエネルギー消費量が認定申請

事業所全体のエネルギー消費量に占める割合で加重平均した数値（小数点以下第３位未満

の数値を四捨五入して得た数値）とする。 

 

エ 一部のエネルギー管理責任者における除外項目の取扱い 

一部のエネルギー管理責任者のみにおいて除外項目となった評価項目は、認定申請事業

所では評価対象として取り扱うこととする。 

認定申請事業所としてのその評価項目の得点は、その評価項目を評価対象としたエネル

ギー管理責任者の得点を、当該エネルギー管理責任者ごとのエネルギー消費量が認定申請

事業所全体のエネルギー消費量に占める割合で加重平均した数値（小数点以下第３位未満

の数値を四捨五入して得た数値）とする。 

 

オ 総合得点 

総合得点は、アに基づき評価項目ごとの認定申請事業所としての評価分類を決定し、ウ
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及びエに基づき必須項目、一般項目及び加点項目である評価項目ごとに認定申請事業所と

しての得点を算定した上で、必須項目及び一般項目である評価項目の得点を合計して基礎

得点とし、加点項目である評価項目の得点を加算した得点とする。なお、加点項目の認定

申請事業所としての合計点数は、25点を上限とする。 
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別表第１

評価分類

必須
項目

一般
項目

加点
項目

1. CO2削減推進体制の整備 1.1
○

1.2 ○

1.3 ○

2. 図面、管理標準等の整備 2.1 ○

2.2
○

2.3 ○

3. 3.1

○

3.2

○

3.3

○

3.4

○

3.5

○ △

熱供給施設以外の場合は一般項目とする。

3.6
○

熱供給施設は評価項目から除外する。

3.7
○

4. 4.1

○

4.2 ○

4.3
○

4.4
○

4.5

○ △

熱供給施設以外の場合は一般項目とする。

4.6

○

4.7
○ △

最も新しい建物の竣工年度が2012年度以前
の場合は加点項目とする。

4.8

○ △

最も新しい建物の竣工年度が2012年度以前
の場合は加点項目とする。

5. 保守・点検の管理 5.1
○

エネルギー消費先別の使用量把握に必要な計測・
計量設備の導入

熱源システム効率等、エネルギー供給設備の分析に必要な電力量・燃料消費量・熱量・流
量・温度・補給水量等の把握に必要な計測・計量設備が、どの程度細かく導入されている
か。

熱源、照明等エネルギー消費先別の電力量・燃料消費量・熱量の把握に必要な計測・計量
設備による一次エネルギー実測値が、事業所全体のエネルギー消費量に対して、どの程度
の割合になっているか。

代表階又は代表エリアの使用量把握に必要な計
測・計量設備の導入

CO2削減目標の設定、CO2削減対策計画の立案
及び実績の集約・評価の実施

エネルギー供給設備の運転解析の実施

コミッショニング（性能検証）の実施

エネルギー供給設備（熱源・熱搬送設備及びコージェネレーション設備）の運転に関して、
BEMS等のデータの運転解析により、需要パターンに応じた機器の選択と稼働率の選定等、
運用実態に即した運転計画と運転効率の検証が、どの程度の頻度で実施されているか。

利用者等への環境・エネルギー情報提供システム
の導入

主たる用途のテナント空調料金の課金方法に、熱量及び電力量など使用量に応じた課金
体系が導入されているか。

新築、増築又は改修時の竣工後、１年以上に渡って、運用段階のコミッショニング（性能検
証）が実施されているか。

保守・点検計画の策定及び実施

エネルギー消費特性の把握、エネルギー消費原単
位の算出及び管理

CO2排出量の管理

空調・照明等の使用時間短縮、事務用機器・パソコン等の省電力化、冷凍冷蔵庫・ブライン
ド等の効率運用などCO2削減対策に関する啓発活動が実施されているか。

緩和措置等
評価内容評価項目No.

主要設備等に関する計測・計量
及び記録

CO2削減推進会議等の設置及び開催Ⅰ
 

一
般
管
理
事
項

燃焼設備及び動力設備の保守・点検計画の策定及び計画に基づいた保守・点検の実施が
どの程度実施されているか。

エネルギー消費量・CO2排出量
の管理

エネルギー使用機器の管理のために、電子データ化された設備台帳等が、どの程度整備さ
れているか。

代表階又は代表エリアの電力量・熱量・温度の把握に必要な計測・計量設備が、基準階数
又は対象エリア面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。

空調の使用量に応じた課金体系の導入

ビルエネルギーマネジメントシステム（BEMS）等の
導入

CO2削減推進会議等が設置され、どの程度の頻度で実施されているか。

竣工図、機器完成図及び改修履歴がわかる書類が、どの程度整備されているか。

環境ラベリング認証が取得されているか。環境認証の取得

図面・改修履歴等の整備

建物全体のCO2排出量及び原単位の管理がどの程度の頻度で実施されているか。

CO2削減対策の啓発活動の実施

2029年度までのCO2排出量削減に向けた目標を設定し、CO2削減対策項目ごとの具体的
な計画の立案及び実績の集約・評価がどの程度実施されているか。

改善策の立案・実施及び効果検証の実施 BEMS等のデータの活用により問題点を抽出し、優先的に改善すべき課題の決定、具体的
な対策・計画及びチューニングなどの改善策の立案と実施、その効果の検証がどの程度実
施されているか。

BEMS等のデータを活用し、電力及び熱のピーク負荷の数値化等によるエネルギー消費の
特性、建物全体のエネルギー消費原単位算出及び類似の建物との比較により、省エネル
ギー状況の管理が実施されているか。

評価項目の区分

インターネット等を介して、利用者がいつでも環境・エネルギー情報を見ることができる状況
を提供する見える化のシステムが導入され、どの程度の頻度でデータが更新されているか。

設備台帳等の整備

管理標準及び運転操作マニュアルが整備されているか。

ビルエネルギーマネジメントシステム（BEMS）等が導入され、かつどの程度の機能（基本
BEMS：ﾃﾞｰﾀ採取、タイムプログラム等基本的制御・監視、管理日報・月報・年報、拡張機能：
維持管理、応用的制御及びｴﾈﾙｷﾞｰ消費分析・管理）を有しているか。

電力負荷状況、発電状況並びに各変圧器の需要率、負荷率及び不等率の把握に必要な
計測・計量設備が、一次側の電圧が400V以上の変圧器全台数に対して、どの程度の割合
で導入されているか。

管理標準等の整備

系統別の使用量把握に必要な計測・計量設備の
導入

エネルギー供給設備の分析に必要な計測・計量設
備の導入

電力負荷状況・発電状況等の把握に必要な計測・
計量設備の導入

建物用途・棟・方位・高さ等により使用エリアを系統に分割し、その系統別の電力量・熱量を
含む使用量の把握に必要な計測・計量設備が、電力量は動力盤及び分電盤総面数、熱量
は全ポンプ系統数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

PDCA管理サイクルの実施体制の整備 PDCA管理サイクル（計画・実施・確認・処置）の実施体制がどの程度整備されているか。
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1. 自然エネルギーの利用 1.1
○ △

1.2
○ △

1.4
○

1.5
○

2. 建物外皮の省エネルギー性能 2.1 ○

2.2
○

2.3

○ △

最も新しい建物の竣工年度が2012年度以前
の場合は加点項目とする。
熱供給施設は評価項目から除外する。

2.4 ○

2.5 ○

a. 熱源・熱搬送設備 3a.1
○ △

全ての熱源機器の設置年度が2000年度から
2012年度までの場合は一般項目とする。

3a.2

○ △ △

全ての冷却塔の設置年度が2010年度以降
で、かつ2013年度以降設置の設備の割合が
50%未満の場合は、熱供給施設が一般項目、
それ以外が加点項目とする。

3a.3

○ △ △

全ての空調用ポンプの設置年度が2010年度
以降で、かつ2013年度以降設置の設備の割
合が50%未満の場合は、熱供給施設が一般項
目、それ以外が加点項目とする。

3a.5

○ △

熱供給施設以外で、かつ最も新しい建物の竣
工年度が2012年度以前の場合は加点項目と
する。

3a.6

○ △

最も新しい建物の竣工年度が2012年度以前
の場合は一般項目とする。

3a.7 ○

3a.8 ○

3a.9
○

3a.10
○

3a.11
○

3a.12 ○

3a.13
○

3a.14
○

3a.15
○

3a.16 ○

3a.17 ○ △ 熱供給施設以外の場合は加点項目とする。

3a.18
○ △

熱供給施設以外の場合は加点項目とする。

3a.19
○ △

熱供給施設以外の場合は加点項目とする。

3a.20 ○

3a.22 ○

空調2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプ
の導入

高効率熱源機器が、全ての熱源機器（地域冷暖房受入を含む。）に対して、どの程度導入
されているか。

高効率冷却塔が、冷却塔ファン総電動機出力又は散水ポンプ総電動機出力に対して、ど
の程度の割合で導入されているか。

高効率空調用ポンプの導入

冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御の導入

冷却水ポンプ変流量制御の導入

熱供給施設は評価項目から除外する。

自然採光を利用したシステムが、主たる室用途の床面積に対して、どの程度の割合で導入
されているか。

屋上緑化が導入されているか。

熱源機器出口設定温度の遠方制御の導入

大温度差送水システムの導入

高効率冷却塔の導入

高効率熱源機器の導入

風除室、回転扉等による隙間風対策の導入

屋上緑化の導入

壁面緑化の導入

空調2次ポンプ変流量制御の導入

熱源の台数制御の導入

蒸気弁・フランジ部の断熱

熱供給施設は評価項目から除外する。

未利用エネルギーを利用するシステムがどの程度導入されているか。

主たる建築物に高性能な建物外皮がどの程度導入されているか。

自然採光を利用したシステムの導入

自然通風を利用したシステムの導入

未利用エネルギーシステムの導入

事務所、テナントビル及び教育施設以外の場
合、最も新しい建物の竣工年度が2012年度以
前の場合は加点項目とする。
熱供給施設は評価項目から除外する。

蓄熱槽の2次側で実揚程10m以上の水搬送経路が密閉化されているか、又は地域冷暖房
の受入がブリードイン方式の場合、揚程500kPa以上のブースターポンプが設置されていな
いか。

蒸気弁及びフランジ部が、どの程度断熱されているか。

3
.

設
備
・
制
御
系
の
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ネ
ル
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能
に
関
す
る
事
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自然通風を利用したシステムが、主たる室用途の床面積に対して、どの程度の割合で導入
されているか。

高効率空調用ポンプが、空調用ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入され
ているか。

有効に機能するフリークーリングシステムが導入されているか。

冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御が、冷却塔ファン総電動機出力に対して、どの程
度の割合で導入されているか。

熱源機器出口設定温度の遠方制御が導入されているか。

空調2次ポンプの台数制御及びインバータによる変流量制御が、空調2次ポンプ総電動機
出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

冷却塔ファンインバータ制御の導入

外部、地下駐車場、地下道等の非空調空間と空調空間の境にある出入口の隙間風対策
が、主たる動線の全出入口数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

ブラインドの日射制御及びｽｹｼﾞｭｰﾙ制御の導入

高性能な建物外皮の導入

主たる居室のブラインドに日射制御又はスケジュール制御がどの程度導入されているか。

フリークーリングシステムの導入

高効率コージェネレーションが、全てのコージェネレーションに対して、どの程度導入されて
いるか。

クールトレンチ、ヒートトレンチその他の年間を通して安定した地中温度の利用のための措
置が導入されているか。

熱交換器の断熱

蓄熱システムがどの程度導入されているか。

空調2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプが、空調2次ポンプ総電動機出力に対し
て、どの程度の割合で導入されているか。

空調2次ポンプの末端差圧制御の導入

空調1次ポンプ変流量制御の導入

冷却水ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御が、冷却水ポンプ総電動機出
力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

熱媒が水の場合、熱搬送設備の設計送水温度差がどの程度か。

水搬送経路の密閉化

空調1次ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御が、空調1次ポンプ総電動機
出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

配管摩擦低減剤（DR剤）が導入されているか。

蓄熱システムの導入

高効率コージェネレーションの導入

熱交換器の断熱が、熱交換器全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

空調2次ポンプの末端差圧制御等が、空調2次ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の
割合で導入されているか。

年間を通して安定した地中温度を利用したシステ
ムの導入

壁面緑化又は緑化によるひさしが導入されているか。

熱源の台数制御が導入されているか。

冷却塔ファンのインバータ制御が、冷却塔ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合
で導入されているか。

配管摩擦低減剤（DR剤）の導入
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3a.23 ○

3a.24
○

3a.25
○

3a.26
○

b. 空調・換気設備 3b.1

○ △ △

熱供給施設は一般項目、全ての空調機の設
置年度が2000年度以降で、かつ2013年度以
降設置の設備の割合が50%未満の場合は加点
項目とする。

3b.2

○ △

全てのパッケージ形空調機の設置年度が2010
年度以降で、かつ2013年度以降設置の設備
の割合が50%未満の場合、熱供給施設は一般
項目とする。

3b.3

○ △ △

熱供給施設は一般項目、全てのファンの設置
年度が2010年度以降で、かつ2013年度以降
設置の設備の割合が50%未満の場合は加点項
目とする。

3b.4
○ △

熱供給施設は一般項目とする。

3b.5
○

3b.6 ○

3b.7
○

3b.8

○

3b.9
○

3b.10
○

3b.11
○

3b.12
○ △

最も新しい建物の竣工年度が2012年度以前
の場合は加点項目とする。

3b.13
○

熱供給施設は評価項目から除外する。

3b.14
○

3b.15
○

3b.16 ○

3b.17
○

3b.18
○

3b.19
○

3b.20
○

3b.21
○

3b.22
○

電算室の冷気と暖気が混合しない設備の導入 情報通信施設の電算室で、冷気と暖気が混合しないようなルーム設備又はラック設備が、
全ラック台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

中温冷水利用システムが、主たる熱源システムの一部に導入されているか。中温冷水利用システムの導入

室内温度又は還気温度で空調機ファンのインバータを制御する変風量システムが、空調機
ファン総電動機出力（外調機、エレベーター機械室及び電気室を除く。）に対して、どの程
度の割合で導入されているか。

ファンコイルユニットの比例制御の導入

ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入が、空調用総外気導入量（24時間空調部分を
除く。）に対して、どの程度の割合で導入されているか。

空調2次ポンプの送水圧力設定制御が、空調2次ポンプ総電動機出力に対して、どの程度
の割合で導入されているか。

ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入

複数の建物間で相互に熱を融通し、地区全体のエネルギー消費量を削減するエネルギー
の面的利用が導入されているか。

外気冷房システムが、主たる居室の床面積（冬季及び中間期に冷房が無い室を除く。）に対
して、どの程度の割合で導入されているか。

大空間の居住域空調又は局所空調システムが、大空間の総床面積に対して、どの程度の
割合で導入されているか。

エレベーター機械室の温度制御が、全エレベーター機械室数に対して、どの程度の割合で
導入されているか。

電気室の温度制御が、全電気室数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

高効率パッケージ形空調機が、パッケージ形空調機総冷却能力に対して、どの程度の割合
で導入されているか。

VAV、CAV等による非使用室の空調発停制御が、空調時間帯が異なる複数の室が同一空
調系統になっている部分の総床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。

熱源機械室等の燃焼空気が必要な室の全てに、ファンの燃焼機器等連動停止制御が導入
されているか。

空調機の気化式加湿器が、空調用総外気導入量（厨房用を除く。）に対して、どの程度の割
合で導入されているか。

床吹出空調システムが、主たる事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されてい
るか。

主たる居室に対する空調温度制御の不感帯（ゼロエナジーバンド制御等）が、設定値に対
してどの程度に設定されているか。

空調の最適起動制御が、全空調機台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

全熱交換器が、空調用総外気導入量（厨房用を除く。）に対して、どの程度の割合で導入さ
れているか。

空調のセキュリティー連動制御が、主たる事務室、廊下、便所及び宿泊施設の客室の床面
積に対して、どの程度の割合で導入されているか。

CO2濃度による外気量制御が、空調用総外気導入量（厨房用を除く。）に対して、どの程度
の割合で導入されているか。

ファンコイルユニットの比例制御が、ファンコイルユニット総冷却能力に対して、どの程度の
割合で導入されているか。

CO2濃度による外気量制御の導入

空調のセキュリティー連動制御の導入

低温送風による大温度差送風空調システムが、空調機ファン総電動機出力（外調機、エレ
ベーター機械室及び電気室を除く。）に対して、どの程度の割合で導入されているか。

駐車場ファンのCO又はCO2濃度による発停制御、台数制御又はインバータ制御が、自走
式駐車場ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

空調2次ポンプの送水圧力設定制御の導入

高効率ファンの導入

高効率空調機が、空調機ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されている
か。

高効率ファンが、ファン（空調機内に設置されているものを除く。）総電動機出力に対して、
どの程度の割合で導入されているか。

熱源機器、冷却塔及びポンプ等をシステムとして最も高効率に制御する統合熱源制御シス
テムが導入されているか。

高効率空調機の導入

全熱交換器の導入

外気冷房システムの導入

エネルギーの面的利用の導入

エレベーター機械室の温度制御の導入

高効率パッケージ形空調機の導入

非使用室の空調発停制御の導入

熱源機械室ファンの燃焼機器等連動停止制御の
導入

駐車場ファンのCO又はCO2濃度制御の導入

空調機の気化式加湿器の導入

空調温度制御の不感帯の設定

電気室の温度制御の導入

空調の最適起動制御の導入

大温度差送風空調システムの導入

空調機の変風量システムの導入

大空間の居住域空調又は局所空調システムの導
入

床吹出空調システムの導入

統合熱源制御システムの導入
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3b.23
○

3b.24

○

3b.25
○

3b.26
○

3b.27
○

3b.28 ○

3b.29
○

3b.30
○

3b.31
○

3b.32
○

3b.33
○

3b.34
○

3b.35
○

3b.36
○

3b.37
○

c. 照明・電気設備 3c.1 ○

3c.2
○

3c.3
○ △

最も新しい建物の竣工年度が2012年度以前
の場合、熱供給施設は一般項目とする。

3c.4
○ △

熱供給施設は一般項目とする。

3c.5

○ △

全ての変圧器の設置年度が1990年度以降
で、かつ2008年度以降設置の設備の割合が
50%未満の場合は一般項目とする。

3c.7
○

3c.8
○

3c.9
○

3c.10
○

宿泊施設及び熱供給施設は評価項目から除
外する。

3c.11
○

3c.12 ○

3c.13
○

3c.14
○

高効率厨房換気システム（置換換気、給排気形フード又は厨房排気の変風量制御）が、全
厨房箇所数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

ハイブリッド空調システム（自然換気と空調機器による併用）が、主たる居室の床面積に対し
て、どの程度の割合で導入されているか。

気流感創出ファン・サーキュレーションファンの導入

高効率照明器具が、主たる室の全ての照明器具に対して、どの程度導入されているか。

一般的に除湿システムが導入されている美術館及び博物館の展示室、100㎡以上の宴会
場、劇場の客席等の居室に、冷却除湿再熱方式以外の除湿システムが導入されているか。

情報通信施設の電算室で、高発熱領域に対する局所冷房設備が、全ラック台数に対して、
どの程度の割合で導入されているか。

厨房排気から熱回収を行い、厨房用外調機の予熱に利用するシステムが導入されている
か。

置換換気システムが導入されているか。

空調機の間欠運転制御が、空調機ファン総電動機出力（外調機、エレベーター機械室及び
電気室を除く。）に対して、どの程度の割合で導入されているか。

厨房外調機の換気モード切換制御の導入

置換換気システムの導入

厨房外調機・ファンの風量モード切換制御の導入

厨房排気の熱回収システムの導入

厨房外調機・ファンの風量モード切換制御が、厨房総外気導入量に対して、どの程度の割
合で導入されているか。

高効率厨房換気システムの導入

電算室の局所冷房設備の導入

ファンの手動調整用インバータの導入

高効率変圧器の導入

デシカント空調システムが、空調用総外気導入量（厨房用を除く。）に対して、どの程度の割
合で導入されているか。

潜熱・顕熱分離方式省エネ空調システムが、主たる居室の床面積に対して、どの程度の割
合で導入されているか。

主たる事務室に気流感創出ファン等、又は大空間にサーキュレーションファンが導入されて
いるか。

放射冷暖房空調システムが、主たる居室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されて
いるか。

照明の点滅区分の細分化と、主たる廊下、エントランスホール、駐車場等の間引きによる
ゾーニング制御がどの程度導入されているか。

照明の初期照度補正制御の導入

ファンの手動調整用インバータが、ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入さ
れているか。

厨房外調機の換気モード切換制御が、厨房総外気導入量に対して、どの程度の割合で導
入されているか。

人感センサーによる換気制御が、主たる便所及び湯沸室に対して、どの程度導入されてい
るか。

高輝度型誘導灯又は蓄光型誘導灯が、誘導灯総器具数に対して、どの程度の割合で導入
されているか。

照明の人感センサーによる在室・在席検知制御が、主たる廊下、階段室、便所又は湯沸室
の床面積に対して、どの程度導入されているか。

情報通信施設のUPSで、変換効率90%以上の高効率UPSが、UPS総容量に対して、どの程
度の割合で導入されているか。

照明の初期照度補正制御が、主たる事務室・教室の床面積に対して、どの程度の割合で導
入されているか。

人感センサーによる換気制御の導入

高効率変圧器が、600Vを超え7,000V以下の総変圧器容量に対して、どの程度の割合で導
入されているか。

200V仕様のある動力設備又は主たる情報通信機器に対して、400V配電方式又は直流配
電方式が導入されているか。

タスク＆アンビエント照明システムが、主たる事務室の床面積に対して、どの程度の割合で
導入されているか。

照明のタイムスケジュール制御が、主たる居室、廊下等の共用部に対して、どの程度導入さ
れているか。

照明のセキュリティー連動制御が、主たる事務室、廊下、便所及び宿泊施設の客室の床面
積に対して、どの程度の割合で導入されているか。

デマンド制御システムが導入されているか。

照明の昼光利用照明制御が、主たる事務室・教室の床面積に対して、どの程度の割合で導
入されているか。

デマンド制御システムの導入

照明の人感センサーによる在室検知制御の導入

高効率照明器具の導入

高効率給電設備の導入

高効率UPSの導入

照明の昼光利用照明制御の導入

照明のセキュリティー連動制御の導入

照明のタイムスケジュール制御の導入

ハイブリッド空調システムの導入

デシカント空調システムの導入

タスク＆アンビエント照明システムの導入

高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入

空調機の間欠運転制御の導入

冷却除湿再熱方式以外の除湿システムの導入

潜熱・顕熱分離方式省エネ空調システムの導入

放射冷暖房空調システムの導入

照明のゾーニング制御の導入
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3c.15
○

3c.16
○

3c.17 ○

3c.18
○

d. 給排水・給湯設備 3d.1

○ △

全ての給水ポンプの設置年度が2010年度以
降で、かつ2013年度以降設置の設備の割合
が50%未満の場合は一般項目とする。
熱供給施設は評価項目から除外する。

3d.2
○

熱供給施設は評価項目から除外する。

3d.4
○

3d.6
○

原則、宿泊施設、医療施設及び熱供給施設
は評価項目から除外する。

3d.7
○

熱供給施設は評価項目から除外する。

3d.8
○

3d.9
○

3d.10 ○

3d.11 ○

e. 昇降機設備 3e.1
○

熱供給施設は評価項目から除外する。

3e.2
○

3e.3
○

3e.4
○

3e.5
○

f. その他 3f.3
○ △

物流施設以外の場合は加点項目とする。

3f.4 ○

3f.5
○

3f.6 ○

3f.7
○

3f.8
○

3f.9
○

高効率給水ポンプの導入 高効率給水ポンプが、加圧給水ポンプユニット総電動機出力又は給水ポンプ総電動機出
力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

誘導灯の消灯制御が導入されているか。

主たる事務室のセンサーによる照明制御単位の細分化が、主たる事務室に導入されている
か。

照明器具ごとのスイッチ等による照明の局所制御が、主たる事務室、廊下、便所又は湯沸
室に対して、どの程度導入されているか。

照明の明るさ感知による自動点滅制御が、窓のある主たるエントランスホール、廊下、便所
等に導入されているか。

照明の明るさ感知による自動点滅制御の導入

エレベーターの群管理制御の導入

エレベーターの電力回生制御が、エレベーター総電動機出力に対して、どの程度の割合で
導入されているか。

エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時停止制御が、全エレベーター台数に対し
て、どの程度の割合で導入されているか。

エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式（VVVF制御方式）が、エレベーター総電動
機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

エレベーターの群管理制御が、複数台設置してある箇所のエレベーター総電動機出力に
対して、どの程度の割合で導入されているか。

エレベーターの電力回生制御の導入

エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式の
導入

エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時
停止制御の導入

厨房換気量を低減するために、電化厨房又は集中排気型ガス厨房が、床面積100㎡以上
の厨房に導入されているか。

ブロワ又はその他設備に係るポンプにインバータ制御が導入されているか。

ドラフトチャンバーのフード開口面積又は人検知センサーによる換気量可変制御システム
が、全ドラフトチャンバー台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

洗面器の自動水栓が、主たる便所の洗面器数に対して、どの程度の割合で導入されている
か。

大便器の節水器具の導入

高効率ブロワ又はその他設備に係る高効率ポンプが導入されているか。

給水方式に水道本管圧力利用システムが導入されているか。

高効率給湯ヒートポンプユニットの導入

便所洗面・湯沸室への局所給湯システムの導入

自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入 自然冷媒ヒートポンプ給湯器が、貯湯容量300ℓ以上の電気給湯器全台数に対して、どの程
度の割合で導入されているか。

主たる便所の洗面器及び湯沸室の雑湯用に、局所給湯システムが導入されているか。

水道本管圧力利用システムの導入

潜熱回収給湯器が、ガス給湯器全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

定格COP3.0以上の高効率給湯ヒートポンプユニット（中央給湯方式の熱源機器に限る。）
が、中央給湯方式の総給湯加熱能力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

雨水利用システム、空調ドレン利用システム、中水利用システム等の排水再利用システム、
又は再生水、工業用水、湧水等の雑用水利用システムが導入されているか。

大便器の節水器具（10ℓ/回以下）又は超節水器具（6ℓ/回以下）が、主たる便所の大便器数
に対して、どの程度の割合で導入されているか。

潜熱回収給湯器の導入

排水再利用システム等の導入

高効率冷凍・冷蔵設備の導入

高効率厨房機器の導入

高効率エアコンプレッサーの導入

高効率ブロワ・その他設備に係る高効率ポンプの
導入

ブロワ・その他設備に係るポンプのインバータ制御
の導入

高効率クリーンルームの導入

エスカレーターの自動運転方式又は微速運転方式
の導入

エスカレーターの自動運転方式又は微速運転方式が、エスカレーター総電動機出力に対し
て、どの程度の割合で導入されているか。

高効率冷凍・冷蔵設備が、冷凍・冷蔵設備の圧縮機総電動機出力に対して、どの程度の割
合で導入されているか。

高効率エアコンプレッサーが導入されているか。

高効率クリーンルームが導入されているか。

ドラフトチャンバーの換気量可変制御システムの導
入

洗面器の自動水栓の導入

誘導灯の消灯制御の導入

照明の局所制御の導入

事務室のセンサーによる照明制御単位の細分化
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a. 熱源・熱搬送設備 1a.1
○

1a.2
○

1a.3
○

1a.4
○ △

熱供給施設以外の場合は加点項目とする。

1a.5
○

1a.6
○

1a.7 ○

1a.8 ○ △ 熱供給施設は加点項目とする。

1a.9 ○

1a.10
○

1a.12 ○

1a.13
○

1a.14
○

1a.15
○

1a.16 ○

1a.17
○

1a.18
○

b. 空調・換気設備 1b.1
○

1b.2
○ △

宿泊施設、教育施設、医療施設、文化施設は
加点項目、情報通信施設、物流施設及び熱
供給施設は評価項目から除外する。

1b.3
○

1b.4
○

1b.5
○

1b.6

○ △

宿泊施設、医療施設は加点項目とする。

1b.7
○

1b.8

○

1b.9
○

熱供給施設は評価項目から除外する。

1b.10 ○

1b.11 ○

1b.12

○

1
.

運
用
管
理

Ⅲ
 

事
業
所
及
び
設
備
の
運
用
に
関
す
る
事
項 コージェネレーションの運転の適正化

インバータ制御系統のバルブの開度調整

全ての蒸気ボイラーの設定圧力が二次側機器の必要圧力に対して適正に調整されている
か。

インバータ制御系統の空調用ポンプ回りの全てのバルブが全開になるように調整されている
か。

熱のエネルギー効率の実績はどの程度か。

ボイラー、直焚吸収冷温水機等の全ての燃焼機器の空気比が、どの程度に管理されている
か。

部分負荷時の熱負荷に応じた熱源機器運転の適正化が、熱源群全系統数に対して、どの
程度の割合で実施されているか。

ミキシングロス防止のために、冷温水切換用のバルブ閉止が確認されているか。

全ての蒸気ボイラーの給水水質及びブロー量が、ブロー率10%以下に管理されているか。

部分負荷時の熱負荷に応じた空調用ポンプ運転の適正化が、空調2次ポンプ群及び冷却
水ポンプ群全系統数に対して、どの程度の割合で実施されているか。

CO2濃度・外気温湿度による外気取入量の調整

部分負荷時の熱源運転の適正化

蓄熱槽の管理

熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整

部分負荷時の空調用ポンプ運転の適正化

室使用開始時の空調起動時間の適正化

冬季におけるペリメータ設定温度の適正化

再生可能エネルギー等熱利用システムのバック
アップ運転の適正化

熱源機器及び空調用ポンプで、熱源不要期間の電源供給停止、又は夜間の運転停止が実
施されているか。

室の使用開始時間に合わせた季節ごとの空調起動時間の適正化が、主たる居室の床面積
に対して、どの程度の割合で実施されているか。

エレベーター機械室及び電気室（ＵＰＳ・蓄電池専用室を除く。）の室内設定温度の適正化
が、全エレベーター機械室数及び全電気室数に対して、どの程度の割合で実施されている
か。

クールビズ・ウォームビズによる空調設定温度の緩
和

主たるエントランスホール、廊下等の居室以外の室内温度が、居室に対して、夏季は高め、
冬季は低め、又は夏季27℃以上、冬季20℃以下に設定されているか。

熱源不要期間の熱源機器等停止

クールビズ（夏季27℃以上）及びウォームビズ（冬季20℃以下）による空調設定温度の緩和
が、主たる事務室、教室及び研究室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されている
か。

建物全体の給排気バランスの管理

ファンの間欠運転の実施

居室以外の室内温度の緩和

空調運転時間の短縮が、主たるエントランスホール、廊下、便所、体育館・武道場等又は主
たる室用途の床面積に対して、どの程度実施されているか、又は主たる事務室の平均年間
空調運転時間が、どの程度で運用されているか。

空調開始時の熱源起動時間の適正化

エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適
正化

外気負荷低減、外気冷房等のために、室内CO2濃度及び外気温湿度による外気取入量の
調整が、主たる居室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。

蒸気ボイラーの給水水質・ブロー量の管理

居室の室内温度の適正化

電算室の空調機運転の適正化

ミキシングロス防止のためのバルブ開度の確認

空調運転時間の短縮

蓄熱槽の温度分布、蓄放熱時の温度プロフィール等が適正に管理されているか。

スケジュール又は自動制御によるファンの間欠運転が、機械室（燃焼系統、臭気系統を除
く。）及び倉庫のファンに対して、どの程度実施されているか。

熱源機器及び空調2次ポンプの起動時間が、空調開始時間に合わせて季節ごとに適正に
管理されているか。

全ての冷凍機の冷却水温度設定値が、冷凍機の冷却水下限温度を目標に調整されている
か。

燃焼機器の空気比の管理

蒸気ボイラーの設定圧力の適正化

熱源機器の効率向上のために、冷温水出口温度設定値が調整されているか。

冷凍機の冷却水温度設定値の調整

熱のエネルギー効率の実績

コージェネレーションの排熱が有効に利用できるように、発電及び排熱利用の状況が適正
に管理されているか。

空調2次ポンプ変流量制御のインバータ周波数下限値が、どの程度の周波数に調整されて
いるか。

空調停止時の熱源運転時間の短縮 熱源機器が空調停止時間前に停止されているか。

情報通信施設の電算室で、発熱量に合わせた空調機運転の適正化が、全電算室数に対し
て、どの程度の割合で実施されているか。

冷却除湿再熱の停止

再生可能エネルギー等熱利用システムのバックアップ運転の適正化が実施されているか。

居室の実際の室内温度の適正化（夏季26℃以上）が、主たる居室の床面積に対して、どの
程度の割合で実施されているか。

冷却除湿再熱システムが導入されている室で、再熱の停止が実施されているか。

冬季のペリメータ設定温度をインテリアより低くする運用が、主たる事務室の床面積に対し
て、どの程度の割合で実施されているか。

空調2次ポンプ変流量制御のインバータ周波数下
限値の調整

過大な隙間風の侵入が無いように、建物全体の給排気バランスが調整されているか。
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1b.13
○

1b.14

○

1b.15
○

1b.16 ○

1b.17 ○

1b.18 ○

1b.19
○

1b.20
○

1b.21
○

c. 照明・電気設備 1c.1
○ △

熱供給施設は一般項目とする。

1c.2
○

1c.3 ○

1c.4
○

1c.5
○

1c.6 ○

1c.7
○

d. 給排水・給湯設備 1d.1
○

熱供給施設は評価項目から除外する。

1d.2 ○

1d.3 ○

1d.4 ○

1d.5 ○

1d.6 ○

1d.7 ○

1d.8 ○

1d.9 ○

e. 昇降機設備 1e.1 ○ 熱供給施設は評価項目から除外する。

1e.2 ○

f. その他 1f.1
○

熱供給施設は評価項目から除外する。

1f.2 ○

1f.3 ○

1f.4
○

1f.5
○

1f.6
○

1f.7
○

情報通信施設以外は評価項目から除外する。

1f.8
○

事務室の照度条件の緩和 事務室の照明の間引き点灯又は調光等による照度条件の緩和（概ね300lx以下）が、主たる
事務室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。

情報通信施設のPUEの実績 主たる用途が情報通信施設の場合、PUE(Power Usage Effectiveness)の実績がどの程度
か。

情報通信施設のPUEの改善

揚水ポンプのバルブの開度調整

貯湯温度設定の緩和

不要期間・不要時間帯の変圧器の遮断

人感センサーのタイマー設定時間の適正化

時間外等の照明点灯エリアの集約化

エレベーターかご内の空調設定温度の緩和

便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮

主たる用途が情報通信施設の場合、PUEの実績が1.3以下であるか。

給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止

季節や用途等に応じた給湯温度設定の緩和が実施されているか。

外部に面する出入口の開閉の管理

夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減が実施されているか。

エアコンプレッサーの設定圧力がエア使用端の必要圧力＋0.1MPa以下に調整されている
か。

冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜（デフロスト）の実施

エアコンプレッサー吸入空気温度の管理

負荷がない時期、夜間等に、変圧器の遮断が実施されているか。

ダンパが絞られている系統のファンのプーリーダウンが実施されているか。

エレベーター機械室及び電気室の空調機又はパッケージ形空調機の給気設定温度又は
還気設定温度の適正化が、室内温度とは別に給気温度又は還気温度の設定が可能な全
エレベーター機械室数及び全電気室数に対して、どの程度の割合で実施されているか。

清掃や日常メンテナンス等の作業時に照明点灯時間延長の抑制又は照度条件の緩和が、
主たる室用途の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。

時間外等の照明点灯エリアを集約する工夫が行われているか。

人感センサーのタイマー設定時間の適正化が、主たる便所に対して、どの程度実施されて
いるか。

夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減

非稼働エリアのエア供給弁の閉止

エアコンプレッサーの設定圧力の適正化

非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止

給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止が実施されているか。

非稼働エリアのエア供給弁が閉止されているか。

冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜（デフロスト）（着霜制御がある場合も除霜実施と見なす。）が
実施されているか。

充分な換気の確保等、エアコンプレッサーの吸入空気温度が高くならないように管理されて
いるか。

事務室の室内照度の適正化

夏季のエレベーターかご内の空調設定温度が居室より高く設定されているか。

非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止が実施されているか。

冷房時・暖房時の閉鎖など外部に面する出入口の開閉の適正な管理が、主たる動線の全
出入口数に対して、どの程度の割合で実施されているか。

給湯温度設定の緩和

衛生上可能な範囲で、貯湯温度設定の緩和が実施されているか。

便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮が実施されているか。

貯湯式電気温水器の夜間及び休日の電源停止が実施されているか。

給水・給湯バルブの調整

貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止

洗浄便座暖房の夏季停止 洗浄便座暖房の夏季停止が実施されているか。

給水圧力の管理

節水のために給水・給湯の分岐バルブが使用上支障のない範囲で絞られているか。

揚水ポンプ系統のバルブが極力抵抗とならないように調整されているか。

バルブ全開時の末端圧力が過剰にならないように、給水ポンプユニットの設定圧力が調整
されているか。

間引き点灯又は調光等による照度条件の緩和が、主たる廊下、エントランスホール及び駐
車場の床面積に対して、どの程度実施されているか。

厨房外調機の換気モード切換制御による換気モー
ド運転の適正化

ファンのプーリーダウンの実施

エレベーター機械室・電気室の空調機の給気・還
気設定温度の適正化

ミキシングロスの発生を抑えるために、冬季に暖房から冷房に切り換わる室は、起動時の室
内温度が低めに設定されているか。

冬季冷房になる室の設定温度の適正化

エレベーター機械室・電気室のファンの夏季停止

事務室の室内照度の適正化（概ね500lx以下）が、主たる事務室の床面積に対して、どの程
度の割合で実施されているか。

厨房外調機の換気モード切換制御による換気モードの運転が、どの程度実施されている
か。

居室以外の照度条件の緩和

清掃等の日常メンテナンス作業時の照明点灯時
間・照度条件の適正化

変風量システムのインバータ周波数下限値の調整 変風量システムの空調機ファンのインバータ周波数下限値が、どの程度の周波数に調整さ
れているか。

変風量システムの最小風量設定値の調整 変風量システムの変風量装置VAVの最小風量設定値が、設計風量に対して、どの程度の
割合に調整されているか。

パッケージ形空調機の省エネチューニングの実施 パッケージ形空調機の冷媒蒸発温度設定値の調整が実施されているか。

地下駐車場のスロープ等からの自然給気 地下駐車場のスロープ等からの自然給気により、駐車場給気ファンが停止されているか。

エレベーター機械室及び電気室のファンの夏季停止が、空調機併用システムの全エレベー
ター機械室数及び全電気室数に対して、どの程度の割合で実施されているか。
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a. 熱源・熱搬送設備 2a.1

○

2a.2
○

2a.3
○

2a.4 ○

2a.5
○

2a.6 ○

b. 空調・換気設備 2b.1 ○

2b.2
○

2b.3
○

2b.4 ○

2b.5
○

2b.6
○

c. 照明・電気設備 2c.1 ○

2c.2
○

2c.3
○

f. その他 2f.1 ○

2f.2
○

1. 1.1

○ △ △

Ⅳ2.1のオフサイトの再生可能エネルギー電力
量が20MWh／年以上の場合は一般項目とす
る。
熱供給施設の場合は加点項目とする。

1.2
○

1.3
○

2. 2.1
○

2.2
○

3. 3.1
○

3.2
○

4. 4.1 ○ △ 熱供給施設の場合は加点項目とする。

4.2 ○

4.3
○

2
.

保
守
管
理

冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材の
清掃

熱源機器の点検・清掃

センサー類の精度チェック及び制御ダンパ等の作
動チェック

蒸気配管、バルブ等からの漏れ点検及びスチームトラップの点検が適切な頻度で実施され
ているか。

空調機、ファンコイルユニット等のフィルターの清浄が適切な頻度で実施されているか。

センサー類の精度チェック及び制御ダンパ等の作動チェックが適切な頻度で実施されてい
るか。

ランプ交換時の初期照度補正リセットの実施

空調機・ファンコイルユニット等のコイルフィンの清
浄

パッケージ形空調機のメーカーによる遠隔監視

照明器具の清掃及び定期的なランプ交換

照明用制御設備の作動チェック

パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄

省エネファンベルトへの交換

ｴｱ配管･ﾊﾞﾙﾌﾞからの漏れ点検及びｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ
吸込みﾌｨﾙﾀｰの清掃

冷凍・冷蔵庫の保温管理

照明器具の清掃及び定期的なランプ交換が汚れの状態や用途に応じて定期的に実施され
ているか。

空調機、ファンコイルユニット等のコイルフィンの清浄が適切な頻度で実施されているか。

省エネファンベルトへの交換が、ベルト駆動ファンの全台数に対して、どの程度の割合で実
施されているか。

照明用制御設備の作動チェックが適切な頻度で実施されているか。

予知予防保全のために、パッケージ形空調機のメーカー等による遠隔監視が実施されてい
るか。

空調機・ファンコイルユニット等のフィルターの清浄

熱交換器の清掃が適切な頻度で実施されているか。

冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材の清掃が適切な頻度で実施されているか。

熱源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動
チェック

熱交換器の清掃

熱源機器のメーカーによる遠隔監視

蒸気配管・バルブ・スチームトラップからの漏れ点検

パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄が適切な頻度で実施されているか。

エア配管及びバルブからの漏れ点検及びエアコンプレッサーの吸込みフィルターの清掃が
適切に実施されているか。

予知予防保全のために熱源機器のメーカーによる遠隔監視が実施されているか。

冷凍機のコンデンサ及びエバポレータの清掃、燃焼機器の伝熱面の清掃及びスケール除
去、バーナーノズルの点検等の熱源機器の点検・清掃が適切な頻度で実施されているか。

熱源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動チェックが適切な頻度で実施されている
か。

冷凍・冷蔵庫の保温状況の点検及び保守が実施されているか。

タイマー式の初期照度補正制御付きの照明器具のランプ交換時に、リセット操作が実施さ
れているか。

太陽光発電システムの導入 太陽光発電システムがどの程度導入されているか。

大規模太陽光発電システムの導入 大規模な太陽光発電システムがどの程度導入されているか。

再生可能エネルギーシステムの導入 太陽光発電システム以外の再生可能エネルギーを利用するシステムがどの程度導入されて
いるか。

オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の導入 事業所の敷地外に、自己託送又はオフサイトPPAによる事業所への電力供給を目的とした
再生可能エネルギー発電設備の電力が、どの程度供給されているか。

追加性等のあるオフサイトの再生可能エネルギー
発電設備の導入

事業所の敷地外に、自己託送又はオフサイトPPAによる事業所への電力供給を目的とした
追加性等のある再生可能エネルギー発電設備が、どの程度導入されているか。

再生可能エネルギー電気の購入 再生可能エネルギー電気が、購入電力量に対して、どの程度の割合で購入されているか。

追加性等のある再生可能エネルギー電気の購入 追加性等のある再生可能エネルギー電気が、購入電力量に対して、どの程度の割合で購
入されているか。

駐車場のZEV充電設備の整備 駐車場にZEV充電設備がどの程度導入されているか。

デマンドレスポンスに対応した設備の導入 デマンドレスポンスに対応した蓄電・蓄熱システム等がどの程度導入されているか。

小売電気事業者等とのデマンドレスポンス契約 小売電気事業者等とインセンティブ型のデマンドレスポンス契約を締結し、需給調整が実施
されているか。

Ⅳ
．
事
業
所
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
利
用
に
関
す

る
事
項

オンサイトの再生可能エネル
ギーの利用

オフサイトの再生可能エネル
ギーの利用

電気需給契約等による再生可
能エネルギーの利用

電気需要最適化
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1. 1.1

○

1.2
○

1.3
○

1.4
○

1.5 ○

1.6

○

2. 2.1 ○

3. 3.1
○ △

最も新しい建物の竣工年度が2002年度以前
の場合、熱供給施設の場合は加点項目とす

3.2
○

3.3
○

3.4 ○

事業所内での取組の促進により、ZEB化へのロードマップの策定がどの程度実施されている
か。

CO2排出量の削減実績 CO2排出量実績が、基準排出量に対して、どの程度の割合で削減されているか。

一次エネルギー消費量の削減実績 一次エネルギー消費量実績が、基準一次エネルギー消費量に対して、どの程度の割合で
削減されているか。

再生可能エネルギー電気の利用割合 再生可能エネルギー電気が、電力消費量に対して、どの程度の割合で利用されているか。

ウェルネスに関する環境認証の取得 ウェルネスに関する環境ラベリング認証が取得されているか。

Ⅴ
．
事
業
所
の
ゼ
ロ
エ
ミ

ッ
シ

ョ
ン
化
や
環
境
配
慮
等
の

取
組
に
関
す
る
事
項

CO2排出・エネルギー消費等の
削減

気候変動適応策

その他の環境配慮の取組

特定温室効果ガス以外の温室効果ガス排出量の
削減実績

前年度の特定温室効果ガス以外の温室効果ガス（CO2（特定温室効果ガス以外 の CO2）,
CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3）の排出量が、その他ガス削減量算定ガイドラインに示す
基準排出量に対して、どの程度の割合で削減されているか。

気候変動への適応 浸水被害や、停電、断水等への対策が、どの程度実施されているか。

持続可能な低炭素資材等の導入 建設・更新等において、持続可能な低炭素資材等が、どの程度導入されているか。

建設時のCO2排出量の把握と低減 建設に伴い排出されるCO2排出量が算出され、その排出量を低減するための対策を実施し
ているか。

テナント工事に伴うCO2排出量を低減させる貸方
基準書等の整備

省資源化や廃棄物の削減等、テナント工事に伴うCO2排出量を低減させる貸方基準書等が
整備されているか。

ゼロエミッション化へのロードマップの策定 事業所内での取組の他、オフサイトの再生可能エネルギー発電設備、再生可能エネルギー
電気の購入等を含めたゼロエミッション化へのロードマップの策定がどの程度実施されてい
るか。

ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）化へのロード
マップの策定
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別表第２

点数　Ｐ 係数　Ｋ

1. CO2削減推進体制の整備 1.1

1 0.6

0.5

0

1 0.2

0.5

0

-

1 0.2

0.5

0

-

1.2

1.3

2. 図面、管理標準等の整備 2.1

2.2

2.3

3. 3.1

3.2

3.3

3.4

年2回以上

年2回未満又は実施無し

全て整備

整備無し

テナント無し

計画・実施・確認のみ

整備無し

年2回以上

建物用途・棟・方位・高さ等により使用エリアを系統に分割し、その系統別の電力量・熱量を
含む使用量の把握に必要な計測・計量設備が、電力量は動力盤及び分電盤総面数、熱量
は全ポンプ系統数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

管理標準及び運転操作マニュアルが整備されているか。

テナント説明会（テナントがある場合に限る。）

環境ラベリング認証が取得されているか。

0

Σ（Ｐ１×Ｋ１＋・・・＋Ｐ２×Ｋ２）

0.5

0

50%以上70%未満

30%以上50%未満

30%未満

1

0.2

整備無し

0.5

1

計画のみ

0

1

0.5

0

1

0.5

0

0

取得

80%以上に採用

40%未満に採用又は採用無し

採用無し

40%以上80%未満に採用

整備無し

概ね50%以上は整備

概ね50%以上は整備

概ね80%以上は整備

取組状況の評価点

Σ（Ｐ１×Ｋ１＋・・・＋Ｐ３×Ｋ３）

取組状況の程度

特定テナント無し

年6回以上

月1回以上

年2回以上

年2回未満又は実施無し

1

0

0.8

1

0.5

取得無し

基本BEMSのみ

年2回未満又は実施無し

0.5

70%以上

0.8

整備

1

概ね80%以上は整備

年6回以上

0

1

電力負荷状況、発電状況並びに各変圧器の需要率、負荷率及び不等率の把握に必要な計
測・計量設備が、一次側の電圧が400V以上の変圧器全台数に対して、どの程度の割合で導
入されているか。

ただし、熱供給施設は、電力量の系統別の細分化のみを評価対象とする。また、
除外項目がある場合は、除外項目を除いた係数の合計が１となるように、それぞ
れの係数を補正するものとする。

計画・実施のみ

基本BEMS+拡張機能

熱源、照明等エネルギー消費先別の電力量・燃料消費量・熱量の把握に必要な計測・計量
設備による一次エネルギー実測値が、事業所全体のエネルギー消費量に対して、どの程度
の割合になっているか。

No.

環境認証の取得

エネルギー使用機器の管理のために、電子データ化された設備台帳等が、どの程度整備さ
れているか。

竣工図、機器完成図及び改修履歴がわかる書類が、どの程度整備されているか。

評価項目の区分

PDCA管理サイクルの実施体制の整備

特定テナント連絡会議（特定テナントがある場合に限る。）

評価項目 評価内容

CO2削減推進会議等が設置され、どの程度の頻度で実施されているか。CO2削減推進会議等の設置及び開催Ⅰ
 

一
般
管
理
事
項

統括管理者が出席するCO2削減推進会議

主要設備等に関する計測・計
量及び記録

ただし、除外項目がある場合は、除外項目を除いた係数の合計が１となるよう
に、それぞれの係数を補正するものとする。

図面・改修履歴等の整備

系統別の使用量把握に必要な計測・計量設備の
導入

ビルエネルギーマネジメントシステム（BEMS）等の
導入

電力負荷状況・発電状況等の把握に必要な計測・
計量設備の導入

管理標準等の整備

エネルギー消費先別の使用量把握に必要な計
測・計量設備の導入

設備台帳等の整備

PDCA管理サイクル（計画・実施・確認・処置）の実施体制がどの程度整備されているか。

ビルエネルギーマネジメントシステム（BEMS）等が導入され、かつどの程度の機能（基本
BEMS：ﾃﾞｰﾀ採取、タイムプログラム等基本的制御・監視、管理日報・月報・年報、拡張機能：
維持管理、応用的制御及びｴﾈﾙｷﾞｰ消費分析・管理）を有しているか。
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1 0.7

0.5

0

1 0.3

0.5

0

-

-

3.5

3.6

3.7

4. 4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5. 保守・点検の管理 5.1

1. 自然エネルギーの利用 1.1Ⅱ
 

建
物

5%以上10%未満に採用

10%以上に採用

熱量（冷温水・蒸気）

全て実施

主たる用途のテナント空調料金の課金方法に、熱量及び電力量など使用量に応じた課金体
系が導入されているか。

30%以上50%未満に採用

0.5

0

50%以上に採用

 計画の策定及び実施 1

0.5

実施無し

立案・実施のみ

計画の策定のみ

実施無し

5%以上30%未満に採用

0.5

0

0.8

0

-

1

0

1

1

0

0.5

1

1日1回以上

実施

採用無し

実施無し

月1回程度

エネルギー供給設備無し

実施無し

0.5

実施無し

0

1

1

実施無し

0

0.5

1

年1回以上

1

0

0

-

1

1

実施

実施

年2回以上

5%未満に採用

採用無し

実施

1

0.5

実施無し

全て実施

計画の立案のみ

エネルギー供給設備無し

0.8

0.5

0

実施無し

0.8

40%以上80%未満に採用

80%以上に採用

機器別

採用無し

0

0

0.5

熱源無し

システム別

熱供給施設

40%以上80%未満に採用

80%以上に採用

年1回程度又は実施無し

年2回以上

40%未満に採用又は採用無し

系統別

40%未満に採用又は採用無し

1熱源システム効率等、エネルギー供給設備の分析に必要な電力量・燃料消費量・熱量・流
量・温度・補給水量等の把握に必要な計測・計量設備が、どの程度細かく導入されているか。

月1回以上

BEMS等のデータを活用し、電力及び熱のピーク負荷の数値化等によるエネルギー消費の特
性、建物全体のエネルギー消費原単位算出及び類似の建物との比較により、省エネルギー
状況の管理が実施されているか。

代表階又は代表エリアの電力量・熱量・温度の把握に必要な計測・計量設備が、基準階数又
は対象エリア面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。

燃焼設備及び動力設備の保守・点検計画の策定及び計画に基づいた保守・点検の実施が
どの程度実施されているか。

自然採光を利用したシステムが、主たる室用途の床面積に対して、どの程度の割合で導入さ
れているか。

新築、増築又は改修時の竣工後、１年以上に渡って、運用段階のコミッショニング（性能検
証）が実施されているか。

エネルギー供給設備の分析に必要な計測・計量
設備の導入

空調・照明等の使用時間短縮、事務用機器・パソコン等の省電力化、冷凍冷蔵庫・ブラインド
等の効率運用などCO2削減対策に関する啓発活動が実施されているか。

2029年度までのCO2排出量削減に向けた目標を設定し、CO2削減対策項目ごとの具体的な
計画の立案及び実績の集約・評価がどの程度実施されているか。

エネルギー消費特性の把握、エネルギー消費原
単位の算出及び管理

インターネット等を介して、利用者がいつでも環境・エネルギー情報を見ることができる状況を
提供する見える化のシステムが導入され、どの程度の頻度でデータが更新されているか。

建物全体のCO2排出量及び原単位の管理がどの程度の頻度で実施されているか。

電力量

CO2削減目標の設定、CO2削減対策計画の立案
及び実績の集約・評価の実施

保守・点検計画の策定及び実施

エネルギー供給設備の運転解析の実施 エネルギー供給設備（熱源・熱搬送設備及びコージェネレーション設備）の運転に関して、
BEMS等のデータの運転解析により、需要パターンに応じた機器の選択と稼働率の選定等、
運用実態に即した運転計画と運転効率の検証が、どの程度の頻度で実施されているか。

BEMS等のデータの活用により問題点を抽出し、優先的に改善すべき課題の決定、具体的な
対策・計画及びチューニングなどの改善策の立案と実施、その効果の検証がどの程度実施さ
れているか。

エネルギー消費量・CO2排出
量の管理

自然採光を利用したシステムの導入

CO2排出量の管理

コミッショニング（性能検証）の実施

利用者等への環境・エネルギー情報提供システム
の導入

改善策の立案・実施及び効果検証の実施

CO2削減対策の啓発活動の実施

代表階又は代表エリアの使用量把握に必要な計
測・計量設備の導入

空調の使用量に応じた課金体系の導入
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1.2

1.4

表1.1　再生可能エネルギー･未利用エネルギーシステム

システム名称

ごみ焼却排熱発電システム

ごみ焼却排熱利用システム

廃棄物燃料製造システム

工場排熱利用システム

変電所排熱利用システム

地下鉄排熱利用システム

下水熱利用システム

河川水熱利用システム

海水熱利用システム

空調排熱利用システム

1.5

2. 建物外皮の省エネルギー性能 2.1

　　　　　年間熱負荷係数（ＰＡＬ*）、又は年間熱負荷係数（ＰＡＬ）が算出されている

　　　　　場合

評価点＝Ｐ*×Ａ*／AT＋Ｐ×（１－Ａ*）／AT･･･（式１）

　　　　　年間熱負荷係数PAL*が算出されている場合

Ｐ*＝１－（Ｒ*Ｈ－Ｒ*Ａ）／（Ｒ*Ｈ－Ｒ*Ｌ）

Ｒ*Ａ＝１－BP*

又は

Ｒ*Ａ＝１－Ｑ*／ＱＳ*

ただし、事業所内に複数の建物がある場合、以下によりＲ*Ａを算出する。

Ｒ*Ａ＝Σ（Ｒ*１×Ａ*１＋・・・＋Ｒ*ｎ×Ａ*ｎ）／Ａ*

Ａ*＝Σ（Ａ*１＋・・・＋Ａ*ｎ）

Ｒ*n＝１－BP*n

又は

Ｒ*n＝１－Ｑ*n／ＱＳ*n

　　　　　ＰＡＬが算出されている場合

Ｐ＝１－（ＲＨ－ＲＡ）／（ＲＨ－ＲＬ）

ＲＡ＝Σ（Ｒ１×Ａ１＋・・・＋Ｒｎ×Ａｎ）／Ａ

Ａ＝Σ（Ａ１＋・・・＋Ａｎ）

Ｒ＝１－Ｑ／ＱＳ

物
及
び
設
備
性
能
に
関
す
る
事
項

自然通風を利用したシステムが、主たる室用途の床面積に対して、どの程度の割合で導入さ
れているか。

未利用エネルギーを利用するシステムがどの程度導入されているか。

電力換算で30kW以上50kW未満採用

年間熱負荷係数の削減率

採用

式１による。

採用無し

電力換算で10kW以上30kW未満
採用

5%未満に採用

5%未満･1000㎡以上に採用

0.2

1

0

0

0.8

0.5

5%未満に採用又は採用無し

0

電力換算で100kW以上採用

採用無し

電力換算で10kW未満採用又は
採用無し

電力換算で50kW以上100kW未満採用

0

1

0.2

0.5

0.2

50%以上に採用

5%以上30%未満に採用

30%以上50%未満に採用 0.8

1

ただし、竣工年度が２０１３年度以降で、ＰＡＬ*又はＰＡＬの点数が０．４点未満
になる場合は、それぞれの点数を０点とする。

主たる建築物に高性能な建物外皮がどの程度導入されているか。

表1.1に掲げる再生可能エネルギー又は未利用エネルギーを利用するシステム
の何れかが導入されている場合は、電力換算した容量で評価する。この場合に
おいて、熱利用システムの設備容量（MJ/h）を電力換算する場合の換算係数
は、８．６４ＭＪ／ｋＷｈとする。

クールトレンチ、ヒートトレンチその他の年間を通して安定した地中温度の利用のための措置
が導入されているか。

年間を通して安定した地中温度を利用したシステ
ムの導入

高性能な建物外皮の導入

未利用エネルギーシステムの導入

自然通風を利用したシステムの導入
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AT　事業所の延床面積

Ｐ*　PAL*の点数

Ｒ*Ａ　PAL*平均削減率

Ｒ*Ｈ　 PAL*の最高削減率＝０．２４

Ｒ*Ｌ　 PAL*の最低削減率＝０．０４

BP*　BPImの値

Ｑ*　 ＰＡＬ*の算定値（単位　MJ/㎡･年）

ＱＳ 　ＰＡＬ*の基準値（単位　MJ/㎡･年）

Ａ*　PAL*が算出されている建物の延床面積の合計値（単位　㎡）

Ａ*１～ｎ　棟１～ｎごとの延べ面積（単位　㎡）

Ｒ*１～ｎ　棟１～ｎごとのPAL*の削減率

Ｑ*１～ｎ　棟１～ｎごとのＰＡＬ*の算定値（単位　MJ/㎡･年）

ＱＳ*１～ｎ　棟１～ｎごとのＰＡＬ*の基準値（単位　MJ/㎡･年）

Ｐ    PALの点数

ＲＡ　PAL平均削減率

ＲＨ　 PALの最高削減率＝０．３

ＲＬ　 PALの最低削減率＝０．０５

Ａ　PALが算出されている建物の屋内周辺空間の床面積合計値（単位　㎡）

Ａ１～ｎ　建築用途１～ｎごとの屋内周辺空間の床面積（単位　㎡）

Ｒ１～ｎ　建築用途１～ｎごとのPALの削減率

Ｑ１～ｎ　建築用途１～ｎごとのＰＡＬの値（単位　MJ/㎡･年）

ＱＳ１～ｎ　建築用途ごとのＰＡＬの基準値で表2.1に定める数値（単位　MJ/㎡･年）

表2.1　建築用途ごとのPALの基準値

建築用途 基準値

事務所等 300

物販店舗等 380

ホテル等 420

病院等 340

学校等 320

飲食店等 550

集会所等 550

総合得点ｘ＝ P1 + P2 + P3 + P4 + P5

Ｐ１　用途補正点で表2.2の用途補正点の欄に掲げる数値

Ｐ３　外壁及び屋根の断熱性能に関する評価点で表2.4の点数の欄に掲げる数値

Ｐ４　窓の断熱性能に関する評価点で表2.5の点数の欄に掲げる数値

　　　　　ＰＡＬ*又はＰＡＬが不明な場合（建築物環境計画書制度施行前（2002年
　　　　　6月以前） 竣工の場合に限る。）

ＰＡＬの値は、次に掲げる計算方法で算出するものとし、ＰＡＬの値を算出した後
はＰＡＬが算出されている場合と同様とする。

この式において、Ｐ１～Ｐ５は、それぞれ次の数値を表すものとする。

これらの式において、Ｐ*、Ｒ*A、Ｒ*H、Ｒ*L、Ａ*、Ａ*１～ｎ、Ｒ*１～ｎ、Ｑ*１～ｎ、

ＱＳ*１～ｎ、Ｐ、ＲＡ、ＲＨ、ＲＬ、Ａ、Ａ１～ｎ、Ｒ１～ｎ、Ｑ１～ｎ、ＱＳ１～ｎは、それぞれ次の

数値を表すものとする。

Ｐ２　建築物の配置計画及び平面計画に関する評価点で表2.3の点数の欄に

　　 掲げる数値

同一建物でBPIm又はＰＡＬ*とＰＡＬの両方を算定している場合は、BPIm又はＰ
ＡＬ*で評価する。

ＰＡＬの値は、次に掲げる式により総合得点ｘを算出し、表2.2のＰＡＬ値換算式
の欄に掲げる式により求められた値に、調整率１．０を乗じた数値とする。

標準階を設定し、標準階の状況について各項目の評価を行う。
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Ｐ５　窓の日射遮蔽性能に関する評価点で表2.6の点数の欄に掲げる数値

表2.2　建築用途ごとの用途補正点とＰＡＬ値換算式

建築用途 用途補正点

事務所等 5

物販店舗等 -30

ホテル等 -45

病院等 -30

学校等 35

飲食店等 -15

集会所等 -45

表2.3　建築物の平面計画及び立面計画に関する評価点

評価項目 評価基準 点数

6点

3点

0点

8点

（アスペクト比） 5点

4点

3点

0点

12点

6点

0点

4点

2点

0点

表2.4　外壁及び屋根の断熱性能に関する評価点

評価項目 評価基準 点数

30点

15点

0点

20点

10点

0点

表2.5　窓の断熱性能に関する評価点

評価項目 評価基準 点数

総合窓熱貫流率 30点

厚さが25ミリメートル以上50ミリメートル未満
のポリスチレンフォーム板
その他これに相当する断熱性能を有する断
熱材を使用

厚さが50ミリメートル以上のポリスチレン
フォーム板
その他これに相当する断熱性能を有する断
熱材を使用

厚さが15ミリメートル以上20ミリメートル未満
の吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材
その他これに相当する断熱性能を有する断
熱材を使用

3/8未満（ﾀﾞﾌﾞﾙｺｱ）

コアの配置

厚さが20ミリメートル以上の吹付け硬質ウレタ
ンフォーム断熱材
その他これに相当する断熱性能を有する断
熱材を使用

y＝-1.81x+481

サイドコア

3.5m未満

ダブルコア

3/4以上（ﾀﾞﾌﾞﾙｺｱ）

東又は西（ｱｽﾍﾟｸﾄ比3/4未満）

0.75未満

y＝-2.6x+810

3/8未満（ﾀﾞﾌﾞﾙｺｱ以外）

3/8以上3/4未満

センターコア等

4.5m以上

ＰＡＬ値換算式

南又は北（ｱｽﾍﾟｸﾄ比3/4未満）

y＝-2.6x+810

y＝-2.60x+600

y＝-1.46x+466

建築物の平均階高

屋根の熱貫流率

建築物の形状

y＝-3.55x+775

3.5m以上4.5m未満

上記に掲げるもの以外

外壁の熱貫流率

3/4以上（ﾀﾞﾌﾞﾙｺｱ以外）

上記に掲げるもの以外

その他

建築物の主方位

y＝-1.55x+535
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25点

20点

15点

10点

5点

0点

総合窓熱貫流率Utは、次に掲げる式によって計算したものとする。

Ut＝ΣUi×awi／A

表2.6　窓の日射遮蔽性能に関する評価点

評価項目 評価基準 点数

総合窓日射侵入率 90点

75点

60点

45点

30点

15点

0点

総合窓日射侵入率ηtは、次に掲げる式によって計算したものとする。

ηt＝Σηi×fi×awi／A

表2.7　窓面積率

0.2

0.25

0.35

0.45

0.55

0.65

20%以下

60以上70%未満

2.00以上2.50未満

　　awi：窓の特性が共通する部位iごとの空気調和を行う室に係わる窓の
　　　　 面積[m2]

40以上50%未満

　　A：空気調和を行う室に係る外壁の面積
　　　（窓の面積を含み、屋根の面積を除く。）の合計[m2]

30以上40%未満

1.50以上2.00未満

0.05未満

　　ηi：窓の特性が共通する部位iごとの日射侵入率（窓面に入射する日射の
　　　　 うち、窓を通り抜けて室内に侵入するものの比率をいう。）で、表2.8の
　　　　 日射侵入率の欄に掲げる数値から表2.10の日射侵入率補正値の欄に
　　　　 掲げる数値を減じた値

0.20以上0.25未満

ただし、窓面積率（awi/A）については、その算定結果に応じて、表2.7の右欄に
掲げる数値を用いて計算する。

1.25以上1.50未満

1.00以上1.25未満

窓面積率(窓面積÷外壁面積)

2.50以上

ただし、窓面積率（awi/A）については、その算定結果に応じて、表2.7の右欄に
掲げる数値を用いて計算する。

　　A：空気調和を行う室に係る外壁の面積
　　　（窓の面積を含み、屋根の面積を除く。）の合計[m2]

標準階の中でも、可能な限り代表的な窓部分を定めて、評価することが望まし
い。

0.30以上

　　Ui：窓の特性が共通する部位iごとの熱貫流率[W/m2・K]で、表2.8の熱貫
　　　　流率の欄に掲げる数値から表2.10の熱貫流率補正値を減じた値

標準階の中でも、可能な限り代表的な窓部分を定めて、評価することが望まし
い。

　　awi：窓の特性が共通する部位iごとの空気調和を行う室に係わる窓の
　　　　 面積[m2]

0.15以上0.20未満

0.05以上0.10未満

　　ｆi：窓の特性が共通する部位iごとの日よけ効果係数で、表2.9の日よけ効
　　　 果係数の欄に掲げる数値

20以上30%未満

0.75以上1.00未満

50以上60%未満

0.25以上0.30未満

0.10以上0.15未満
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0.75

0.8

表2.8　ガラスの熱貫流率と日射侵入率

ブラインド有り ブラインド無し ブラインド有り ブラインド無し

2.3 2.7 0.37 0.52

2.8 3.4 0.3 0.42

2.9 3.5 0.32 0.45

2.9 3.5 0.37 0.54

2.9 3.5 0.36 0.51

2.9 3.5 0.36 0.51

4.5 6.3 0.37 0.55

4.5 6.3 0.4 0.64

4.5 6.3 0.39 0.63

4.5 6.3 0.39 0.63

2.9 3.5 0.45 0.7

4.5 6.3 0.44 0.8

表2.9　日よけ効果係数

表2.10　熱貫流率補正値および日射侵入率補正値

ブラインド有り ブラインド無し ブラインド有り ブラインド無し

1.5 0 0.1 0

1 0 0.08 0

0.3 0 0.02 0

0 0 0 0

2.2

1 0.5

0.5 ( 1 )

0

1 1

0.5 ( 1 )

0

1 0.2

0 ( 0.2 )

1 0.5

0 ( - )

-

2.3

2.4 主たる居室のブラインドに日射制御又はスケジュール制御がどの程度導入されているか。

外ブラインド

係数 Kは、超高層ビル（建物高さ100m以上）の場合は、上段の数値、超高層ビル
以外の場合は、下段の（　）内の数値とする。

1

外部、地下駐車場、地下道等の非空調空間と空調空間の境にある出入口の隙間風対策が、
主たる動線の全出入口数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

熱線反射ガラス

単板ガラス

熱貫流率補正値

ダブルスキン

採用無し

80%以上に採用

1

0

0.8

1

回転扉

複層ガラス+遮熱フィルム

採用無し

40%未満に採用又は採用無し

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ遮煙ﾄﾞｱ又はEVﾎｰﾙの空
間分節化

熱貫流率

エアフローウィンドウ

標準

プッシュプルウィンドウ

熱線吸収複層ガラス

ルーバー・ひさし

単板ガラス+遮熱塗料塗布

40%以上80%未満に採用

80%以上に採用

Σ（Ｐ１×Ｋ１＋・・・＋Ｐ４×Ｋ４）

ただし、最高１点とする。

0.6

エアカーテン

複層ガラス+遮熱塗料塗布

0.6

ガラスの種類

風除室

日射侵入率補正値

複層ガラス

熱線吸収ガラス

40%以上80%未満に採用

採用無し

日射制御あり

ｽｹｼﾞｭｰﾙ制御あり

採用

採用無し

採用

超高層ビル以外

40%未満に採用又は採用無し

採用

70以上80%未満

高性能熱線反射複層ガラス

熱線反射複層ガラス

ﾍﾟﾘﾒｰﾀｼｽﾃﾑの種類

日よけ効果係数ひさし・外ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞの有無

風除室、回転扉等による隙間風対策の導入

ブラインドの日射制御及びｽｹｼﾞｭｰﾙ制御の導入

屋上緑化の導入

単板ガラス+遮熱フィルム

80%以上

Low-εガラス

日射侵入率

屋上緑化が導入されているか。
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2.5

a. 熱源・熱搬送設備 3a.1

　　　　　年間熱製造量実績が把握できている場合

評価点＝Σ（Ｐ１×Ｑ１＋・・・＋Ｐｎ×Ｑｎ）／Σ（Ｑ１＋・・・＋Ｑｎ）　・・・（式２）

　　　　　年間熱製造量実績が把握できていない場合

評価点＝Σ（Ｐ１×ＨＣ１×ＮＣ１×２＋・・・＋Ｐｎ×ＨＨｎ×ＮＨｎ）

／Σ（ＨＣ１×ＮＣ１×２＋・・・＋ＨＨｎ×ＮＨｎ）　・・・（式３）

Ｐ＝１－（ηH－η）／（ηH－ηL）

エネルギー源が再生可能エネルギーのみの場合　Ｐ＝１．０

地域冷暖房受入の場合　Ｐ＝０．８

Ｑ１～ｎ　熱源機器１～ｎごとの年間熱製造量実績（単位　ギガジュール/年）

ＨＣ１～ｎ　冷熱源機器１～ｎごとの熱源容量（単位　キロワット）

ＨＨ１～ｎ　温熱源機器１～ｎごとの熱源容量（単位　キロワット）

ＮＣ１～ｎ　冷熱源機器１～ｎごとの台数

ＮＨ１～ｎ　温熱源機器１～ｎごとの台数

Ｋ　エネルギー消費量の換算係数で表3.5に掲げる数値

η　対象となる熱源機器の定格ＣＯＰ又はボイラー効率※

　　　※ ボイラー効率は、高位発熱量基準の数値とする。

ηH　熱源機器ごとの最高効率で表3.1に定める数値

ηＬ　熱源機器ごとの最低効率で表3.2に定める数値

表3.1　熱源機器ごとの最高効率

ηH１＝ηＳ＋（ηＨ０－ηＳ）×（2005－ｎ）／（2005－1995）

　　　　（小数点以下３位未満の数値を四捨五入して得た数値で、
　　　　　最高１点、最低０点とする。）

最高効率

次に掲げる式によって計算した数値

表3.3又は表3.4の水準の欄に掲げる数値熱源機器の設置年度が2005年
度から2012年度までの場合

3
.

設
備
・
制
御
系
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

性
能

式２又は式３による。

0

　　ηH１：熱源機器の設置年度が1996年度から2004年度までの場合の

　　　　　 最高効率
　　ηＳ：表3.3又は表3.4の水準の欄に掲げる数値

これらの式において、Ｐ１～ｎ、Ｑ１～ｎ、ＨＣ１～ｎ、ＨＨ１～ｎ、ＮＣ１～ｎ、

ＮＨ１～ｎ、K、Ｅ１～ｎ、η、ηH、ηLは、それぞれ次の数値を表すものとする。

　　ηH０：表3.3又は表3.4の最高の欄に掲げる数値

緩和措置の対象

Ｐ１～ｎ　熱源機器１～ｎごとの点数

　　　　（小数点以下３位未満の数値を四捨五入して得た数値で、
　　　　 最高１点、最低０点とする。ただし、インバータターボ冷凍機
           は、ターボ冷凍機の点数に0.1を加えた値とする。）

採用無し

熱源機種ごとの定格COP又はボ

イラー効率※と年間熱製造量実績

壁面緑化又は緑化によるひさしが導入されているか。

電動(遠方制御無し)

採用無し

表3.3又は表3.4の最高の欄に掲げる数値

0.5

1

0

（いずれかの熱源機器の設置年度が2000年度から2012年度まで以外で、かつ
全ての熱源機器ごとの定格ＣＯＰ又はボイラー効率が、熱源機種に応じて表3.3
又は表3.4の水準の欄に掲げる数値未満の場合は、トップレベル事業所の必須
要件を満足しない。）

高効率熱源機器が、全ての熱源機器（地域冷暖房受入を含む。）に対して、どの程度導入さ
れているか。

熱源機器の設置年度が1996年
度から2004年度までの場合

Ｅ１～ｎ　熱源機器１～ｎごとの定格ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（単位　ﾒｶﾞｼﾞｭｰﾙ／ｈ）

　　　　　（燃料の定格ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量は高位発熱量とし、定格ガス消費量は、
　　　　　　納入時の高位発熱量で熱量に換算する）

採用

下記以外の場合

　　　　（小数点以下３位未満の数値を四捨五入して得た数値で、
　　　　　最高１点、最低０点とする。）

壁面緑化の導入

高効率熱源機器の導入

η＝（３．６×Ｈ）／（Ｋ×Ｅ）
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表3.2　熱源機器ごとの最低効率

表3.3　高効率冷熱源機器の水準

定格COP

最高 水準 最低 DHC最低

水冷チリングユニット 5.600 5.120 4.000 4.640

空冷チリングユニット 4.380 3.918 2.839 3.456

空気熱源ヒートポンプユニット 4.669 4.126 2.860 3.583

熱回収ヒートポンプユニット 2.895 2.558 1.773 2.221

ターボ冷凍機 6.540 6.000 4.740 5.460

ブラインターボ冷凍機 5.060 4.634 3.642 4.208

熱回収ターボ冷凍機 4.803 4.438 3.587 4.073

蒸気吸収冷凍機 1.308 1.227 1.037 1.146

温水吸収冷凍機 0.713 0.700 0.670 0.687

直焚吸収冷温水機 1.350 1.283 1.125 1.216

排熱投入型直焚吸収冷温水機 1.305 1.250 1.122 1.195

小形吸収冷温水機ユニット 1.290 1.209 1.020 1.128

表3.4　高効率温熱源機器の水準

定格COP又はボイラー効率※

最高 水準 最低 DHC最低

蒸気ボイラー 0.882 0.838 0.736 0.794

温水ボイラー 0.897 0.855 0.756 0.813

直焚吸収冷温水機 0.880 0.864 0.825 0.848

排熱投入型直焚吸収冷温水機 0.880 0.823 0.691 0.766

小形吸収冷温水機ユニット 0.880 0.847 0.771 0.814

空気熱源ヒートポンプユニット 3.950 3.650 2.949 3.350

熱回収ヒートポンプユニット 2.847 2.630 2.125 2.413

熱回収ターボ冷凍機 5.802 5.386 4.415 4.970

表3.5　エネルギー消費量の換算係数

電気 3.6 （単位　ＭＪ／ｋＷｈ）

ガス 1 （単位　ＭＪ／ＭＪ）

LPG 50.8 （単位　ＭＪ／kg）

A重油 39.1 （単位　ＭＪ／ℓ）

灯油 36.7 （単位　ＭＪ／ℓ）

蒸気、温水、冷水 1 （単位　ＭＪ／ＭＪ）

備考　燃料のエネルギー消費量は高位発熱量とする。

3a.2

Ｐ１ 0.7冷却塔ファン総電動機出力に対する割合

表3.3又は表3.4のDHC最低の欄に掲げる数
値

省エネ形

表3.3又は表3.4の最低の欄に掲げる数値

換算係数

緩和措置の対象

熱源機種

エネルギー種別

高効率冷却塔が、冷却塔ファン総電動機出力又は散水ポンプ総電動機出力に対して、どの
程度の割合で導入されているか。

下記以外の場合

熱源機種

最低効率

Σ（Ｐ１×Ｋ１＋・・・＋Ｐ８×Ｋ８）

ただし、評価点及び点数Pは
小数点以下３位未満の数値
を四捨五入して得た数値で、
最高１点とする。

　　ｎ：熱源機器の設置年度

熱供給施設の場合

高効率冷却塔の導入
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0

-

Ｐ２ 0.15

0

-

Ｐ３ 0.2

0

-

Ｐ４ 0.17

0

-

Ｐ５ 0.15

0

-

Ｐ６ 0.09

0

-

Ｐ７ 0.07

0

-

Ｐ８ 0.06

0

-

3a.3

Ｐ１ 1

0

-

Ｐ２ 0.9

0

-

Ｐ３ 0.8

0

-

3a.5

3a.6

3a.7 1

熱源回り 0.8

熱源回り及び空調機回り

-

0

0.5

0.5

0

-

0.5

1

採用無し

Δt=6℃以上7℃未満

空調用ポンプ総電動機出力に対する割合

採用無し

散水ポンプ総電動機出力に対する割合

冷却塔無し

冷却塔ファン総電動機出力に対する割合

冷却塔無し

採用無し

冷却塔ファン総電動機出力に対する割合

Δt=10℃以上

空調用ポンプ無し

Δt=7℃以上8℃未満

採用無し

散水ポンプ無し

採用無し

散水ポンプ無し

散水ポンプ総電動機出力に対する割合

空調用ポンプ無し

散水ポンプ無し

空調用ポンプ総電動機出力に対する割合

プレミアム効率（IE3）モータ

高効率空調用ポンプが、空調用ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入され
ているか。

蒸気弁・フランジ部の断熱

高効率（IE2）モータ

ファン永久磁石(IPM)モータ

ファンプレミアム効率（IE3）モータ

モータ直結形ファン

蓄熱槽の2次側で実揚程10m以上の水搬送経路が密閉化されているか、又は地域冷暖房の
受入がブリードイン方式の場合、揚程500kPa以上のブースターポンプが設置されていない
か。

散水ポンプ高効率（IE2）モータ

散水ポンプ永久磁石(IPM)モータ

水搬送経路の密閉化

熱媒が水の場合、熱搬送設備の設計送水温度差がどの程度か。

1

-

冷温水無し

永久磁石(IPM)モータ

Δt=8℃以上10℃未満

ファン高効率（IE2）モータ

冷温水無し

該当するﾌﾞｰｽﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ無し

冷却塔無し

蒸気弁及びフランジ部が、どの程度断熱されているか。

地域冷暖房と同一

採用無し

散水ポンププレミアム効率（IE3）モータ

開放式回路あり

冷却塔無し

冷却塔ファン総電動機出力に対する割合

散水ポンプ総電動機出力に対する割合

空調用ポンプ総電動機出力に対する割合

空調用ポンプ無し

採用無し

Σ（Ｐ１×Ｋ１＋・・・＋Ｐ３×Ｋ３）

ただし、評価点及び点数Pは
小数点以下３位未満の数値
を四捨五入して得た数値で、
最高１点とする。

1

0.2

Δt=6℃未満

0.8

冷却塔ファン総電動機出力に対する割合

採用無し

採用無し

密閉式回路のみ

該当するﾌﾞｰｽﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟあり

空調機回り

採用無し

採用無し

冷却塔無し

高効率空調用ポンプの導入

大温度差送水システムの導入
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3a.8

3a.9

3a.10

30%以上70%未満に採用

3a.11

3a.12

3a.13

3a.14

3a.15

3a.16

3a.17

　　　　　年間蓄熱量実績が把握できている場合

評価点＝Σ（Ｐ１×Ｅ１＋・・・＋Ｐｎ×Ｅｎ）／Σ（Ｅ１＋・・・＋Ｅｎ）　・・・（式４）

空調2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプが、空調2次ポンプ総電動機出力に対し
て、どの程度の割合で導入されているか。

5%以上30%未満に採用

-

0.5

1

蓄熱システムの型式ごとの蓄熱量
実績又は蓄熱量

-

40%以上80%未満に採用

式４又は式５による。

0.8

空調1次ポンプ無し

空調2次ポンプ無し

5%以上30%未満に採用

80%以上に採用

5%未満に採用又は採用無し

1

0

95%以上に採用

0.5

0

-

95%以上に採用

0.5

0.8

1

0

70%以上95%未満に採用

熱交換器無し

40%未満に採用又は採用無し

0.5

0

0.2

0.5

-

1

30%以上70%未満に採用

5%以上30%未満に採用

70%以上95%未満に採用

採用無し

空調2次ポンプ無し

0.2

0

-

0.5

0.2

0.8

1

0

0.8

-

0.5

0.2

0

0

95%以上に採用

30%以上70%未満に採用

0.2

0.8

-

70%以上95%未満に採用

熱源機器無し

採用無し

熱源機器無し

0

-

1

-

0.8

-

1

5%未満に採用又は採用無し

空調2次ポンプ無し

95%以上に採用

5%未満に採用又は採用無し

0.2

1

0

1

30%以上70%未満に採用

蒸気無し

70%以上95%未満に採用

冷却水ポンプ変流量制御の導入

熱源機器出口設定温度の遠方制御の導入

空調2次ポンプの台数制御及びインバータによる変流量制御が、空調2次ポンプ総電動機出
力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

空調2次ポンプ変流量制御の導入

冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御の導入

空調2次ポンプの末端差圧制御の導入

空調2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプ
の導入

熱交換器の断熱が、熱交換器全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

熱源の台数制御が導入されているか。

空調1次ポンプ変流量制御の導入

熱交換器の断熱

冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御が、冷却塔ファン総電動機出力に対して、どの程
度の割合で導入されているか。

空調2次ポンプの末端差圧制御等が、空調2次ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割
合で導入されているか。

5%以上30%未満に採用

採用熱源機器出口設定温度の遠方制御が導入されているか。

5%未満に採用又は採用無し

95%以上に採用

5%以上30%未満に採用

70%以上95%未満に採用

30%以上70%未満に採用

冷却水ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御が、冷却水ポンプ総電動機出力
に対して、どの程度の割合で導入されているか。

30%以上70%未満に採用

冷却水ポンプ無し

5%未満に採用又は採用無し

採用無し

冷却塔無し

空調1次ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御が、空調1次ポンプ総電動機出
力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

5%未満に採用又は採用無し

蓄熱システムがどの程度導入されているか。

95%以上に採用

70%以上95%未満に採用

5%以上30%未満に採用

採用

蓄熱システムの導入

熱源の台数制御の導入
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　　　　　年間蓄熱量実績が把握できていない場合

評価点＝Σ（Ｐ１×Ｑ１＋・・・＋Ｐｎ×Ｑｎ）／Σ（Ｑ１＋・・・＋Ｑｎ）　・・・（式５）

Ｅ１～ｎ　蓄熱システムの型式１～ｎごとの年間蓄熱量実績（単位　ｷﾞｶﾞｼﾞｭｰﾙ/年）

Ｑ１～ｎ　蓄熱システムの型式１～ｎごとの蓄熱量（単位　メガジュール）

表4.1　蓄熱システムの点数

点数

1

1

1

1

0.3

0.3

0.3

0.3

0.05

0.05

0.05

3a.18

　　　　　年間発電量実績が把握できている場合

評価点＝Σ（Ｐ１×Ｑ１＋・・・＋Ｐｎ×Ｑｎ）／Σ（Ｑ１＋・・・＋Ｑｎ）　・・・（式６）

　　　　　年間発電量実績が把握できていない場合

評価点＝Σ（Ｐ１×Ｇ１×Ｎ１＋・・・＋Ｐｎ×Ｇｎ×Ｎｎ）

　　／Σ（Ｇ１×Ｎ１＋・・・＋Ｇｎ×Ｎｎ）　・・・（式７）

Ｐ＝１－（ηH－η）／（ηH－ηL）

燃料電池の場合　Ｐ＝１．０

ただし、年間平均総合効率の数値が94を超えるものに限る。

ηT＝（2.4×ηE＋ηEH）＞94

Ｑ１～ｎ　コージェネ機種１～ｎごとの年間発電量実績（単位　メガワット時/年）

Ｇ１～ｎ　コージェネ機種１～ｎごとの発電容量（単位　キロワット）

Ｎ１～ｎ　コージェネ機種１～ｎごとの台数

Ｋ　エネルギー消費量の換算係数で表3.5に定める数値

ＫＬ　高位発熱量に対する低位発熱量の換算係数で表5.2に定める数値

η　対象となるコージェネ機器の定格発電効率

ηH　コージェネ機種ごとの最高効率で表5.1の最高欄に掲げる数値

ηＬ　コージェネ機種ごとの最低効率で表5.1の最低欄に掲げる数値

ηT　年間平均総合効率

式６又は式７による。

ディーゼルエンジンの場合　Ｐ＝０．０

氷蓄熱（ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ型）

潜熱蓄熱

Ｐ１～ｎ　蓄熱システムの型式１～ｎごとの点数で表4.1の点数の欄に掲げる数値

これらの式において、Ｐ１～ｎ、Ｅ１～ｎ、Ｑ１～ｎは、それぞれ次の数値を

表すものとする。

冷水蓄熱槽（混合槽型）

冷温水蓄熱槽（温度成層型）

型式

冷水蓄熱槽（温度成層型）

コージェネレーション機種ごとの
発電効率と年間発電量実績

η＝（３．６×Ｇ）／（Ｋ×ＫＬ×Ｅ）

氷蓄熱（カプセル型）

冷温水蓄熱槽（混合槽型）

Ｅ１～ｎ　コージェネ機種１～ｎごとの定格ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（単位　ﾒｶﾞｼﾞｭｰﾙ／ｈ）

　　　　　（燃料の定格ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量は高位発熱量とし、定格ガス消費量は、
　　　　　　納入時の高位発熱量で熱量に換算する）

高効率コージェネレーションの導入

氷蓄熱（内融型）

Ｐ１～ｎ　コージェネ機種１～ｎごとの点数

　　　　　（小数点以下３位未満の数値を四捨五入して得た数値で、
　　　　　最高１点、最低０点とする。）

これらの式において、Ｐ１～ｎ、Ｑ１～ｎ、Ｇ１～ｎ、Ｎ１～ｎ、Ｅ１～ｎ、η、ηH、

ηLは、それぞれ次の数値を表すものとする。

躯体蓄熱

高効率コージェネレーションが、全てのコージェネレーションに対して、どの程度導入されてい
るか。

氷蓄熱（外融型）

氷蓄熱（氷蓄熱ﾕﾆｯﾄ）
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ηE　年間平均発電効率

ηEH　年間平均排熱利用率

表5.1　高効率コージェネレーションの水準

定格発電効率

最高 水準 最低

ガスタービン － 40% 23% 20%

ガスエンジン 33% 30% 28%

35% 34% 28%

42% 37% 29%

42% 40% 29%

49% 46% 32%

表5.2　高位発熱量に対する低位発熱量の換算係数

ガス

LPG

A重油

灯油

3a.19

3a.20

3a.22

3a.23

3a.24

3a.25

3a.26

b. 空調・換気設備 3b.1

Ｐ１ 0.6

0

-

Ｐ２ 0.54

0

-

0.530%以上70%未満に採用

95%以上に採用

1

0.2

1

空調機ファン総電動機出力に対する割合

0.8

採用無し

0.8

1

0

1採用

0.530%以上70%未満に採用

採用無し

0.2

0

1

採用

Σ（Ｐ１×Ｋ１＋・・・＋Ｐ７×Ｋ７）

ただし、評価点及び点数Pは
小数点以下３位未満の数値
を四捨五入して得た数値で、
最高１点とする。

採用無し

0

1

0

1

0

5%以上30%未満に採用

採用

0

0

採用無し

冷却塔ファンインバータ制御の導入

配管摩擦低減剤（DR剤）が導入されているか。

5%未満に採用又は採用無し

採用無し

5%未満に採用又は採用無し

2,000kW以下

0.92

コージェネ機種

100kW以下

空調機無し

発電容量

5%以上30%未満に採用

採用

空調機ファン総電動機出力に対する割合

空調機無し

エネルギー種別

中温冷水利用システムが、主たる熱源システムの一部に導入されているか。

95%以上に採用

高効率空調機が、空調機ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されている
か。

中温冷水利用システムの導入

フリークーリングシステムの導入

プラグファン

複数の建物間で相互に熱を融通し、地区全体のエネルギー消費量を削減するエネルギーの
面的利用が導入されているか。

500kW以下

2,000kW超

0.94

冷却塔ファンのインバータ制御が、冷却塔ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で
導入されているか。

高効率空調機の導入

ダブルプラグファン

採用

空調2次ポンプの送水圧力設定制御の導入

統合熱源制御システムの導入

エネルギーの面的利用の導入

300kW以下

70%以上95%未満に採用

熱源機器、冷却塔及びポンプ等をシステムとして最も高効率に制御する統合熱源制御システ
ムが導入されているか。

有効に機能するフリークーリングシステムが導入されているか。

0.90

採用無し

空調2次ポンプの送水圧力設定制御が、空調2次ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の
割合で導入されているか。

低位発熱量／高位発熱量

配管摩擦低減剤（DR剤）の導入

70%以上95%未満に採用

採用無し

0.94
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Ｐ３ 0.16

0

-

Ｐ４ 0.3

0

-

Ｐ５ 0.23

0

-

Ｐ６ 0.11

0

-

Ｐ７ 0.16

0

-

3b.2

高効率機器は、表6.1に定める水準以上の機器とする。

表6.1　高効率パッケージ形空調機の水準

※　ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機の定格COPには消費電力を含めない。

Ｐ１ 0.5

0

-

Ｐ２ 0.5

0

-

Ｐ３ 0.15

0

-

Ｐ４ 0.15

0

-

Ｐ５ 0.5

0

-

Ｐ６ 0.1

0

-

1 0.3

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し

空調機ファン総電動機出力に対する割合

採用無し

パッケージ形空調機総冷却能力に対する割合

採用無し

空調機無し

採用無し

採用無し

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し

パッケージ形空調機総冷却能力に対する割合

空調機無し

空調機ファン総電動機出力に対する割合

空調機ファン総電動機出力に対する割合

空調機無し

採用無し

空調機無し

パッケージ形空調機総冷却能力に対する割合

パッケージ形空調機総冷却能力に対する割合

空調機ファン総電動機出力に対する割合

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し

Σ（Ｐ１×Ｋ１＋・・・＋Ｐ９×Ｋ９）

ただし、評価点及び点数Pは
小数点以下３位未満の数値
を四捨五入して得た数値で、
最高１点とする。

0m以上30m未満

採用無し

採用無し

高効率パッケージ形空調機の導入

高効率（IE2）モータ

ただし、2012年度以前に設置した設備の高効率機器の評価は、インバータ制
御機器と高効率冷媒（R410A）で評価してもよい。

冷暖房平均COP

高効率パッケージ形空調機が、パッケージ形空調機総冷却能力に対して、どの程度の割合
で導入されているか。

プレミアム効率（IE3）モータ

4.4

空調機ファン総電動機出力に対する割合

冷媒配管の長さは、冷房能力で加重平均した長さから20mを減じた長さとする。

採用無し

　　電算室用パッケージ形空気調和機は、冷房時の定格COPとする。

2.3－

1.6

モータ直結形ファン

高効率冷媒（R410A）

高効率機器

設置方法

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し

通年エネルギー消費効率 APF

インバータ制御機器

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機

冷媒蒸発温度自動変更機能

採用無し

採用無し

電算室用パッケージ形空気調和機

冷暖房平均COP

空調機無し

楕円管熱交換器

採用無し

冷媒配管の長さ（片道）

通年エネルギー
消費効率 APF

GHP+EHP一体型空調システム

パッケージ形空調機総冷却能力に対する割合

ECモータ・永久磁石(IPM)モータ

種別

パッケージ形空調機総冷却能力に対する割合

3.5電気式パッケージ形空気調和機

1.3
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0.8

0.5

0.2

0

-

Ｐ８ 0.1

0

-

Ｐ９ 0.1

0

-

3b.3

Ｐ１ 0.6

0

-

Ｐ２ 1

0

-

Ｐ３ 0.7

0

-

Ｐ４ 0.5

0

-

3b.4

3b.5

3b.6

3b.7

3b.8

1

0.5

1

05%未満に採用又は採用無し

Σ（Ｐ１×Ｋ１＋・・・＋Ｐ４×Ｋ４）

ただし、評価点及び点数Pは
小数点以下３位未満の数値
を四捨五入して得た数値で、
最高１点とする。

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し

採用無し

-

0.8

1

ファン総電動機出力に対する割合

採用無し

ファン総電動機出力に対する割合

30%以上70%未満に採用

採用無し

0.2

0.5

パッケージ形空調機総冷却能力に対する割合

-

採用無し

30m以上60m未満

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機械室無し

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し

120m以上

90m以上120m未満

パッケージ形空調機総冷却能力に対する割合

空調機の変風量システムの導入

情報通信施設の電算室で、冷気と暖気が混合しないようなルーム設備又はラック設備が、全
ラック台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

電算室の冷気と暖気が混合しない設備の導入

室内温度又は還気温度で空調機ファンのインバータを制御する変風量システムが、空調機
ファン総電動機出力（外調機、エレベーター機械室及び電気室を除く。）に対して、どの程度
の割合で導入されているか。

0.2

30%以上70%未満に採用

5%未満に採用又は採用無し

情報通信施設無し

屋外機のショートサーキット無し

0.8

40%未満に採用又は採用無し

60m以上90m未満

5%以上30%未満に採用

ファン無し

0.5

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し

95%以上に採用

70%以上95%未満に採用

採用無し

ファン総電動機出力に対する割合

ファン総電動機出力に対する割合

80%以上に採用

エレベーター機械室の温度制御の導入

ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入

プレミアム効率（IE3）モータ

95%以上に採用

70%以上95%未満に採用

5%以上30%未満に採用

高効率ファンが、ファン（空調機内に設置されているものを除く。）総電動機出力に対して、ど
の程度の割合で導入されているか。

ECモータ・永久磁石(IPM)モータ

ファン無し

電気室の温度制御が、全電気室数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

屋外機の散水システム

採用無し

ファン無し

高効率ファンの導入

エレベーター機械室の温度制御が、全エレベーター機械室数に対して、どの程度の割合で
導入されているか。

モータ直結形ファン

0.5

70%以上に採用

0.2

ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入が、空調用総外気導入量（24時間空調部分を除
く。）に対して、どの程度の割合で導入されているか。

40%以上80%未満に採用

1

0

30%以上70%未満に採用

0.5

5%未満(100㎡以上)に採用

-

0

電気室無し

0.8

40%未満に採用又は採用無し

1

電気室の温度制御の導入

高効率（IE2）モータ

5%以上30%未満に採用

-

0

80%以上に採用

対象設備無し

ファン無し

40%以上80%未満に採用
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3b.9

3b.10

3b.11

3b.12

3b.13

3b.14

3b.15

3b.16

3b.17

空調温度制御の不感帯の設定

空調のセキュリティー連動制御の導入

CO2濃度による外気量制御が、空調用総外気導入量（厨房用を除く。）に対して、どの程度の
割合で導入されているか。

ファンコイルユニットの比例制御が、ファンコイルユニット総冷却能力に対して、どの程度の割
合で導入されているか。

外気冷房システムの導入

空調のセキュリティー連動制御が、主たる事務室、廊下、便所及び宿泊施設の客室の床面積
に対して、どの程度の割合で導入されているか。

CO2濃度による外気量制御の導入

ファンコイルユニットの比例制御の導入

空調機の気化式加湿器の導入

非使用室の空調発停制御の導入

空調の最適起動制御の導入

空調機の気化式加湿器が、空調用総外気導入量（厨房用を除く。）に対して、どの程度の割
合で導入されているか。

主たる居室に対する空調温度制御の不感帯（ゼロエナジーバンド制御等）が、設定値に対し
てどの程度に設定されているか。

空調の最適起動制御が、全空調機台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

VAV、CAV等による非使用室の空調発停制御が、空調時間帯が異なる複数の室が同一空調
系統になっている部分の総床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。

外気冷房システムが、主たる居室の床面積（冬季及び中間期に冷房が無い室を除く。）に対
して、どの程度の割合で導入されているか。

0

95%以上に採用

0.5

0.2

0.5

0.8

1

1

0

-

0.5

5%未満に採用又は採用無し

-

0.8

対象設備無し

70%以上95%未満に採用

0.5

空調機無し

5%未満に採用又は採用無し

-

5%以上30%未満に採用

5%未満に採用又は採用無し

-

5%未満に採用又は採用無し

40%以上80%未満に採用

40%未満に採用又は採用無し

5%以上30%未満に採用

80%以上に採用

1

-

0

1

0.8

0.2

30%以上70%未満に採用

±1℃以上

対象設備無し

95%以上に採用

冬季・中間期冷房無し

5%以上30%未満に採用

20%未満に採用又は採用無し 0

-

-

95%以上に採用

5%以上30%未満に採用

95%以上に採用

20%以上50%未満に採用

大空間無し

0

0.8

0.2

大空間の居住域空調又は局所空調システムが、大空間の総床面積に対して、どの程度の割
合で導入されているか。

空調機無し

50%以上に採用

0.5

-

-

1

5%以上30%未満に採用

5%以上30%未満に採用

95%以上に採用

5%未満に採用又は採用無し

0

0.5

30%以上70%未満に採用

0.5

70%以上95%未満に採用

30%以上70%未満に採用

0.2

1

1

0.8

0

大空間の居住域空調又は局所空調システムの導
入

30%以上70%未満に採用

全て24時間空調

70%以上95%未満に採用

0.8

±3℃以上

30%以上70%未満に採用

70%以上95%未満に採用

5%未満に採用又は採用無し

70%以上95%未満に採用

±2℃以上

0

1

対象用途部分無し

0

±0.5℃以上

30%以上70%未満に採用

95%以上に採用

0.2

0.5

0

±0℃

0.8

1

0.2

0.5

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ無し

70%以上95%未満に採用

0.2

5%未満に採用又は採用無し
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3b.18

3b.19

3b.20

3b.21

3b.22

5%未満に採用又は採用無し

3b.23

3b.24

3b.25

3b.26

3b.27

3b.28

3b.29

1

0.8

0

5%未満に採用又は採用無し

30%以上70%未満に採用

30%以上70%未満に採用 0.8

0.5

0.2

1

0

0

置換換気システムの導入

熱源機械室等の燃焼空気が必要な室の全てに、ファンの燃焼機器等連動停止制御が導入さ
れているか。

大温度差送風空調システムの導入

床吹出空調システムの導入

熱源機械室ファンの燃焼機器等連動停止制御の
導入

駐車場ファンのCO又はCO2濃度制御の導入

低温送風による大温度差送風空調システムが、空調機ファン総電動機出力（外調機、エレ
ベーター機械室及び電気室を除く。）に対して、どの程度の割合で導入されているか。

デシカント空調システムの導入

床吹出空調システムが、主たる事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されている
か。

駐車場ファンのCO又はCO2濃度による発停制御、台数制御又はインバータ制御が、自走式
駐車場ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

電算室の局所冷房設備の導入

潜熱・顕熱分離方式省エネ空調システムの導入

冷却除湿再熱方式以外の除湿システムの導入

ハイブリッド空調システム（自然換気と空調機器による併用）が、主たる居室の床面積に対し
て、どの程度の割合で導入されているか。

置換換気システムが導入されているか。

一般的に除湿システムが導入されている美術館及び博物館の展示室、100㎡以上の宴会
場、劇場の客席等の居室に、冷却除湿再熱方式以外の除湿システムが導入されているか。

デシカント空調システムが、空調用総外気導入量（厨房用を除く。）に対して、どの程度の割
合で導入されているか。

放射冷暖房空調システムの導入

全熱交換器の導入

情報通信施設の電算室で、高発熱領域に対する局所冷房設備が、全ラック台数に対して、ど
の程度の割合で導入されているか。

ハイブリッド空調システムの導入

潜熱・顕熱分離方式省エネ空調システムが、主たる居室の床面積に対して、どの程度の割合
で導入されているか。 70%以上95%未満に採用

30%以上70%未満に採用

5%以上30%未満に採用

5%以上30%未満に採用

30%以上70%未満に採用

駐車場換気無し

95%以上に採用

95%以上に採用

5%以上30%未満に採用

採用

70%以上95%未満に採用

放射冷暖房空調システムが、主たる居室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されてい
るか。

全熱交換器が、空調用総外気導入量（厨房用を除く。）に対して、どの程度の割合で導入さ
れているか。

70%以上95%未満に採用

95%以上に採用

95%以上に採用

0.8

1

0.8

0

30%以上70%未満に採用

70%以上95%未満に採用

1

0.2

0

30%以上70%未満に採用

70%以上95%未満に採用

1

5%未満に採用又は採用無し

0.2

0.5

採用無し

0

1

70%以上95%未満に採用

5%未満に採用又は採用無し

1

-

1

燃焼機器無し

5%以上30%未満に採用

0.8

5%以上30%未満に採用

0.8

95%以上に採用

30%以上70%未満に採用

0.8

5%未満に採用又は採用無し

30%以上70%未満に採用

採用無し

5%以上30%未満に採用

0

採用

0.5

0.5

1

5%以上30%未満に採用 0.2

0.5

0

1

0.5

0.2

30%以上70%未満に採用

5%未満に採用又は採用無し

5%未満に採用又は採用無し

0.2

0.5

70%以上95%未満に採用

5%以上30%未満に採用

採用又は除湿ｼｽﾃﾑ無し

対象空調系統無し

0.2

0.8

-

0

70%以上に採用

95%以上に採用

95%以上に採用

70%以上95%未満に採用

5%未満に採用又は採用無し

0

0.5

1

0.2

95%以上に採用

-

0

0.8

1

採用無し
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3b.30

3b.31

3b.32

3b.33

3b.34

3b.35

3b.36

3b.37

c. 照明・電気設備 3c.1

評価点＝Σ（Ｐ１×Ａ１＋・・・＋Ｐｎ×Ａｎ）／Σ（Ａ１＋・・・＋Ａｎ）　・・・（式８）

Ｐ＝｛１－（Ｅ－ＥH）／（ＥL－ＥH）｝×K

Ｅ＜ＥH の場合又は屋内競技場、屋外競技場、屋外の場合は、Ｐ＝K

Ｅ　対象となる室用途の床面積当たりの照明消費電力（単位　ワット/㎡）

0

1

0.2

0.8

0.5

20%未満に採用又は採用無し

70%以上に採用

30%以上70%未満に採用

30%以上70%未満に採用

0

0.5

式８による。

0.5

0

0.8

採用無し

湯沸室に採用

95%以上に採用

30%以上70%未満に採用

50%以上に採用

便所に採用

5%未満に採用

採用無し

主たる室用途ごとの床面積当たり
の照明消費電力と主たるランプ種
類

採用無し

5%未満に採用又は採用無し

0.8

0

0.2

0.2

0.5

0.5

1

0.8

0

1

0.2

0

厨房外調機の換気モード切換制御の導入

高効率厨房換気システム（置換換気、給排気形フード又は厨房排気の変風量制御）が、全厨
房箇所数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

ＥH　対象となる室用途の床面積当たりの照明消費電力で表7.2の

　　　最高の欄に掲げる数値（単位　ワット/㎡）

厨房排気から熱回収を行い、厨房用外調機の予熱に利用するシステムが導入されているか。

高効率照明器具の導入 高効率照明器具が、主たる室の全ての照明器具に対して、どの程度導入されているか。

Ａ１～ｎ　対象となる室用途１～ｎごとの主たる室の概略床面積比率

　　　　（屋外は、熱供給施設が0％、それ以外は2%とする。）

（評価点が０点、又は対象となる室用途１～ｎごとの最も消費電力の大きいラン
プ種類のＫの最大値が0.9未満の場合は、トップレベル事業所の必須要件を満
足しない。）

　　　　（小数点以下３位未満の数値を四捨五入して得た数値で、
　　　　　最高１点、最低０点とする。）

厨房外調機・ファンの風量モード切換制御の導入

人感センサーによる換気制御の導入

空調機の間欠運転制御が、空調機ファン総電動機出力（外調機、エレベーター機械室及び
電気室を除く。）に対して、どの程度の割合で導入されているか。

厨房外調機・ファンの風量モード切換制御が、厨房総外気導入量に対して、どの程度の割合
で導入されているか。

厨房外調機の換気モード切換制御が、厨房総外気導入量に対して、どの程度の割合で導入
されているか。

気流感創出ファン・サーキュレーションファンの導
入

主たる事務室に気流感創出ファン等、又は大空間にサーキュレーションファンが導入されて
いるか。

ファンの手動調整用インバータの導入

空調機の間欠運転制御の導入

厨房排気の熱回収システムの導入

高効率厨房換気システムの導入

人感センサーによる換気制御が、主たる便所及び湯沸室に対して、どの程度導入されている
か。

Ｐ１～ｎ　対象となる室用途１～ｎごとの点数

　　　　（小数点以下３位未満の数値を四捨五入して得た数値で、
　　　　　最高１点、最低０点とする。）

ファンの手動調整用インバータが、ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入さ
れているか。

これらの式において、Ｐ１～ｎ、Ａ１～ｎ、Ｅ、ＥH、ＥL、Ｋは、それぞれ次

の数値を表すものとする。

5%未満に採用又は採用無し

5%以上30%未満に採用

70%以上95%未満に採用

0.5

0.2

5%以上30%未満に採用

5%以上30%未満に採用

20%以上50%未満に採用

5%未満(100㎡以上)に採用

70%以上95%未満に採用

採用

5%以上30%未満に採用

1

1

5%未満に採用又は採用無し

便所及び湯沸室に採用

採用無し

採用

70%以上に採用

5%以上30%未満に採用 0.5

1

0

採用無し

1

0

1

0

5%未満に採用

0.8

95%以上に採用

30%以上70%未満に採用
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表7.1　主たるランプ種類の水準

主たるランプ種類 係数

直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） 0.9

直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL 0.7

直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL 0.5

ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） 0.9

ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR 0.7

ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL 0.5

ハロゲン電球 0.1

クリプトン電球 0.1

白熱電球 0

ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ 0.9

メタルハライドランプ 0.8

高圧ナトリウムランプ 0.9

高圧水銀ランプ 0

LED 0.9

高効率LED 1

表7.2　主たる室用途毎の床面積当たりの照明消費電力の水準

消費電力[W/㎡]

最高 最低

共通 エントランスホール 5 18

廊下 2 6

便所 4 12

倉庫 1 4

駐車場 1 4

事務室 6 22

会議室 4 17

電算室 4 17

商業施設 物販店舗 8 27

飲食店舗客席 5 12

飲食店舗厨房 7 17

店舗通路 3 6

宿泊施設 ホテルロビー 4 12

客室 2 6

客室廊下 2 6

宴会場 4 12

教育施設 教室 3 12

大教室 3 12

研究室 4 17

体育館 4 15

医療施設 病室 2 6

診察室 4 17

文化施設 会議場 8 30

ロビー・ホワイエ 4 12

楽屋 3 13

K　主たるランプ種類ごとの係数で表7.1の係数の欄に掲げる数値

用途 主たる室用途

ＥL　対象となる室用途の床面積当たりの照明消費電力で表7.2の

　　　最低の欄に掲げる数値（単位　ワット/㎡）

　　対象となる室用途に種類の異なるランプが混在する場合は、消
　　費電力により加重平均した平均係数とする。
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物流施設 物流倉庫 3 8

その他 屋内競技場 － －

屋外競技場 － －

屋外 － －

3c.2

3c.3

3c.4

3c.5

Ｐ１ 1

0

-

Ｐ２ 0.9

0

-

Ｐ３ 0.8

0

-

3c.7

3c.8

3c.9

1 0.1

0.5

0

1 0.4

0.5

0

1 0.5

0.5

1

-

1

0.5

0.8

40%未満に採用又は採用無し

対象変圧器無し

1

0

0.5

0.5

95%以上に採用

80%以上に採用

40%未満に採用又は採用無し

5%以上30%未満に採用

対象変圧器無し

0.8

0.2

0.2

照明のゾーニング制御の導入

照明の初期照度補正制御の導入 照明の初期照度補正制御が、主たる事務室・教室の床面積に対して、どの程度の割合で導
入されているか。

高効率変圧器の導入 高効率変圧器が、600Vを超え7,000V以下の総変圧器容量に対して、どの程度の割合で導
入されているか。

照明の点滅区分の細分化と、主たる廊下、エントランスホール、駐車場等の間引きによるゾー
ニング制御がどの程度導入されているか。

対象変圧器無し

総変圧器容量に対する割合

高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入

照明の人感センサーによる在室・在席検知制御が、主たる廊下、階段室、便所又は湯沸室の
床面積に対して、どの程度導入されているか。

高効率UPSの導入

照明の昼光利用照明制御の導入

情報通信施設のUPSで、変換効率90%以上の高効率UPSが、UPS総容量に対して、どの程度
の割合で導入されているか。

主たる廊下 80%以上に採用

主たる便所

照明の人感センサーによる在室検知制御の導入

主たる階段室

80%以上に採用

照明の昼光利用照明制御が、主たる事務室・教室の床面積に対して、どの程度の割合で導
入されているか。

トップランナー変圧器

40%未満に採用又は採用無し

40%以上80%未満に採用

廊下及び駐車場の間引き

30%以上70%未満に採用

5%未満に採用又は採用無し

採用無し

情報通信施設無し

40%以上80%未満に採用

総変圧器容量に対する割合

30%以上70%未満に採用

廊下のみの間引き

トップランナー変圧器2014

80%以上に採用

超高効率変圧器

高輝度型誘導灯又は蓄光型誘導灯が、誘導灯総器具数に対して、どの程度の割合で導入さ
れているか。

40%以上80%未満に採用

採用無し

70%以上95%未満に採用

駐車場のみの間引き

80%以上に採用

40%未満に採用又は採用無し 0

95%以上に採用

0

70%以上95%未満に採用

Σ（Ｐ１×Ｋ１＋・・・＋Ｐ４×Ｋ４）

ただし、最高１点とする。

1

0.5

40%以上80%未満に採用

5%以上30%未満に採用

0.2

採用無し

-

1

0.5

0

細分化のみ

採用無し

総変圧器容量に対する割合

Σ（Ｐ１×Ｋ１＋・・・＋Ｐ３×Ｋ３）

ただし、評価点及び点数Pは
小数点以下３位未満の数値
を四捨五入して得た数値で、
最高１点とする。

5%未満に採用又は採用無し

0

0.8

40%以上80%未満に採用

事務室又は教室の窓無し
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0

1 0.1

0.5

0

3c.10

3c.11

3c.12

3c.13

3c.14

3c.15

3c.16

3c.17

3c.18

d. 給排水・給湯設備 3d.1

係数Ｋ１＝ＥＰ／（ＥＰ＋ＥＧ）　・・・（式９）

これらの式において、ＥＰ、ＥＧは、それぞれ次の数値を表すものとする。

ＥＰ　加圧給水ポンプユニット総電動機出力

ＥＧ　揚水ポンプ総電動機出力

Ｐ１ 式９による

0

-

Ｐ２ 1

0

-

Ｐ３ 0.9

0

-

Ｐ４ 0.8

1

給水ポンプ総電動機出力に対する割合

0

採用

採用

居室に採用

事務室及び廊下等の器具ｽｲｯﾁ 1

1

採用無し

0.8

0

5%以上30%未満に採用

0

1

1

0.8

0.5

0

1

0

0.8

1

0.5

0

0.2

給水ポンプ総電動機出力に対する割合

湯沸室の室ｽｲｯﾁ

誘導灯の消灯制御の導入

80%以上に採用

照明器具ごとのスイッチ等による照明の局所制御が、主たる事務室、廊下、便所又は湯沸室
に対して、どの程度導入されているか。

照明の明るさ感知による自動点滅制御が、窓のある主たるエントランスホール、廊下、便所等
に導入されているか。

照明のセキュリティー連動制御が、主たる事務室、廊下、便所及び宿泊施設の客室の床面積
に対して、どの程度の割合で導入されているか。

照明の明るさ感知による自動点滅制御の導入

永久磁石(IPM)モータ

照明のタイムスケジュール制御の導入

40%未満に採用又は採用無し

照明の局所制御の導入

タスク＆アンビエント照明システムが、主たる事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導
入されているか。

推定末端圧一定ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御ﾎﾟﾝﾌﾟ
ﾕﾆｯﾄ

高効率給水ポンプが、加圧給水ポンプユニット総電動機出力又は給水ポンプ総電動機出力
に対して、どの程度の割合で導入されているか。

事務室のセンサーによる照明制御単位の細分化

高効率給電設備の導入

高効率給水ポンプの導入

主たる事務室のセンサーによる照明制御単位の細分化が、主たる事務室に導入されている
か。

デマンド制御システムの導入

タスク＆アンビエント照明システムの導入

共用部に採用

採用無し

加圧給水ポンプユニット総電動機出力に対する割合

70%以上に採用

事務室又は廊下等の器具ｽｲｯﾁ

採用

給水ポンプ総電動機出力に対する割合

給水ポンプユニット無し

採用無し

プレミアム効率（IE3）モータ

照明のセキュリティー連動制御の導入

便所の室ｽｲｯﾁ

主たる湯沸室

デマンド制御システムが導入されているか。

40%以上80%未満に採用

居室及び共用部に採用照明のタイムスケジュール制御が、主たる居室、廊下等の共用部に対して、どの程度導入さ
れているか。

5%未満に採用又は採用無し

対象用途部分無し

30%以上70%未満に採用

95%以上に採用

70%以上95%未満に採用

30%以上70%未満に採用

採用無し

5%未満に採用又は採用無し

採用無し

採用無し

5%以上30%未満に採用

40%未満に採用又は採用無し

0.5

0.2

-

給水ポンプ無し

採用無し

0.5

0

採用無し

0

採用

給水ポンプ無し

高効率（IE2）モータ

0.2

1

採用無し

5%未満(100㎡以上)に採用

採用

採用無し

1

誘導灯の消灯制御が導入されているか。

200V仕様のある動力設備又は主たる情報通信機器に対して、400V配電方式又は直流配電
方式が導入されているか。

0.8

0

Σ（Ｐ１×Ｋ１＋・・・＋Ｐ４×Ｋ４）

ただし、評価点及び点数Pは
小数点以下３位未満の数値
を四捨五入して得た数値で、
最高１点とする。
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0

-

3d.2

3d.4

3d.6

3d.7

3d.8

3d.9

3d.10

3d.11

e. 昇降機設備 3e.1

3e.2

3e.3

3e.4

3e.5

95%以上に採用

20%未満に採用又は採用無し

0

0.5

30%以上70%未満に採用

0.8

0

1

0.5

1

1

0

エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時
停止制御の導入

エレベーターの群管理制御の導入

エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時停止制御が、全エレベーター台数に対し
て、どの程度の割合で導入されているか。

大便器の節水器具の導入

便所洗面・湯沸室への局所給湯システムの導入

高効率給湯ヒートポンプユニットの導入

エレベーターの電力回生制御の導入

エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式の
導入

潜熱回収給湯器の導入

自然冷媒ヒートポンプ給湯器が、貯湯容量300ℓ以上の電気給湯器全台数に対して、どの程
度の割合で導入されているか。

40%未満に採用又は採用無し

70%以上95%未満に採用

エスカレーターの自動運転方式又は微速運転方
式の導入

エスカレーターの自動運転方式又は微速運転方式が、エスカレーター総電動機出力に対し
て、どの程度の割合で導入されているか。

採用無し

洗面器の自動水栓の導入

対象外の用途

40%未満に採用又は採用無し

5%未満に採用又は採用無し

0.8

0.5

0

5%以上30%未満に採用

5%未満に採用又は採用無し

70%以上95%未満に採用

70%以上95%未満に採用

0.2

30%以上70%未満に採用

30%以上70%未満に採用

40%以上80%未満に採用

採用無し

0.5

1

1

0

0

-

0

0

-

20%以上50%未満に採用

95%以上に採用

水道本管圧力利用システムの導入

エレベーターの電力回生制御が、エレベーター総電動機出力に対して、どの程度の割合で
導入されているか。

5%以上30%未満に採用

1

0.5

主たる便所の洗面器及び湯沸室の雑湯用に、局所給湯システムが導入されているか。

0.8

0.8

エレベーターの群管理制御が、複数台設置してある箇所のエレベーター総電動機出力に対
して、どの程度の割合で導入されているか。

定格COP3.0以上の高効率給湯ヒートポンプユニット（中央給湯方式の熱源機器に限る。）が、
中央給湯方式の総給湯加熱能力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

5%未満に採用又は採用無し

採用

1

対象エレベーター無し

採用

80%以上に採用

大便器の節水器具（10ℓ/回以下）又は超節水器具（6ℓ/回以下）が、主たる便所の大便器数
に対して、どの程度の割合で導入されているか。

1

-

0

95%以上に採用

0.2

70%以上95%未満に採用

1

80%以上に超節水器具を採用

20%以上50%未満に採用

30%以上70%未満に採用

5%以上30%未満に採用

30%以上70%未満に採用

エレベーター無し

50%以上に採用

1

70%以上95%未満に採用

採用無し

80%以上に採用

0.2

0

20%以上50%未満に採用

20%未満に採用又は採用無し

自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入

排水再利用システム等の導入

0.5

採用

5%未満に採用又は採用無し

0

0.5

0.5

潜熱回収給湯器が、ガス給湯器全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

-

0.8

エレベーター無し

1

95%以上に採用

5%以上30%未満に採用

雨水利用システム、空調ドレン利用システム、中水利用システム等の排水再利用システム、又
は再生水、工業用水、湧水等の雑用水利用システムが導入されているか。

給水方式に水道本管圧力利用システムが導入されているか。

採用無し

0.8

0.2

0.5

エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式（VVVF制御方式）が、エレベーター総電動機
出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

95%以上に採用

0.5

50%以上に採用

40%以上80%未満に採用

給水ポンプ無し

50%以上に採用

洗面器の自動水栓が、主たる便所の洗面器数に対して、どの程度の割合で導入されている
か。

0

1

20%未満に採用又は採用無し

1
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f. その他 3f.3

Ｐ１ 0.08

0

-

Ｐ２ 0.08

0

-

Ｐ３ 0.08

0

-

Ｐ４ 0.04

0

-

Ｐ５ 0.04

0

-

Ｐ６ 0.17

0

-

Ｐ７ 0.51

0

-

3f.4

1 0.43

0

1 0.11

0

1 0.08

0

1 0.04

0

1 0.18

0

1 0.06

0

1 0.06

0

1 0.06

0

1 0.29

0

3f.5

1 1

0採用無し

採用

採用無し

0

冷凍・冷蔵設備無し

0.2

Σ（Ｐ１×Ｋ１＋・・・＋Ｐ３×Ｋ３）

ただし、最高１点とする。

圧縮機総電動機出力に対する割合

Σ（Ｐ１×Ｋ１＋・・・＋Ｐ７×Ｋ７）

ただし、評価点及び点数Pは
小数点以下３位未満の数値
を四捨五入して得た数値で、
最高１点とする。

採用

採用無し

ただし、除外項目がある場合は、除外項目を除いた係数の合計が１となるよう
に、それぞれの係数を補正するものとする。

圧縮機インバータ制御

搬入口近接ｾﾝｻｰによる扉の自動
開閉化

圧縮機入口ガス管の断熱化

高効率冷凍・冷蔵設備の導入

冷凍設備圧縮機総電動機出力に対する割合

採用無し

5%未満に採用又は採用無し

採用

採用

冷凍・冷蔵設備無し

圧縮機総電動機出力に対する割合

圧縮機総電動機出力に対する割合

圧縮機総電動機出力に対する割合

採用無し

採用無し

採用

冷凍・冷蔵設備無し

採用無し

採用無し

5%以上30%未満に採用

高効率エアコンプレッサーが導入されているか。

圧縮機総電動機出力に対する割合

冷却器用ファンの台数制御

採用無し

前室の導入

冷凍・冷蔵設備無し

採用無し

高効率エアコンプレッサーの導入 Σ（Ｐ１×Ｋ１＋・・・＋Ｐ９×Ｋ９）

ただし、最高１点とする。

高効率冷凍・冷蔵設備が、冷凍・冷蔵設備の圧縮機総電動機出力に対して、どの程度の割
合で導入されているか。

圧縮機総電動機出力に対する割合

冷凍庫壁面の高断熱化

着霜制御（デフロスト）

採用無し

高効率（IE2）モータ

増風量制御方式

圧縮機・モータ直結構造

採用プレミアム効率（IE3）モータ

採用無し

高効率ブロワ・その他設備に係る高効率ポンプの
導入

採用無し

永久磁石(IPM)モータ

採用無し

採用

高効率ブロワ又はその他設備に係る高効率ポンプが導入されているか。

インバータ制御

採用

冷凍・冷蔵設備無し

採用

冷凍・冷蔵設備無し

採用

インバータ制御冷却ファン

永久磁石(IPM)モータ

採用無し

採用無し

２段圧縮方式

採用無し

複数台圧縮機制御

冷凍設備無し
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1 0.9

0

1 0.8

0

3f.6

1 0.2

0

1 0.13

0

1 0.27

0

1 0.13

0

1 0.27

0

3f.7

3f.8

3f.9

a. 熱源・熱搬送設備 1a.1

1a.2

1a.3

1a.4

1a.5

1a.6

1a.7

1a.8

1a.9

実施

0.80以上0.85未満

0.85以上0.90未満

採用

Ⅲ
 

事
業
所
及
び
設
備
の
運
用
に
関
す
る
事
項

基準空気比

1
.

運
用
管
理

実施無し

採用

採用無し

水冷冷凍機無し

採用無し

採用

0.5

0

1

0

0

-

0

0

1

0

Σ（Ｐ１×Ｋ１＋・・・＋Ｐ５×Ｋ５）

0.5

実施無し

0

1

-

1

蓄熱槽の管理

熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整

部分負荷時の熱源運転の適正化

採用

蒸気ボイラーの設定圧力の適正化

冷凍機の冷却水温度設定値の調整

燃焼機器の空気比の管理

ブロワ・その他設備に係るポンプのインバータ制御
の導入

ドラフトチャンバーの換気量可変制御システムの導
入

80%以上で実施

0.5

1

1実施

-

0

-

実施無し

採用無し

0.5

1

1

-

0.8

-

1

-

0

採用無し

50%以上に採用

0.5

採用

1

燃焼機器無し

蒸気ボイラー無し

採用無し

0

0

1

1

目標空気比

採用

基準空気比以上

20%未満に採用又は採用無し

採用無し

部分負荷時の熱負荷に応じた空調用ポンプ運転の適正化が、空調2次ポンプ群及び冷却水
ポンプ群全系統数に対して、どの程度の割合で実施されているか。

熱源機器の効率向上のために、冷温水出口温度設定値が調整されているか。

熱のエネルギー効率の実績はどの程度か。

全ての蒸気ボイラーの設定圧力が二次側機器の必要圧力に対して適正に調整されている
か。

0.80未満

40%未満で実施又は実施無し

空調用ポンプ無し

40%未満で実施又は実施無し

熱のエネルギー効率の実績

部分負荷時の空調用ポンプ運転の適正化

蒸気ボイラーの給水水質・ブロー量の管理

実施

実施無し

実施

0.90以上

40%以上80%未満で実施

実施

80%以上で実施

熱源機器無し

全ての冷凍機の冷却水温度設定値が、冷凍機の冷却水下限温度を目標に調整されている
か。

40%以上80%未満で実施

採用無し

送風機台数制御

厨房換気量を低減するために、電化厨房又は集中排気型ガス厨房が、床面積100㎡以上の
厨房に導入されているか。

送風機インバータ制御

省エネ型FFU 採用

採用

採用無し

採用無し

高効率厨房機器の導入

高効率クリーンルームの導入

プレミアム効率（IE3）モータ

高効率クリーンルームが導入されているか。

ローカルリターン方式

蓄熱槽の温度分布、蓄放熱時の温度プロフィール等が適正に管理されているか。

全ての蒸気ボイラーの給水水質及びブロー量が、ブロー率10%以下に管理されているか。

採用

装置冷却水の排熱利用

高効率（IE2）モータ

部分負荷時の熱負荷に応じた熱源機器運転の適正化が、熱源群全系統数に対して、どの程
度の割合で実施されているか。

蒸気ボイラー無し

熱源機器無し

ブロワ又はその他設備に係るポンプにインバータ制御が導入されているか。

20%以上50%未満に採用

ドラフトチャンバーのフード開口面積又は人検知センサーによる換気量可変制御システムが、
全ドラフトチャンバー台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

ボイラー、直焚吸収冷温水機等の全ての燃焼機器の空気比が、どの程度に管理されている
か。
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1a.10

1a.12

1a.13

1a.14

1a.15

1a.16

1a.17

1a.18

b. 空調・換気設備 1b.1

1b.2

1b.3

1b.4

0.5

0

0.2

0.5

実施

-

0

0.2

1

0.5

0

0.5

0.8

0.5

0.2

1

1

1

-

0

30%以上70%未満で実施

空調用ポンプ無し

1

実施無し

実施無し

実施

対象機器無し

5%未満で実施又は実施無し

実施無し

50%以上70%未満で実施

30%以上50%未満で実施

70%以上95%未満で実施

実施

実施無し

コージェネレーション無し

3時間以下

6時間超9時間以下

実施無し

蓄熱槽無し

-

0.8

0

0

70%以上95%未満で実施

1

1

-

0.8

0

0.8

CO2濃度・外気温湿度による外気取入量の調整

室使用開始時の空調起動時間の適正化

ファンの間欠運転の実施

居室の室内温度の適正化

空調開始時の熱源起動時間の適正化

熱源不要期間の熱源機器等停止

コージェネレーションの運転の適正化

インバータ制御系統のバルブの開度調整

空調停止時の熱源運転時間の短縮

1

0

1

-

1

0

-

1

24時間空調

5%以上30%未満で実施

対象機器無し

30%以上70%未満で実施

対象機器無し

実施無し

対象機器無し

-

0

0.8

-

実施

-

9時間超12時間以下

-

0.2

-

対象機器無し

1

0.2

0

0

95%以上で実施

実施無し

実施無し

実施ミキシングロス防止のために、冷温水切換用のバルブ閉止が確認されているか。ミキシングロス防止のためのバルブ開度の確認

熱源機器が空調停止時間前に停止されているか。 実施

空調2次ポンプ変流量制御のインバータ周波数下
限値の調整 10Hz超15Hz以下

空調2次ポンプ変流量制御のインバータ周波数下限値が、どの程度の周波数に調整されて
いるか。

再生可能エネルギー等熱利用システムのバック
アップ運転の適正化

15Hz超20Hz以下

20Hz超25Hz以下

10Hz以下

25Hz超又は把握できていない

5%以上30%未満で実施

外気負荷低減、外気冷房等のために、室内CO2濃度及び外気温湿度による外気取入量の
調整が、主たる居室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。

居室の実際の室内温度の適正化（夏季26℃以上）が、主たる居室の床面積に対して、どの程
度の割合で実施されているか。

対象機器無し

12時間超

5%未満で実施又は実施無し

5%以上30%未満で実施

再生可能エネルギー等熱利用システムのバックアップ運転の適正化が実施されているか。

95%以上で実施

70%以上で実施

3時間超6時間以下

スケジュール又は自動制御によるファンの間欠運転が、機械室（燃焼系統、臭気系統を除
く。）及び倉庫のファンに対して、どの程度実施されているか。

室の使用開始時間に合わせた季節ごとの空調起動時間の適正化が、主たる居室の床面積
に対して、どの程度の割合で実施されているか。

5%未満で実施又は実施無し

熱源機器及び空調2次ポンプの起動時間が、空調開始時間に合わせて季節ごとに適正に管
理されているか。

インバータ制御系統の空調用ポンプ回りの全てのバルブが全開になるように調整されている
か。

コージェネレーションの排熱が有効に利用できるように、発電及び排熱利用の状況が適正に
管理されているか。

実施

熱源機器及び空調用ポンプで、熱源不要期間の電源供給停止、又は夜間の運転停止が実
施されているか。

冷温水切換用バルブ無し

0
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1b.5

1b.6

1 0.2

0.8

0.5

0

1 0.2

0.8

0.5

0

1 0.3

0.8

0.5

0

1 0.1

0.8

0.5

0

-

1 0.4

0.5

0

1 0.2

0.5

0

0

1b.7

1b.8

1b.9

1b.10

1b.11

1b.12

0

4000時間超

0

0.5

Σ（Ｐ１×Ｋ１＋・・・＋Ｐ６×Ｋ６）

ただし、最高１点とする。

夜間・休日停止

空調設備無し又は年間停止

0

1

1

情報通信施設無し

把握できていない

中間期・夜間・休日停止

-

20%以上50%未満で実施

0.8

0.5

-ｲﾝﾃﾘｱと区別無し

建物全体の給排気バランスの管理

居室以外の室内温度の緩和

冬季におけるペリメータ設定温度の適正化

エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適
正化

30%以上50%未満で実施

50%以上で実施

40%未満で実施又は実施無し

1

0.5

1

空調設備無し又は年間停止

0

1

0.5

1

020%未満で実施又は実施無し

20%以上50%未満で実施

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ及び廊下で実施

1

実施

実施無し

80%以上で実施

0.2

0.5

0

0

40%未満で実施又は実施無し

実施無し

-

50%以上で実施

冷却除湿再熱無し

実施無し

20%未満で実施又は実施無し

主たるエントランスホール

主たるエントランスホール、廊下等の居室以外の室内温度が、居室に対して、夏季は高め、
冬季は低め、又は夏季27℃以上、冬季20℃以下に設定されているか。

主たる室用途

主たる便所

空調運転時間の短縮

主たる廊下

夜間・休日停止

40%以上80%未満で実施

40%以上80%未満で実施

実施無し

空調設備無し又は年間停止

空調設備無し又は年間停止

電算室の空調機運転の適正化 80%以上で実施

50%以上で実施

夜間・休日停止

情報通信施設の電算室で、発熱量に合わせた空調機運転の適正化が、全電算室数に対し
て、どの程度の割合で実施されているか。

5%未満(100㎡以上)に採用

5%未満で実施又は実施無し

実施

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ又は廊下で実施

空調運転時間の短縮が、主たるエントランスホール、廊下、便所、体育館・武道場等又は主た
る室用途の床面積に対して、どの程度実施されているか、又は主たる事務室の平均年間空
調運転時間が、どの程度で運用されているか。

3000時間超4000時間以下

3000時間以下

体育館・武道場等無し

中間期・夜間・休日停止

5%以上30%未満で実施

実施無し

中間期・夜間・休日停止

実施無し

夜間・休日停止

過大な隙間風の侵入が無いように、建物全体の給排気バランスが調整されているか。

エレベーター機械室及び電気室（ＵＰＳ・蓄電池専用室を除く。）の室内設定温度の適正化
が、全エレベーター機械室数及び全電気室数に対して、どの程度の割合で実施されている
か。

主たる事務室

実施無し

体育館・武道場等

冬季のペリメータ設定温度をインテリアより低くする運用が、主たる事務室の床面積に対して、
どの程度の割合で実施されているか。

クールビズ・ウォームビズによる空調設定温度の緩
和

クールビズ（夏季27℃以上）及びウォームビズ（冬季20℃以下）による空調設定温度の緩和
が、主たる事務室、教室及び研究室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されている
か。

冷却除湿再熱の停止 冷却除湿再熱システムが導入されている室で、再熱の停止が実施されているか。

中間期・夜間・休日停止
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1b.13

1b.14

1b.15

1b.16

1b.17

1b.18

1b.19

1b.20

1b.21

c. 照明・電気設備 1c.1

1 0.3

0.8

0.5

0

1 0.7

0.8

0.5

0

1c.2

1c.3

1c.4

厨房外調機の換気モード切換制御による換気
モード運転の適正化

1

40%以上80%未満で実施

1

10Hz以下

80%以上で実施

70%以上で実施

空調機併用無し

Σ（Ｐ１×Ｋ１＋Ｐ２×Ｋ２）

0

実施

0.8

1

地下駐車場のスロープ等からの自然給気

エレベーター機械室・電気室のファンの夏季停止

居室以外の照度条件の緩和

パッケージ形空調機の省エネチューニングの実施

0.2

1

80%以上で実施

0.5

１か月以上２か月未満

対象室無し

1

-

0

0.5

0

-

0

1

0

0

0.5

0.2

1

0

実施

0.5

40%未満で実施又は実施無し

実施無し

対象設備無し -

0.8

20%超30%以下 0.5

30%超40％以下 0.2

40％超又は把握できていない

0

0

実施

1

1

実施無し

変風量システムの最小風量設定値の調整 変風量システムの変風量装置VAVの最小風量設定値が、設計風量に対して、どの程度の割
合に調整されているか。

実施無し

10%以下

40%未満で実施又は実施無し

実施無し

廊下及び駐車場で実施

50%以上70%未満で実施

清掃や日常メンテナンス等の作業時に照明点灯時間延長の抑制又は照度条件の緩和が、
主たる室用途の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。

事務室の室内照度の適正化（概ね500lx以下）が、主たる事務室の床面積に対して、どの程
度の割合で実施されているか。

負荷がない時期、夜間等に、変圧器の遮断が実施されているか。

10%超20%以下

廊下及び駐車場で実施

実施

パッケージ形空調機の冷媒蒸発温度設定値の調整が実施されているか。

ミキシングロスの発生を抑えるために、冬季に暖房から冷房に切り換わる室は、起動時の室内
温度が低めに設定されているか。

40%以上80%未満で実施

変風量システムの空調機ファンのインバータ周波数下限値が、どの程度の周波数に調整され
ているか。

15Hz超20Hz以下

エレベーター機械室及び電気室の空調機又はパッケージ形空調機の給気設定温度又は還
気設定温度の適正化が、室内温度とは別に給気温度又は還気温度の設定が可能な全エレ
ベーター機械室数及び全電気室数に対して、どの程度の割合で実施されているか。

廊下のみで実施

40%未満で実施又は実施無し

実施

地下駐車場のスロープ等からの自然給気により、駐車場給気ファンが停止されているか。

実施無し

25Hz超又は把握できていない

20Hz超25Hz以下

清掃等の日常メンテナンス作業時の照明点灯時
間・照度条件の適正化

４か月以上

廊下のみで実施

駐車場のみで実施

ファンのプーリーダウンの実施

夜間時間帯

厨房外調機の換気モード切換制御による換気モードの運転が、どの程度実施されているか。

ダンパが絞られている系統のファンのプーリーダウンが実施されているか。

変風量システムのインバータ周波数下限値の調整

10Hz超15Hz以下

冬季冷房になる室の設定温度の適正化

エレベーター機械室・電気室の空調機の給気・還
気設定温度の適正化

エレベーター機械室及び電気室のファンの夏季停止が、空調機併用システムの全エレベー
ター機械室数及び全電気室数に対して、どの程度の割合で実施されているか。

間引き点灯又は調光等による照度条件の緩和が、主たる廊下、エントランスホール及び駐車
場の床面積に対して、どの程度実施されているか。

不要期間・不要時間帯の変圧器の遮断

事務室の室内照度の適正化

40%以上80%未満で実施

0

1

-

1

実施無し

３か月以上４か月未満

不要変圧器無し

0.5

２か月以上３か月未満

１か月未満

昼間時間帯

0

実施無し

80%以上で実施

駐車場のみで実施

0.8

1

0.8
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1c.5

1c.6

1c.7

d. 給排水・給湯設備 1d.1

1d.2

1d.3

1d.4

1d.5

1d.6

1d.7

1d.8

1d.9

e. 昇降機設備 1e.1

1e.2

f. その他 1f.1

1f.2

外部に面する出入口の開閉の管理

事務室の照明の間引き点灯又は調光等による照度条件の緩和（概ね300lx以下）が、主たる
事務室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。

実施無し

0

0

5%以上30%未満で実施

150%以上で実施

5%未満で実施又は実施無し

実施無し

0.5

事務室の照度条件の緩和

非稼働エリアのエア供給弁の閉止

給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止

エレベーター無し

1分以内

便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮が実施されているか。

実施無し

衛生上可能な範囲で、貯湯温度設定の緩和が実施されているか。

5%未満(100㎡以上)に採用

30%以上50%未満で実施

実施

給水ポンプユニット無し

時間外等の照明点灯エリアを集約する工夫が行われているか。

洗浄便座暖房の夏季停止が実施されているか。

5分以内

給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止が実施されているか。

給水・給湯バルブの調整

人感センサーのタイマー設定時間の適正化が、主たる便所に対して、どの程度実施されてい
るか。

人感センサーのタイマー設定時間の適正化

実施無し

便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮

貯湯槽無し

5%未満で実施又は実施無し

実施無し

節水のために給水・給湯の分岐バルブが使用上支障のない範囲で絞られているか。

給湯温度設定の緩和

エレベーターかご内の空調設定温度の緩和

時間外等の照明点灯エリアの集約化

実施

実施無し

揚水ポンプのバルブの開度調整

洗浄便座暖房の夏季停止

非稼働エリアのエア供給弁が閉止されているか。

貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止

貯湯温度設定の緩和

バルブ全開時の末端圧力が過剰にならないように、給水ポンプユニットの設定圧力が調整さ
れているか。

揚水ポンプ系統のバルブが極力抵抗とならないように調整されているか。

夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減

10分以内

実施無し

冷房時・暖房時の閉鎖など外部に面する出入口の開閉の適正な管理が、主たる動線の全出
入口数に対して、どの程度の割合で実施されているか。

給水圧力の管理

80%以上で実施

実施

実施無し

かご内空調無し

実施無し

実施

0

0.5

1

-

0

1

0

0.8

0.8

0

1

1

0

0.2

0

-

-

0

0

0.5

1

1

給湯無し

実施

1

実施

エレベーター無し

夏季のエレベーターかご内の空調設定温度が居室より高く設定されているか。

季節や用途等に応じた給湯温度設定の緩和が実施されているか。

夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減が実施されているか。

貯湯式電気温水器の夜間及び休日の電源停止が実施されているか。

揚水ポンプ無し

1

実施無し

夏季の給湯中止

0

実施

洗浄便座無し

1

0

5%以上30%未満で実施

-

30%以上50%未満で実施

0.2

0.8

-

1

0

0

1

実施無し

実施

-

0.5

0.8

40%以上80%未満で実施

対象機器無し

-

0

1

-

40%未満で実施又は実施無し

10分超又は実施無し

実施無し

実施

1

0

1

実施

-

1実施

実施

対象機器無し

通年給湯中止
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1f.3

1f.4

1f.5

1f.6

1f.7

1f.8

a. 熱源・熱搬送設備 2a.1

2a.2

2a.3

2a.4

2a.5

2a.6

b. 空調・換気設備 2b.1

2b.2

2b.3

2b.4

1

1.3超 0

エアコンプレッサー吸入空気温度の管理

冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜（デフロスト）の実施

情報通信施設のPUEの改善 主たる用途が情報通信施設の場合、PUEの実績が1.3以下であるか。 1.3以下

2
.

保
守
管
理

熱源機器の点検・清掃

エアコンプレッサーの設定圧力の適正化

熱源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動
チェック

蒸気配管・バルブ・スチームトラップからの漏れ点
検

冷凍機のコンデンサ及びエバポレータの清掃、燃焼機器の伝熱面の清掃及びスケール除
去、バーナーノズルの点検等の熱源機器の点検・清掃が適切な頻度で実施されているか。

熱交換器の清掃が適切な頻度で実施されているか。熱交換器の清掃

充分な換気の確保等、エアコンプレッサーの吸入空気温度が高くならないように管理されて
いるか。

主たる用途が情報通信施設の場合、PUE(Power Usage Effectiveness)の実績がどの程度か。

熱源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動チェックが適切な頻度で実施されている
か。

エアコンプレッサー無し

実施無し

エアコンプレッサー無し

冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜（デフロスト）（着霜制御がある場合も除霜実施と見なす。）が実
施されているか。

エアコンプレッサーの設定圧力がエア使用端の必要圧力＋0.1MPa以下に調整されている
か。

冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材の清掃が適切な頻度で実施されているか。冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材の
清掃

非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止

空調機、ファンコイルユニット等のコイルフィンの清浄が適切な頻度で実施されているか。

予知予防保全のために熱源機器のメーカーによる遠隔監視が実施されているか。

蒸気配管、バルブ等からの漏れ点検及びスチームトラップの点検が適切な頻度で実施されて
いるか。

情報通信施設のPUEの実績

非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止が実施されているか。

センサー類の精度チェック及び制御ダンパ等の作動チェックが適切な頻度で実施されている
か。

実施センサー類の精度チェック及び制御ダンパ等の作
動チェック

空調機、ファンコイルユニット等のフィルターの清浄が適切な頻度で実施されているか。

実施無し

実施

熱交換器無し

実施

空調機・ファンコイルユニット等のフィルターの清浄

蒸気配管無し

実施無し

冷却塔無し

実施無し

把握できていない

1.6超1.7以下

実施

実施無し

パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄 パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄が適切な頻度で実施されているか。

空調機・ファンコイルユニット等のコイルフィンの清
浄

熱源機器のメーカーによる遠隔監視

0

1

0

-

0

1

0.5

0

1

-

-

実施

実施

点検のみ実施

エアコンプレッサー無し

実施

0

0

-

実施無し

実施無し

実施無し

実施

1

1

1.4以下

-

1

冷凍・冷蔵設備無し

実施

0.2

1.5超1.6以下

1.7超

0.8

実施無し

0.5

0

1.4超1.5以下

点検のみ実施

1

0

0.5

実施無し

実施

0

0

対象設備無し

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し

実施

実施無し

熱源機器無し

0

-

1

0

0

実施無し

エアコンプレッサー無し

1

実施

実施無し

0

1

実施

実施無し

-

-

-

1

対象設備無し

-

1

-

1

0

1

0

1

0実施無し

-

実施
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2b.5

2b.6

c. 照明・電気設備 2c.1

2c.2

2c.3

f. その他 2f.1

2f.2

1. 1.1

P　太陽光発電システムの発電容量（単位　キロワット）

PＨ1　 太陽光発電システムの最高発電容量＝50（単位　キロワット）

PＬ1　太陽光発電システムの最低発電容量＝10（単位　キロワット）

1.2

P　太陽光発電システムの発電容量（単位　キロワット）

PＨ2　太陽光発電システムの最高発電容量＝2,000（単位　キロワット）

PS２　太陽光発電システムの基準発電容量＝200（単位　キロワット）

PＬ2　太陽光発電システムの最低発電容量＝50（単位　キロワット）

1.3

表8.1　再生可能エネルギーシステム

システム名称

1

0.8

0.5

0.2

0

ただし、太陽光発電システムの発電容量が10kW未満の場合は、評価点を０点
とする。

ただし、太陽光発電システムの発電容量が50kW以下の場合は、評価点を０点
とする。

　　　　（小数点以下３位未満の数値を四捨五入して得た数値で、
　　　　　最高１点、最低0.2点とする。）

　　　　（小数点以下３位未満の数値を四捨五入して得た数値で、
　　　　　最高１点、最低０点とする。）

これらの式において、P、PＨ1、PＬ1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

これらの式において、P、PＨ2、PS2、PＬ2は、それぞれ次の数値を表すものとす

再生可能エネルギーシステムの導入 太陽光発電システム以外の再生可能エネルギーを利用するシステムがどの程度導入されて
いるか。

電力換算で100kW以上採用

電力換算で50kW以上100kW未満採用

表8.1に掲げる再生可能エネルギーを利用するシステムの何れかが導入されて
いる場合は、電力換算した容量で評価する。この場合において、熱利用システ
ムの設備容量（MJ/h）を電力換算する場合の換算係数は、８．６４ＭＪ／ｋＷｈと
する。

電力換算で30kW以上50kW未満採用

太陽光発電システムの発電容量が50kW超、200kW以下の場合

太陽光発電システムの発電容量が200kW超の場合

電力換算で10kW以上30kW未満採用

電力換算で10kW未満採用又は採用無し

照明用制御設備の作動チェック

ｴｱ配管･ﾊﾞﾙﾌﾞからの漏れ点検及びｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ
吸込みﾌｨﾙﾀｰの清掃

冷凍・冷蔵庫の保温状況の点検及び保守が実施されているか。 実施

実施無し

エア配管及びバルブからの漏れ点検及びエアコンプレッサーの吸込みフィルターの清掃が
適切に実施されているか。

実施

照明用制御設備の作動チェックが適切な頻度で実施されているか。

予知予防保全のために、パッケージ形空調機のメーカー等による遠隔監視が実施されている
か。

冷凍・冷蔵庫の保温管理

ランプ交換時の初期照度補正リセットの実施

パッケージ形空調機のメーカーによる遠隔監視

タイマー式の初期照度補正制御付きの照明器具のランプ交換時に、リセット操作が実施され
ているか。

省エネファンベルトへの交換が、ベルト駆動ファンの全台数に対して、どの程度の割合で実施
されているか。

実施無し

実施無し

実施

実施

照明器具の清掃及び定期的なランプ交換が汚れの状態や用途に応じて定期的に実施され
ているか。

ベルト駆動ファン無し

照明器具の清掃及び定期的なランプ交換

省エネファンベルトへの交換

0実施無し

実施無し 0

実施

照明制御無し

1

0

0.5

20%未満で実施又は実施無し

50%以上で実施

オンサイトの再生可能エネル
ギーの利用

式10による

評価点＝0.8－0.8（PS2－P）／（PS2－PＬ2）･･･（式11）

大規模太陽光発電システムの導入 太陽光発電システムの発電容量 式11、式12による

評価点＝１－0.8×（PＨ1－P）／（PＨ1－PＬ1）･･･（式10）

大規模な太陽光発電システムがどの程度導入されているか。

評価点＝１－0.2（PＨ2－P）／（PＨ2－PS2）･･･（式12）

太陽光発電システムの導入 太陽光発電システムがどの程度導入されているか。 太陽光発電システムの発電容量

0

実施

20%以上50%未満で実施

1

1

0

1

実施無し

1

エアコンプレッサー無し -

-

-

0

対象設備無し

0

冷凍・冷蔵庫無し

-

1

-

1
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太陽熱利用システム

風力発電システム

ﾊﾞｲｵﾏｽ発電ｼｽﾃﾑ

ﾊﾞｲｵﾏｽ熱利用ｼｽﾃﾑ

ﾊﾞｲｵﾏｽ燃料製造ｼｽﾃﾑ

小水力発電システム

地熱発電システム

地熱利用システム

地中熱・地下水利用システム

2. 2.1

表9.1　オフサイトの再生可能エネルギー発電設備システム

システム名称

太陽光発電システム

風力発電システム

ﾊﾞｲｵﾏｽ発電ｼｽﾃﾑ

水力発電システム

地熱発電システム

2.2

表9.1に掲げる追加性等のあるオフサイトの再生可能エネルギー発電設備の何
れかが導入されている場合は、年間電力量で評価する。

事業所の敷地外に、自己託送又はオフサイトPPAによる事業所への電力供給を目的とした追
加性等のある再生可能エネルギー発電設備が、どの程度導入されているか。

ただし、オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の年間電力量が20MWh未
満の場合は、評価点を０点とする。

ESH　オフサイトの追加性等のある再生可能エネルギー発電設備

　　　の年間最高電力量＝500
　　　（単位　メガワット時/年）
ESL　オフサイトの追加性等のある再生可能エネルギー発電設備

　　　の年間最低電力量＝20
　　　（単位　メガワット時/年）

表9.1に掲げるオフサイトの再生可能エネルギー発電設備の何れかが導入され
ている場合は、年間電力量で評価する。

評価点＝１－0.8×（ESＨ－ES）／（ESＨ－ESＬ）　・・・（式14）

これらの式において、SE、SEＨ、SEＬは、それぞれ次の数値を表すものとする。

ES　オフサイトの追加性等のある再生可能エネルギー発電設備の年間電力量

　　　（単位　メガワット時/年）

オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の導入

評価点＝１－0.8×（EＨ１－E）／（EＨ１－EＬ１）　・・・（式13）

　　　　（小数点以下３位未満の数値を四捨五入して得た数値で、
　　　　　最高１点、最低0.2点とする。）

オフサイトの再生可能エネル
ギーの利用

E　オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の年間電力量
　　　（単位　メガワット時/年）

EH１　オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の年間最高電力量＝500

　　　（単位　メガワット時/年）
EL１　オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の年間最低電力量＝20

　　　（単位　メガワット時/年）

追加性等のあるオフサイトの再生可能エネルギー
発電設備の導入

これらの式において、E、EＨ1、EＬ1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

追加性等のあるオフサイトの再生
可能エネルギー発電設備の電力

　　　　（小数点以下３位未満の数値を四捨五入して得た数値で、
　　　　　最高１点、最低0.2点とする。）

式14による

式13によるオフサイトの再生可能エネルギー
発電設備の電力

事業所の敷地外に、自己託送又はオフサイトPPAによる事業所への電力供給を目的とした再
生可能エネルギー発電設備の電力が、どの程度供給されているか。

ただし、オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の年間電力量が20MWh未
満の場合は、評価点を０点とする。
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3. 3.1

3.2

4. 4.1

1 1

0.8

0.5

0.2

0

-

1 0.4

0.8

0.5

0.2

0

-

4.2

4.3

1. 1.1

1.2

1.3

ER　基準排出量に対する前年度のCO2排出量の削減率

EＨ　CO2排出量の最高削減率＝0.75

E 　前年度のCO2排出量実績（単位　t-CO2/年）

EB  基準排出量（単位　t-CO2/年）

-

EＬ　CO2排出量の最低削減率＝0.5

　　　　（小数点以下３位未満の数値を四捨五入して得た数値で、
　　　　　最高１点、最低0.2点とする。）

0.2

10%未満購入又は購入無し 0

1

0.2

0

購入電力無し

これらの式において、E、EＨ、EＬは、それぞれ次の数値を表すものとする。

駐車場無し

上げDR対応あり 1

下げDR対応のみ 0.5

採用無し

0

策定・公表

CO2排出量実績が、基準排出量に対して、どの程度の割合で削減されているか。

ER＝１－E/EB

評価点＝１－0.8（EＨ－ER）／（EH－EＬ）･･･（式15）

実施無し 0

事業所内での取組の促進により、ZEB化へのロードマップの策定がどの程度実施されている
か。

実施無し 0

契約のみ 0.5

実施無し

１台又は採用無し

前年度のCO2排出量実績 式15による

1

50%以上80%未満購入 0.8

20%以上50%未満購入 0.5

10%以上20%未満購入

策定のみ 0.5

駐車場にZEV充電設備がどの程度導入されているか。

ZEV充電設備実装

３台

２台

１台

採用無し

電気需給契約等による再生可
能エネルギーの利用

再生可能エネルギー電気の購入 再生可能エネルギー電気が、購入電力量に対して、どの程度の割合で購入されているか。 80%以上購入

50%以上80%未満購入

20%以上50%未満購入

10%以上20%未満購入

デマンドレスポンスに対応した設備の導入 デマンドレスポンスに対応した蓄電・蓄熱システム等がどの程度導入されているか。

0

小売電気事業者等とのデマンドレスポンス契約 実施

駐車場のZEV充電設備の整備

80%以上購入

電気需要最適化 Σ（Ｐ１×Ｋ１＋・・・＋Ｐ２×Ｋ２）

ただし、最高１点とする。

４台以上

10%未満購入又は購入無し

1

0.8

0.5

1

CO2排出・エネルギー消費等
の削減

小売電気事業者等とインセンティブ型のデマンドレスポンス契約を締結し、需給調整が実施さ
れているか。

ゼロエミッション化へのロードマップの策定 事業所内での取組の他、オフサイトの再生可能エネルギー発電設備、再生可能エネルギー
電気の購入等を含めたゼロエミッション化へのロードマップの策定がどの程度実施されている
か

策定・公表 1

策定のみ 0.5

10台以上

７台以上10台未満

４台以上７台未満

２台以上４台未満

ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）化へのロード
マップの策定

追加性等のある再生可能エネルギー電気の購入 追加性等のある再生可能エネルギー電気が、購入電力量に対して、どの程度の割合で購入
されているか。

駐車場無し

ZEV充電設備配管等

CO2排出量の削減実績

ただし、基準排出量に対する前年度のCO2排出量の削減率が50%未満の場合
は、評価点を０点とする・

Ⅴ
．
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業
所
の
ゼ
ロ
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シ

ョ
ン
化
や
環
境
配
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等
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取
組

-50-



1.4

ENR　基準一次エネルギー消費量に対する前年度一次エネルギー消費量

　　　 の削減率

ENＨ　一次エネルギー消費量の最高削減率＝0.5

ENＬ　一次エネルギー消費量の最低削減率＝0.25

EN 　前年度の一次エネルギー消費量実績（単位　MJ/年）

ENB  基準一次エネルギー消費量（単位　MJ/年）

1.5

1.6

2. 2.1

1 0.4

0.8

0.5

0

1 0.3

0.5

0

－

1 0.4

0

1 0.3

0

1 0.1

0

1 0.1

0

3. 3.1

1 0.3

0.8

0.5

0

1 0.2

0.5

0

0.5

50%以上70%未満利用 0.2

100%利用 1

90%以上100%未満利用 0.8

70%以上90%未満利用

災害時用の自家発電設備等の設
置

躯体材料における低炭素資材の利
用

30%未満削減

地盤面から45cm未満で実施

0.5

ただし、基準一次エネルギー消費量に対する前年度一次エネルギー消費量の
削減率が25%未満の場合は、評価点を０点とする・

50%未満利用又は利用無し

気候変動適応策

実施

実施無し

確保

再生可能エネルギー電気の利用割合

その他の環境配慮の取組 建設・更新等において、持続可能な低炭素資材等が、どの程度導入されているか。 Σ（Ｐ１×Ｋ１＋・・・＋Ｐ４×Ｋ４）

ただし、最高１点とする。

75%以上削減 1

60%以上75%未満削減 0.8

特定温室効果ガス以外の温室効果ガス排出量の
削減実績

前年度の特定温室効果ガス以外の温室効果ガス（CO2（特定温室効果ガス以外 の CO2）,
CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3）の排出量が、その他ガス削減量算定ガイドラインに示す
基準排出量に対して、どの程度の割合で削減されているか。

一次エネルギー消費量の削減実績 一次エネルギー消費量実績が、基準一次エネルギー消費量に対して、どの程度の割合で削
減されているか。

前年度の一次エネルギー消費量実績 式16による

評価点＝１－0.8（ENＨ－ENR）／（ENH－ENＬ）･･･（式16）

ENR＝１－EN/ENB

これらの式において、EN、ENＨ、ENＬは、それぞれ次の数値を表すものとする。

　　　　（小数点以下３位未満の数値を四捨五入して得た数値で、
　　　　　最高１点、最低0.2点とする。）

再生可能エネルギー電気が、電力消費量に対して、どの程度の割合で利用されているか。

30%以上45%未満削減 0.2

0

算定無し

確保

実施無し

災害時の給排水機能の確保 確保

実施無し

500m3/ha未満で実施

災害時の換気機能の確保

組
に
関
す
る
事
項

全て採用

２種類採用

１種類採用

-

気候変動への適応 浸水被害や、停電、断水等への対策が、どの程度実施されているか。

浸水被害への備え

雨水流出抑制

防災備蓄倉庫の確保

想定最大浸水深以上で実施

地盤面から45cm以上で実施

実施無し

Σ（Ｐ１×Ｋ１＋・・・＋Ｐ６×Ｋ６）

ただし、最高１点とする。

1000m3/ha以上で実施

500m3/ha以上1000m3/ha未満で実施

行政による指導無し

45%以上60%未満削減

実施無し

持続可能な低炭素資材等の導入

採用無し

躯体材料におけるリサイクル材の利
用

２種類以上採用

１種類採用
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0

1 0.3

0.8

0.5

0

1 0.2

0.5

0

3.2

3.3

3.4

0

テナント工事に伴うCO2排出量を低減させる貸方
基準書等の整備

省資源化や廃棄物の削減等、テナント工事に伴うCO2排出量を低減させる貸方基準書等が
整備されているか。

実施無し

ウェルネスに関する環境認証の取得 ウェルネスに関する環境ラベリング認証が取得されているか。 取得 1

取得無し 0

建設に伴い排出されるCO2排出量が算出され、その排出量を低減するための対策を実施し
ているか。

１種類採用

２種類以上採用

躯体材料以外における低炭素資材
の利用

躯体材料以外におけるリサイクル材
の利用 １種類採用

採用無し

建設時のCO2排出量の把握と低減

２種類採用

実施

採用無し

採用無し

1

算出のみ 0.8

0

全て採用

整備 1

整備無し
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別表第３

区　分 No. 単位

1 kW

2 kW

3 kW

4 kW

5 kW

6 kW

7

Ⅱ 3b.14

8 kW

9 kW

10

Ⅱ 3b.3

11

Ⅱ 3b.18

12 ㎡

13 ㎡

14 ㎡

15 ㎡

16

Ⅱ 3f.3

17 ㎡

18 Ⅱ 3a.2 冷却塔ファン総電動機出力

Ⅱ 3a.9

Ⅱ 3a.19

19 Ⅱ 3a.2 冷却塔散水ポンプ総電動機出力 kW

20 Ⅱ 3a.3 空調用ポンプ総電動機出力 kW

21 Ⅱ 3a.10 空調2次ポンプ総電動機出力

Ⅱ 3a.11

Ⅱ 3a.15

Ⅱ 3a.25

22 Ⅱ 3a.13 空調1次ポンプ総電動機出力 kW

23 Ⅱ 3a.14 冷却水ポンプ総電動機出力 kW

24 Ⅱ 3b.1 空調機ファン総電動機出力 kW

25 Ⅱ 3b.2 パッケージ形空調機総冷却能力 kW

26 Ⅱ 3b.8 kW

Ⅱ 3b.21

Ⅱ 3b.31

27 Ⅱ 3b.4 空調用総外気導入量（24時間空調部分を除く。） m3/h

28 Ⅱ 3b.10 空調用総外気導入量（厨房用を除く。） m3/h

Ⅱ 3b.13

Ⅱ 3b.20

Ⅱ 3b.26

29 Ⅱ 3b.23 主たる居室の床面積

Ⅱ 3b.25

Ⅱ 3b.27

30 Ⅱ 3b.32 厨房総外気導入量

Ⅱ 3b.33

31 Ⅱ 3b.35 ファン総電動機出力 kW

32 Ⅱ 3c.3 主たる事務室・教室の床面積 ㎡

Ⅱ 3c.8

33 Ⅱ 3c.5 600Vを超え7,000V以下の総変圧器容量 ｋVA

34 Ⅱ 3d.1 加圧給水ポンプユニット総電動機出力 kW

35 給水ポンプ総電動機出力 kW
昇降機設備 36 Ⅱ 3e.1 エレベーター総電動機出力

Ⅱ 3e.4

37 Ⅱ 3e.2 複数台設置してある箇所のエレベーター総電動機出力 kW

38 Ⅱ 3e.3 全エレベーター台数 台

39 Ⅱ 3e.5 エスカレーター総電動機出力 kW

その他設備 40 Ⅱ 3f.3 冷凍設備の圧縮機総電動機出力 kW

㎡

エレベーターの群管理制御の導入

厨房外調機・ファンの風量モード切換制御の導入

ファンの手動調整用インバータの導入

潜熱・顕熱分離方式省エネ空調システムの導入

kW
エレベーターの電力回生制御の導入

kW

kW

全熱交換器の導入

空調機ファン総電動機出力（外調機、エレベーター機
械室及び電気室を除く。）

m3/h
厨房外調機の換気モード切換制御の導入

大温度差送風空調システムの導入

空調機の間欠運転制御の導入

照明の初期照度補正制御の導入

kW

高効率クリーンルームの床面積

kW

冷却塔、パッケージ 水熱源パッケージ形空調機総冷却能力

エスカレーターの自動運転方式又は微速運転方式の導入

ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入

給排水・給湯
設備

高効率給水ポンプの導入

エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式の導入

空調・換気設
備

高効率冷凍・冷蔵設備の導入

高効率変圧器の導入

ハイブリッド空調システムの導入

エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時停止制御の導入

デシカント空調システムの導入

放射冷暖房空調システムの導入

照明・電気設
備

熱源・熱搬送
設備 冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御の導入

空調機の気化式加湿器の導入

CO2濃度による外気量制御の導入

空調1次ポンプ変流量制御の導入

照明の昼光利用照明制御の導入

高効率パッケージ形空調機の導入

空調機の変風量システムの導入

高効率冷却塔の導入

冷却塔ファンインバータ制御の導入

高効率冷却塔の導入

冷却水ポンプ変流量制御の導入

高効率空調機の導入

空調2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプの導入

空調2次ポンプの末端差圧制御の導入

空調2次ポンプの送水圧力設定制御の導入

高効率空調用ポンプの導入

空調2次ポンプ変流量制御の導入

－

kW
高効率ファンの導入

－ 駐車場

－ 事務室・客室、事務室・教室、事務室、事務室・教室・研究室

自走式駐車場ファン総電動機出力

駐車場ファンのCO又はCO2濃度制御の導入

kW

クリーンルーム

高効率冷凍・冷蔵設備の導入

事務室・客室

冷凍・冷蔵設備の圧縮機総電動機出力

－

－

－

主たる客室の床面積

主たる研究室の床面積事務室・教室・研究室

－

－ 駐車場 ファン（空調機内に設置されているものを除く。）総電動
機出力

－ 冷凍・冷蔵

主たる事務室の床面積

主たる教室の床面積事務室・教室、事務室・教室・研究室

－ 空調機 空調機総冷却能力

－ ファンコイル ファンコイルユニット総冷却能力

－ パッケージ 空気熱源パッケージ形空調機総冷却能力

ファンコイルユニットの比例制御の導入

適用範囲補正
係数に関する
評価対象

－ 熱源、冷却塔、空調機、パッケージ、ファンコイル 建物全体の総冷熱源容量（地域冷暖房受入を含む。）

－ 熱源 熱源機器総冷却能力（地域冷暖房受入を含む。）

－ 蒸気ボイラー 建物全体の総温熱源容量（地域冷暖房受入を含む。）

－ 蒸気ボイラー 蒸気ボイラー総加熱能力

評価項
目
No

評価対象適用範囲補正係数・評価項目

－ 冷却塔 水冷熱源機器総冷却能力
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別表第４

No. 評価項目
要求事項
配分比率

要求事項内
の配分比率

1. CO2削減推進体制の整備 1.1 CO2削減推進会議等の設置及び開催 0.1 0.6

1.2 PDCA管理サイクルの実施体制の整備 0.4

1.3 環境認証の取得 0.1

2. 図面、管理標準等の整備 2.1 図面・改修履歴等の整備 0.1 0.3

2.2 設備台帳等の整備 0.3

2.3 管理標準等の整備 0.4

3. 3.1 ビルエネルギーマネジメントシステム（BEMS）等の導入 0.2 0.25

3.2 電力負荷状況・発電状況等の把握に必要な計測・計量設備の導入 0.1

3.3 エネルギー消費先別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入 0.2

3.4 系統別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入 0.15

3.5 エネルギー供給設備の分析に必要な計測・計量設備の導入 0.15

3.6 代表階又は代表エリアの使用量把握に必要な計測・計量設備の導入 0.15

3.7 空調の使用量に応じた課金体系の導入 0.2

4. 4.1 エネルギー消費特性の把握、エネルギー消費原単位の算出及び管理 0.55 0.04

4.2 CO2排出量の管理 0.02

4.3 CO2削減目標の設定、CO2削減対策計画の立案及び実績の集約・評価の実施 0.2

4.4 CO2削減対策の啓発活動の実施 0.04

4.5 エネルギー供給設備の運転解析の実施 0.1

4.6 改善策の立案・実施及び効果検証の実施 0.2

4.7 コミッショニング（性能検証）の実施 0.35

4.8 利用者等への環境・エネルギー情報提供システムの導入 0.05

5. 保守・点検の管理 5.1 保守・点検計画の策定及び実施 0.05 1

1. 1.1 太陽光発電システムの導入 0.33 1

1.2 大規模太陽光発電システムの導入 2

1.3 再生可能エネルギーシステムの導入 0.4

2. 2.1 オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の導入 0.33 1

2.2 追加性等のあるオフサイトの再生可能エネルギー発電設備の導入 2

3. 3.1 再生可能エネルギー電気の購入 0.24 1

3.2 追加性等のある再生可能エネルギー電気の購入 1

4. 電気需要最適化 4.1 駐車場のZEV充電設備の整備 0.1 1

4.2 デマンドレスポンスに対応した設備の導入 1

4.3 小売電気事業者等とのデマンドレスポンス契約 1

1. 1.1 ゼロエミッション化へのロードマップの策定 0.9 0.25

1.2 ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）化へのロードマップの策定 0.12

1.3 CO2排出量の削減実績 0.25

1.4 一次エネルギー消費量の削減実績 0.15

1.5 再生可能エネルギー電気の利用割合 0.15

1.6 特定温室効果ガス以外の温室効果ガス排出量の削減実績 0.08

2. 気候変動適応策 2.1 気候変動への適応 0.05 1

3. その他の環境配慮の取組 3.1 持続可能な低炭素資材等の導入 0.05 1

3.2 建設時のCO2排出量の把握と低減 0.5

3.3 テナント工事に伴うCO2排出量を低減させる貸方基準書等の整備 0.5

3.4 ウェルネスに関する環境認証の取得 0.2

Ⅴ
．
事
業
所
の
ゼ
ロ
エ
ミ

ッ
シ

ョ

ン
化
や
環
境
配
慮
等
の
取
組
に
関

す
る
事
項

オンサイトの再生可能エネル
ギーの利用

オフサイトの再生可能エネル
ギーの利用

電気需給契約等による再生
可能エネルギーの利用

CO2排出・エネルギー消費等
の削減

Ⅰ
 

一
般
管
理
事
項

主要設備等に関する計測・計
量及び記録

評価項目の区分

エネルギー消費量・CO2排出
量の管理

Ⅳ
．
事
業
所
の
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー

の
利
用
に
関
す
る
事
項
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別表第５

項　目 細　目

熱源本体 冷凍機、冷温水機、ボイラー、パッケージ形空調機等

熱源補機 冷却塔、冷却水ポンプ、冷温水1次ポンプ等

水搬送 冷温水2次ポンプ

空気搬送 空調機、ファンコイルユニット等

給　湯 給　湯 ボイラー、循環ポンプ、電気温水器等

照　明 照明器具

ｺﾝｾﾝﾄ 事務機器等

換　気 駐車場ファン等

給排水 揚水ポンプ等

昇降機 エレベータ、エスカレータ等

その他 その他 トランス損失、店舗動力等

計 全　般 事業所全体のエネルギー消費量の合計

外　皮 建物外皮からの熱負荷を処理するための空調エネルギー消費量の想定比率

外　気 外気導入による熱負荷を処理するための空調エネルギー消費量の想定比率

熱負荷 事業所全体の熱負荷を処理するための空調エネルギー消費量（熱源+熱搬送）の想定比率

主なエネルギー消費機器

熱負荷
低減

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費先区分

熱搬送

照明・
ｺﾝｾﾝﾄ

動　力

熱　源
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別表第６

No. 評価項目
エネルギー
消費先区分

省エネ率
用途

補正係数
適用範囲
補正係数

1. 自然エネルギーの利用 1.1 自然採光を利用したシステムの導入 照　明 0.04

1.2 自然通風を利用したシステムの導入 熱負荷 0.033

1.4 未利用エネルギーシステムの導入 全　般 0.014

1.5 年間を通して安定した地中温度を利用したシステムの導入 熱負荷 0.002

2. 建物外皮の省エネルギー性能 2.1 高性能な建物外皮の導入 外　皮 0.68

2.2 風除室、回転扉等による隙間風対策の導入 外　皮 0.04

2.3 屋上緑化の導入 外　皮 0.02

2.4 ブラインドの日射制御及びｽｹｼﾞｭｰﾙ制御の導入 外　皮 0.008

2.5 壁面緑化の導入 外　皮 0.015

a. 熱源・熱搬送設備 3a.1 高効率熱源機器の導入 熱源本体 0.282 空　調 熱源

3a.2 高効率冷却塔の導入 熱源補機 0.097 空　調 冷却塔

3a.3 高効率空調用ポンプの導入 熱源補機 0.143 空　調 熱源

3a.5 大温度差送水システムの導入 水搬送 0.24 空　調 熱源

3a.6 水搬送経路の密閉化 水搬送 0.16 空　調 熱源

3a.7 蒸気弁・フランジ部の断熱 熱源本体 0.007 空　調 熱源

3a.8 熱源の台数制御の導入 熱源本体 0.015 空　調 熱源

3a.9 冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御の導入 熱源補機 0.03 空　調 冷却塔

3a.10 空調2次ポンプ変流量制御の導入 水搬送 0.18 空　調 熱源

3a.11 空調2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプの導入 水搬送 0.11 空　調 熱源

3a.12 熱源機器出口設定温度の遠方制御の導入 熱源本体 0.006 空　調 熱源

3a.13 空調1次ポンプ変流量制御の導入 熱源補機 0.088 空　調 熱源

3a.14 冷却水ポンプ変流量制御の導入 熱源補機 0.1 空　調 冷却塔

3a.15 空調2次ポンプの末端差圧制御の導入 水搬送 0.1 空　調 熱源

3a.16 熱交換器の断熱 熱源本体 0.007 空　調 熱源

3a.17 蓄熱システムの導入 熱源本体 0.05 空　調

3a.18 高効率コージェネレーションの導入 熱源本体 0.05 空　調

3a.19 冷却塔ファンインバータ制御の導入 熱源補機 0.03 空　調 冷却塔

3a.20 フリークーリングシステムの導入 熱負荷 0.006 空　調

3a.22 配管摩擦低減剤（DR剤）の導入 水搬送 0.15 空　調 熱源

3a.23 中温冷水利用システムの導入 熱源本体 0.02 空　調 熱源

3a.24 統合熱源制御システムの導入 熱源本体 0.04 空　調 熱源

3a.25 空調2次ポンプの送水圧力設定制御の導入 水搬送 0.05 空　調 熱源

3a.26 エネルギーの面的利用の導入 熱源本体 0.02 空　調 熱源

b. 空調・換気設備 3b.1 高効率空調機の導入 空気搬送 0.165 空　調 空調機

3b.2 高効率パッケージ形空調機の導入 熱負荷 0.3 空　調 パッケージ

3b.3 高効率ファンの導入 換　気 0.12 換　気

3b.4 ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入 外　気 0.06 空　調

3b.5 エレベーター機械室の温度制御の導入 換　気 0.016 換　気

3b.6 電気室の温度制御の導入 換　気 0.048 換　気

3b.7 電算室の冷気と暖気が混合しない設備の導入 熱負荷 0.03 空　調 情報通信

3b.8 空調機の変風量システムの導入 空気搬送 0.26 空　調 空調機

3b.9 大空間の居住域空調又は局所空調システムの導入 熱負荷 0.01 空　調

3b.10 空調機の気化式加湿器の導入 外　気 0.03 空　調

3b.11 空調温度制御の不感帯の設定 熱負荷 0.02 空　調 空調機

3b.12 外気冷房システムの導入 熱負荷 0.031 空　調 空調機

3b.13 CO2濃度による外気量制御の導入 外　気 0.189 空　調

3b.14 ファンコイルユニットの比例制御の導入 水搬送 0.4 空　調 ファンコイル

3b.15 空調のセキュリティー連動制御の導入 熱負荷 0.01 空　調 事務室・客室

3b.16 空調の最適起動制御の導入 熱負荷 0.01 空　調

3b.17 非使用室の空調発停制御の導入 熱負荷 0.005 空　調

3b.18 駐車場ファンのCO又はCO2濃度制御の導入 換　気 0.2 換　気 駐車場

3b.19 熱源機械室ファンの燃焼機器等連動停止制御の導入 換　気 0.01 換　気

3b.20 全熱交換器の導入 外　気 0.18 空　調

3b.21 大温度差送風空調システムの導入 空気搬送 0.048 空　調 空調機

3b.22 床吹出空調システムの導入 空気搬送 0.11 空　調 事務所

3b.23 放射冷暖房空調システムの導入 熱負荷 0.051 空　調

3b.24 冷却除湿再熱方式以外の除湿システムの導入 熱負荷 0.007 空　調

3b.25 潜熱・顕熱分離方式省エネ空調システムの導入 熱源本体 0.032 空　調

3b.26 デシカント空調システムの導入 外　気 0.12 空　調 空調機

3b.27 ハイブリッド空調システムの導入 熱負荷 0.022 空　調 空調機

3b.28 置換換気システムの導入 換　気 0.08 換　気

3b.29 電算室の局所冷房設備の導入 熱負荷 0.03 空　調 情報通信

3b.30 高効率厨房換気システムの導入 熱負荷 0.16 空　調 厨房

3b.31 空調機の間欠運転制御の導入 空気搬送 0.1 空　調 空調機

3b.32 厨房外調機・ファンの風量モード切換制御の導入 熱負荷 0.076 空　調 厨房

3b.33 厨房外調機の換気モード切換制御の導入 熱負荷 0.02 空　調 厨房

評価項目の区分
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3b.34 人感センサーによる換気制御の導入 換　気 0.016 換　気

3b.35 ファンの手動調整用インバータの導入 空気搬送 0.2 空　調

3b.36 気流感創出ファン・サーキュレーションファンの導入 熱負荷 0.01 空　調

3b.37 厨房排気の熱回収システムの導入 熱負荷 0.15 空　調 厨房

c. 照明・電気設備 3c.1 高効率照明器具の導入 照　明 0.188

3c.2 高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入 照　明 0.018

3c.3 照明の初期照度補正制御の導入 照　明 0.105 事務室・教室

3c.4 照明のゾーニング制御の導入 照　明 0.05

3c.5 高効率変圧器の導入 その他 0.085

3c.7 高効率UPSの導入 ｺﾝｾﾝﾄ 0.015 情報通信

3c.8 照明の昼光利用照明制御の導入 照　明 0.07 事務室・教室

3c.9 照明の人感センサーによる在室検知制御の導入 照　明 0.03

3c.10 照明のタイムスケジュール制御の導入 照　明 0.025

3c.11 照明のセキュリティー連動制御の導入 照　明 0.02 事務室・客室

3c.12 デマンド制御システムの導入 その他 0.057

3c.13 タスク＆アンビエント照明システムの導入 照　明 0.25 事務室

3c.14 高効率給電設備の導入 その他 0.15

3c.15 照明の明るさ感知による自動点滅制御の導入 照　明 0.008

3c.16 照明の局所制御の導入 照　明 0.04

3c.17 誘導灯の消灯制御の導入 照　明 0.01

3c.18 事務室のセンサーによる照明制御単位の細分化 照　明 0.03 事務室

d. 給排水・給湯設備 3d.1 高効率給水ポンプの導入 給排水 0.1

3d.2 大便器の節水器具の導入 給排水 0.22

3d.4 洗面器の自動水栓の導入 給排水 0.03

3d.6 便所洗面・湯沸室への局所給湯システムの導入 給　湯 0.03

3d.7 排水再利用システム等の導入 給排水 0.052

3d.8 高効率給湯ヒートポンプユニットの導入 給　湯 0.292

3d.9 自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入 給　湯 0.167

3d.10 潜熱回収給湯器の導入 給　湯 0.1

3d.11 水道本管圧力利用システムの導入 給排水 0.1

e. 昇降機設備 3e.1 エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式の導入 昇降機 0.5

3e.2 エレベーターの群管理制御の導入 昇降機 0.1

3e.3 エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時停止制御の導入 昇降機 0.02

3e.4 エレベーターの電力回生制御の導入 昇降機 0.111

3e.5 エスカレーターの自動運転方式又は微速運転方式の導入 昇降機 0.012

f. その他 3f.3 高効率冷凍・冷蔵設備の導入 全　般 0.384 冷凍・冷蔵

3f.4 高効率エアコンプレッサーの導入 その他 0.01

3f.5 高効率ブロワ・その他設備に係る高効率ポンプの導入 その他 0.01

3f.6 高効率クリーンルームの導入 熱負荷 0.158 クリーンルーム

3f.7 高効率厨房機器の導入 その他 0.1 厨房

3f.8 ブロワ・その他設備に係るポンプのインバータ制御の導入 その他 0.01

3f.9 ドラフトチャンバーの換気量可変制御システムの導入 外　気 0.05

a. 熱源・熱搬送設備 1a.1 燃焼機器の空気比の管理 熱源本体 0.02 熱源

1a.2 蒸気ボイラーの設定圧力の適正化 熱源本体 0.007 蒸気ボイラー

1a.3 冷凍機の冷却水温度設定値の調整 熱源本体 0.016 熱源

1a.4 熱のエネルギー効率の実績 熱源本体 0.03 熱源

1a.5 部分負荷時の熱源運転の適正化 熱源本体 0.03 熱源

1a.6 部分負荷時の空調用ポンプ運転の適正化 水搬送 0.12 熱源

1a.7 蒸気ボイラーの給水水質・ブロー量の管理 熱源本体 0.007 蒸気ボイラー

1a.8 熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整 熱源本体 0.015 熱源

1a.9 蓄熱槽の管理 熱源本体 0.021

1a.10 コージェネレーションの運転の適正化 熱源本体 0.021

1a.12 ミキシングロス防止のためのバルブ開度の確認 熱源本体 0.005 熱源

1a.13 インバータ制御系統のバルブの開度調整 水搬送 0.05 熱源

1a.14 熱源不要期間の熱源機器等停止 熱源本体 0.01 熱源

1a.15 空調開始時の熱源起動時間の適正化 熱源本体 0.01 熱源

1a.16 空調停止時の熱源運転時間の短縮 熱源本体 0.04 熱源

1a.17 空調2次ポンプ変流量制御のインバータ周波数下限値の調整 水搬送 0.06 熱源

1a.18 再生可能エネルギー等熱利用システムのバックアップ運転の適正化 熱源本体 0.01 熱源
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b. 空調・換気設備 1b.1 室使用開始時の空調起動時間の適正化 熱負荷 0.013

1b.2 CO2濃度・外気温湿度による外気取入量の調整 外　気 0.015

1b.3 居室の室内温度の適正化 熱負荷 0.015

1b.4 ファンの間欠運転の実施 換　気 0.05

1b.5 電算室の空調機運転の適正化 熱負荷 0.03 情報通信

1b.6 空調運転時間の短縮 熱負荷 0.013

1b.7 冬季におけるペリメータ設定温度の適正化 外　皮 0.05

1b.8 クールビズ・ウォームビズによる空調設定温度の緩和 熱負荷 0.023 事務室・教室・研究室

1b.9 居室以外の室内温度の緩和 熱負荷 0.005

1b.10 冷却除湿再熱の停止 熱負荷 0.01

1b.11 建物全体の給排気バランスの管理 熱負荷 0.005

1b.12 エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適正化 換　気 0.035

1b.13 エレベーター機械室・電気室のファンの夏季停止 換　気 0.045

1b.14 エレベーター機械室・電気室の空調機の給気・還気設定温度の適正化 換　気 0.015

1b.15 冬季冷房になる室の設定温度の適正化 熱負荷 0.004

1b.16 ファンのプーリーダウンの実施 換　気 0.015

1b.17 地下駐車場のスロープ等からの自然給気 換　気 0.075 駐車場

1b.18 パッケージ形空調機の省エネチューニングの実施 熱源本体 0.05 パッケージ

1b.19 変風量システムの最小風量設定値の調整 空気搬送 0.06 空調機

1b.20 変風量システムのインバータ周波数下限値の調整 空気搬送 0.06 空調機

1b.21 厨房外調機の換気モード切換制御による換気モード運転の適正化 熱負荷 0.02 厨房

c. 照明・電気設備 1c.1 居室以外の照度条件の緩和 照　明 0.06

1c.2 清掃等の日常メンテナンス作業時の照明点灯時間・照度条件の適正化 照　明 0.01

1c.3 不要期間・不要時間帯の変圧器の遮断 その他 0.01

1c.4 事務室の室内照度の適正化 照　明 0.03 事務室

1c.5 事務室の照度条件の緩和 照　明 0.05 事務室

1c.6 時間外等の照明点灯エリアの集約化 照　明 0.01

1c.7 人感センサーのタイマー設定時間の適正化 照　明 0.01

d. 給排水・給湯設備 1d.1 給水圧力の管理 給排水 0.08

1d.2 貯湯温度設定の緩和 給　湯 0.05

1d.3 揚水ポンプのバルブの開度調整 給排水 0.05

1d.4 洗浄便座暖房の夏季停止 給排水 0.2

1d.5 給水・給湯バルブの調整 給排水 0.05

1d.6 給湯温度設定の緩和 給　湯 0.05

1d.7 貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止 給　湯 0.05

1d.8 便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮 給　湯 0.1

1d.9 給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止 給　湯 0.05

e. 昇降機設備 1e.1 夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減 昇降機 0.01

1e.2 エレベーターかご内の空調設定温度の緩和 昇降機 0.01

f. その他 1f.1 外部に面する出入口の開閉の管理 熱負荷 0.005

1f.2 非稼働エリアのエア供給弁の閉止 その他 0.01

1f.3 非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止 その他 0.01

1f.4 エアコンプレッサーの設定圧力の適正化 その他 0.01

1f.5 エアコンプレッサー吸入空気温度の管理 その他 0.01

1f.6 冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜（デフロスト）の実施 全　般 0.01 冷凍・冷蔵

1f.7 情報通信施設のPUEの実績 全　般 0.008

1f.8 情報通信施設のPUEの改善 全　般 0.008

a. 熱源・熱搬送設備 2a.1 熱源機器の点検・清掃 熱源本体 0.012 熱源

2a.2 冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材の清掃 熱源補機 0.008 冷却塔

2a.3 熱源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動チェック 熱源本体 0.004 熱源

2a.4 熱交換器の清掃 熱源補機 0.004 熱源

2a.5 蒸気配管・バルブ・スチームトラップからの漏れ点検 熱源本体 0.004 熱源

2a.6 熱源機器のメーカーによる遠隔監視 熱源本体 0.002 熱源

b. 空調・換気設備 2b.1 空調機・ファンコイルユニット等のフィルターの清浄 空気搬送 0.008

2b.2 センサー類の精度チェック及び制御ダンパ等の作動チェック 熱負荷 0.002

2b.3 空調機・ファンコイルユニット等のコイルフィンの清浄 空気搬送 0.002

2b.4 パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄 熱源本体 0.002 パッケージ

2b.5 省エネファンベルトへの交換 換　気 0.027

2b.6 パッケージ形空調機のメーカーによる遠隔監視 熱源本体 0.002 パッケージ

c. 照明・電気設備 2c.1 照明用制御設備の作動チェック 照　明 0.004

2c.2 照明器具の清掃及び定期的なランプ交換 照　明 0.004

2c.3 ランプ交換時の初期照度補正リセットの実施 照　明 0.002

f. その他 2f.1 冷凍・冷蔵庫の保温管理 全　般 0.002 冷凍・冷蔵

2f.2 ｴｱ配管･ﾊﾞﾙﾌﾞからの漏れ点検及びｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ吸込みﾌｨﾙﾀｰの清掃 その他 0.004
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別表第７

熱源 熱搬送 給湯 照明・コンセント 動力 その他 計 熱負荷低減

熱源本体 熱源補機 水搬送 空気搬送 給湯 照明 ｺﾝｾﾝﾄ 換気 給排水 昇降機 その他 全般 外皮 外気 熱負荷

事務所
オフィスビル、官公庁庁舎、警察署、消防
署、刑務所、拘置所、斎場、研究施設（事務
所的なものに限る。）、宗教施設 等

2,000 0.258 0.045 0.031 0.118 0.014 0.202 0.184 0.062 0.008 0.025 0.053 1.000 0.050 0.136 0.452

商業施設（物販）
ショッピングセンター、百貨店、スーパー、遊
技場、温浴施設、空港、バスターミナル 等

3,700 0.247 0.044 0.011 0.040 0.009 0.208 0.192 0.128 0.009 0.054 0.060 1.000 0.027 0.102 0.340

商業施設（飲食） 飲食店、食堂、喫茶店 等 3,700 0.247 0.044 0.011 0.040 0.009 0.208 0.192 0.128 0.009 0.054 0.060 1.000 0.027 0.102 0.340

宿泊施設
ホテル、旅館、公共宿泊施設、結婚式場・宴
会場、福祉施設 等

3,300 0.306 0.054 0.023 0.087 0.120 0.120 0.110 0.083 0.012 0.035 0.050 1.000 0.030 0.141 0.470

教育施設
小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門
学校、専修学校、各種学校 等

1,500 0.349 0.062 0.011 0.040 0.004 0.187 0.173 0.058 0.004 0.024 0.090 1.000 0.067 0.138 0.460

医療施設 病院、大学病院 等 3,500 0.272 0.048 0.025 0.095 0.180 0.109 0.101 0.070 0.010 0.030 0.060 1.000 0.029 0.132 0.440

情報通信施設 電算センター、データセンター、管制施設 等 9,000 0.350 0.061 0.042 0.160 0.003 0.045 0.306 0.014 0.002 0.006 0.012 1.000 0.008 0.008 0.613

文化・娯楽施設
美術館、博物館、図書館、集会場、展示場、
劇場、映画館、体育館、競技場、運動施設、
遊園地、競馬場、競艇場 等

2,300 0.255 0.045 0.042 0.158 0.005 0.146 0.134 0.064 0.005 0.027 0.120 1.000 0.043 0.150 0.500

物流施設
常温倉庫、冷凍冷蔵倉庫、トラックターミナ
ル、物流センター、卸売市場 等

1,700 0.152 0.026 0.018 0.069 0.008 0.238 0.108 0.146 0.005 0.029 0.200 1.000 0.029 0.080 0.266

研究施設
実験・研究施設、クリーンルーム、恒温恒湿
室 等

9,000 0.354 0.062 0.043 0.162 0.003 0.045 0.155 0.014 0.002 0.006 0.155 1.000 0.008 0.310 0.621

放送局 放送局、電波塔 等 5,600 0.290 0.051 0.035 0.133 0.005 0.227 0.207 0.022 0.003 0.009 0.019 1.000 0.018 0.152 0.508

水族館 動物園、水族館 等 6,900 0.085 0.015 0.014 0.053 0.002 0.049 0.045 0.021 0.002 0.009 0.707 1.000 0.010 0.050 0.167

駐車場 地下駐車場、車庫 等 1,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.330 0.000 0.670 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000

熱供給施設 熱供給施設 等 － 0.760 0.095 0.095 0.010 0.000 0.010 0.010 0.010 0.000 0.000 0.010 1.000 0.000 0.003 0.010

標準一次
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費

原単位
[MJ/㎡･年]

用途名  含まれる用途
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別表第８

区　分 事務所
商業施設
（物販）

商業施設
（飲食）

宿泊施設 教育施設 医療施設
文化・娯楽

施設
熱供給
施設

空　調 1 1.133 1.467 1.667 1 1.667 1.467 0.8

換　気 1 0.9 1.5 1 0.8 1 1 1

備考　上記以外の用途は、事務所の数値を用いる。
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別表第９

適用範囲補正係数略称

熱源 建物全体の総冷熱源容量に占める冷熱源機器の割合＝ＨＣＨ／ＨＣＴ

ただし、ＨＣＨ＝0 かつＨＣWP≠0の場合は、0.1とする。

この式において、ＨＣＴ、ＨＣＨは、それぞれ次の数値を表すものとする。

ＨＣＴ　建物全体の総冷熱源容量（地域冷暖房受入を含む。）

ＨＣＨ　熱源機器総冷却能力（地域冷暖房受入を含む。）

ＨＣWＰ　水熱源パッケージ形空調機総冷却能力

冷却塔 建物全体の総冷熱源容量に占める冷却塔の割合＝（ＨＣＣ＋ＨＣＰ）／ＨＣＴ

この式において、ＨＣＴ、ＨＣＣは、それぞれ次の数値を表すものとする。

ＨＣＴ　建物全体の総冷熱源容量（地域冷暖房受入を含む。）

ＨＣＣ　水冷熱源機器総冷却能力

ＨＣＰ　水熱源パッケージ形空調機総冷却能力

蒸気ボイラー 建物全体の総温熱源容量に占める蒸気ボイラーの割合＝ＨSB／ＨHＴ

この式において、ＨHT、ＨSBは、それぞれ次の数値を表すものとする。

ＨHＴ　建物全体の総温熱源容量（地域冷暖房受入を含む。）

ＨSB　蒸気ボイラー総加熱能力

空調機 建物全体の総冷熱源容量に占める空調機の割合＝ＨＣＡ／ＨＣＴ

この式において、ＨＣＴ、ＨＣＡは、それぞれ次の数値を表すものとする。

ＨＣＴ　建物全体の総冷熱源容量（地域冷暖房受入を含む。）

ＨＣＡ　空調機総冷却能力

パッケージ 建物全体の総冷熱源容量に占めるﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機の割合＝(ＨＣAＰ＋ＨＣWＰ)／ＨＣＴ

この式において、ＨＣＴ、ＨＣAＰ、ＨＣWＰは、それぞれ次の数値を表すものとする。

ＨＣＴ　建物全体の総冷熱源容量（地域冷暖房受入を含む。）

ＨＣAＰ　空気熱源パッケージ形空調機総冷却能力

ＨＣWＰ　水熱源パッケージ形空調機総冷却能力

ファンコイル 建物全体の総冷熱源容量に占めるファンコイルユニットの割合＝ＨＣＦ／ＨＣＴ

この式において、ＨＣＴ、ＨＣＦは、それぞれ次の数値を表すものとする。

ＨＣＴ　建物全体の総冷熱源容量（地域冷暖房受入を含む。）

ＨＣＦ　ファンコイルユニット総冷却能力

駐車場 ファン総電動機出力に占める駐車場ファン総電動機出力の割合＝ＥＦＰ／ＥＦＴ

この式において、ＥＦＴ、ＥＦＰは、それぞれ次の数値を表すものとする。

ＥＦＴ　ファン総電動機出力

ＥＦＰ　駐車場ファン総電動機出力

情報通信 情報通信施設の用途別エネルギー消費比率

事務所 事務所の用途別エネルギー消費比率

厨房 商業施設（飲食）の用途別エネルギー消費比率

事務室・客室 延床面積に占める事務室及び客室の床面積の割合＝（ＡＯ＋ＡG）／ＡＴ

この式において、ＡＴ、ＡＯ、ＡGは、それぞれ次の数値を表すものとする。

ＡＴ　延床面積

ＡＯ　主たる事務室の総床面積

ＡG　主たる客室の総床面積

事務室・教室 延床面積に占める事務室及び客室の床面積の割合＝（ＡＯ＋ＡC）／ＡＴ

この式において、ＡＴ、ＡＯ、ＡCは、それぞれ次の数値を表すものとする。

ＡＴ　延床面積

ＡＯ　主たる事務室の総床面積

ＡC　主たる教室の総床面積

事務室 延床面積に占める事務室の床面積の割合＝ＡＯ／ＡＴ

この式において、ＡＴ、ＡＯは、それぞれ次の数値を表すものとする。

ＡＴ　延床面積

ＡＯ　主たる事務室の総床面積

事務室・教室・研究室 延床面積に占める事務室及び客室の床面積の割合＝（ＡＯ＋ＡC＋ＡL）／ＡＴ

この式において、ＡＴ、ＡＯ、ＡC、ＡLは、それぞれ次の数値を表すものとする。

ＡＴ　延床面積

ＡＯ　主たる事務室の総床面積

ＡC　主たる教室の総床面積

ＡL　主たる研究室の総床面積

冷凍・冷蔵 建物全体の一次エネルギー消費量に占める冷凍・冷蔵設備の割合＝ＥＲＣ×8.64×1700／ＥＴ

この式において、ＥＴ、ＥＲＣは、それぞれ次の数値を表すものとする。

ＥＴ　建物全体の一次エネルギー消費量実績

ＥＲＣ　冷凍・冷蔵設備の圧縮機総電動機出力

クリーンルーム 延床面積に占める高効率クリーンルームの床面積の割合＝ＡＣＲ×4／ＡＴ

この式において、ＡＴ、ＡＣＲは、それぞれ次の数値を表すものとする。

ＡＴ　延床面積

ＡＣＲ　高効率クリーンルームの床面積

適用範囲補正係数
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別表第１０

用途名

主たる室用途

共通 エントランスホール 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 - 0.03

廊下 0.1 0.05 0.05 0.05 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 - 0.05

便所 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 - 0.05

倉庫 - - - - - - - - - - - - - -

駐車場 - - - - - - - - - - - - 0.8 -

事務室 0.6 0.03 0.03 - 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.15 0.3 - - 0.1

会議室 - - - - - - - - - - - - - -

電算室 - - - - - - 0.6 - - - - - - -

商業施設 物販店舗 - 0.5 - - - - - - - - - - - -

飲食店舗客席 - - 0.35 - - - - - - - - - - -

飲食店舗厨房 - - 0.15 - - - - - - - - - - -

店舗通路 - 0.2 0.2 - - - - - - - - - - -

宿泊施設 ホテルロビー - - - 0.03 - - - - - - - - - -

客室 - - - 0.6 - - - - - - - - - -

客室廊下 - - - 0.2 - - - - - - - - - -

宴会場 - - - - - - - - - - - - - -

教育施設 教室 - - - - 0.3 - - - - - - - - -

大教室 - - - - 0.05 - - - - - - - - -

研究室 - - - - 0.2 - - - - 0.4 - - - -

体育館 - - - - - - - - - - - - - -

医療施設 病室 - - - - - 0.3 - - - - - - - -

診察室 - - - - - 0.1 - - - - - - - -

文化施設 会議場 - - - - - - - 0.3 - - - - - -

ロビー・ホワイエ - - - - - - - 0.1 - - - - - -

楽屋 - - - - - - - 0.05 - - - - - -

物流施設 物流倉庫 - - - - - - - - 0.7 - - - - -

教育施設 水族館 駐車場
熱供給施

設
医療施設

情報通信
施設

文化・娯
楽施設

物流施設 研究施設 放送局用途 事務所
商業施設
（物販）

商業施設
（飲食）

宿泊施設
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別表第１１

点数　Ｐ 係数　Ｋ 係数　Ｋ ―

１．建物外皮の省エネルギー性能 1 主たる建築物に高性能な建物外皮がどの程度導入されているか。 PAL*の削減率

評価点＝１－（Ｒ*Ｈ－Ｒ*Ａ）／（Ｒ*Ｈ－Ｒ*Ｌ）･･･（式１）

（ただし、最高１点、最低０点とし、PAL*削減率が0.04未満の場合は０点とする。）

Ｒ*A＝１－BP*

　　　　　　　 又は

Ｒ*A＝１－Ｑ*／ＱＳ*

　　　　　事業所内に複数の建物がある場合、以下によりＲ*Ａを算出する。

Ｒ*Ａ＝Σ（Ｒ*１×Ａ*１＋・・・＋Ｒ*ｎ×Ａ*ｎ）／Ａ*

Ａ*＝Σ（Ａ*１＋・・・＋Ａ*ｎ）

Ｒ*n＝１－BP*n

又は

Ｒ*n＝１－Ｑ*n／ＱＳ*n

Ｒ*Ａ　PAL*削減率

BP*　BPImの値

Ｑ*　 ＰＡＬ*の算定値（単位　MJ/㎡･年）

ＱＳ 　ＰＡＬ*の基準値（単位　MJ/㎡･年）

Ｒ*Ｈ　 PAL*の最高削減率＝０．２４

Ｒ*Ｌ　 PAL*の最低削減率＝０．０４

Ａ*　延べ面積の合計値（単位　㎡）

Ａ*１～ｎ　棟１～ｎごとの延べ面積（単位　㎡）

Ｒ*１～ｎ　棟１～ｎごとのPAL*の削減率

Ｑ*１～ｎ　棟１～ｎごとのＰＡＬ*の算定値（単位　MJ/㎡･年）

ＱＳ*１～ｎ　棟１～ｎごとのＰＡＬ*の基準値（単位　MJ/㎡･年）

B*１～ｎ　 棟１～ｎごとのBPImの値

２．設備システムの高効率化 1 主たる建築物の省エネルギー性能がどの程度か。 ERR

評価点＝0.8＋0.2（EＲ*Ｈ－EＲ*Ａ）／（EＲ*Ｈ－EＲ*Ｌ）･･･（式２）

（ただし、最高１点、最低0.8点とし、事業所全体ERRが最低ERR未満の場合は

０点とする。）

EＲ*Ａ＝１－（ER*D／ER*R）

　　　　　　　　又は

EＲ*Ａ＝１－BE*

事業所内に複数の建物があり、全ての建物で基準一次エネルギー消費量、

設計一次エネルギー消費量が算出されている場合、以下によりＲ*Ａを算出する。

EＲ*A＝１－（ΣER*D1～n／ΣER*R1～n）

事業所内に複数の建物があり、全ての建物でBPImが算出されている場合、

又はBPImが算出されている建物と基準一次エネルギー消費量、設計

一次エネルギー消費量が算出されている建物が混在している場合、

以下によりＲ*Ａを算出する。

EＲ*Ａ＝Σ（EＲ*１×Ａ*１＋・・・＋EＲ*ｎ×Ａ*ｎ）／Ａ*

Ａ*＝Σ（Ａ*１＋・・・＋Ａ*ｎ）

基準一次エネルギー消費量、設計一次エネルギー消費量が算出されている

建物の場合

EＲ*n＝１－（ER*Dn／ER*Rn）

BEImが算出されている建物の場合

評価点×45×0.05

評価項目の区分

これらの式において、Ｒ*A、Ｒ*H、Ｒ*L、Ａ*、Ａ*１～ｎ、Ｒ*１～ｎ、Ｑ*１～ｎ、

ＱＳ*１～ｎ、B*１～ｎは、それぞれ次の数値を表すものとする。

高性能な建物外皮の導入

設備システムの高効率化 式２による。 評価点×45×0.85×0.95

No. 評価項目 評価内容 取組状況の程度

式１による。

評価点 得点の算出方法
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EＲ*n＝１－BE*n

EＲ*Ａ　事業所全体ERR

EＲ*Ｈ　 最高ERR＝７５％

EＲ*Ｌ　 最低ERR（表1.1に定める用途ごとの最低ERRを用途ごとの床面積で

　　　　　　　　　　　加重平均したものとする。）

ER*R　 基準一次エネルギー消費量（単位　GJ／年）

ER*D　 設計一次エネルギー消費量（単位　GJ／年）

BE*　　BEImの値

ER*１～n　棟１～ｎごとのERR

Ａ*　延べ面積の合計値（単位　㎡）

Ａ*１～ｎ　棟１～ｎごとの延べ面積（単位　㎡）

ER*R１～n　棟１～ｎごとの基準一次エネルギー消費量（単位　GJ／年）

ER*D１～n　棟１～ｎごとの設計一次エネルギー消費量（単位　GJ／年）

表1.1　用途ごとの最低ERR

最低ERR

事務所 40%

商業施設（物販） 30%

商業施設（飲食） 30%

宿泊施設 30%

教育施設 40%

医療施設 30%

文化・娯楽施設 30%

EＲ*Ｌは次に掲げる式によって計算したものとする。

ER*L＝Σ（ER*L1～n×A1～n）／ΣA1～n

この式において、ER*L1～n、A1～nはそれぞれ次の数値を表すものと

する。

ER*L1～n　用途ごとの最低ERR

A1～n　用途ごとの床面積

３．未評価技術に関する性能

1 採用 0.09

採用無し

2 採用 0.17

採用無し

3 採用 0.01

採用無し

4 95%以上に採用 0.04

70%以上95%未満に採用

50%以上70%未満に採用

50%未満に採用又は採用無し

5 95%以上に採用 0.05

70%以上95%未満に採用

50%以上70%未満に採用

50%未満に採用又は採用無し

6 95%以上に採用 0.03

70%以上95%未満に採用

50%以上70%未満に採用

Σ（各項目の評価点×各項目の係
数）×45×0.1

1

0.8

0.5

空調2次ポンプの末端差圧制御の導
入

空調2次ポンプの末端差圧制御等が、空調2次ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の
割合で導入されているか。

クールトレンチ、ヒートトレンチその他の年間を通して安定した地中温度の利用のための措
置が導入されているか。

空調1次ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御が、空調1次ポンプ総電動機
出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

自然通風を利用したシステムが、主たる室用途の床面積に対して、どの程度の割合で導入さ
れているか。

自然採光を利用したシステムが、主たる室用途の床面積に対して、どの程度の割合で導入さ
れているか。

1

0

冷却水ポンプ変流量制御の導入 冷却水ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御が、冷却水ポンプ総電動機出
力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

空調1次ポンプ変流量制御の導入

0.8

年間を通して安定した地中温度を利
用したシステムの導入

自然通風を利用したシステムの導入

これらの式において、EＲ*A、EＲ*H、EＲ*L、Ａ*、Ａ*１～ｎ、EＲ*１～ｎ、ER*R１～ｎ、

ER*D１～ｎは、それぞれ次の数値を表すものとする。

用途名

1

自然採光を利用したシステムの導入

0

1

1

0

0.5

1

0.8

0.5

0

0
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50%未満に採用又は採用無し

7 95%以上に採用 0.02

70%以上95%未満に採用

50%以上70%未満に採用

50%未満に採用又は採用無し

8 採用 0.02

採用無し

9 95%以上に採用 0.01

70%以上95%未満に採用

50%以上70%未満に採用

50%未満に採用又は採用無し

10 95%以上に採用 0.3

70%以上95%未満に採用

50%以上70%未満に採用

50%未満に採用又は採用無し

11 95%以上に採用 0.09

70%以上95%未満に採用

50%以上70%未満に採用

50%未満に採用又は採用無し

12 廊下及び駐車場の間引き 0.12

廊下のみの間引き

駐車場のみの間引き

採用無し

13 採用 0.05

採用無し 0

超高効率変圧器が、600Vを超え7,000V以下の総変圧器容量に対して、どの程度の割合で
導入されているか。

1

0.8

0.5

0

1

0.8

0

1

0.8

0.5

0

0.8

0.5

0

1

0

0

1冷却塔ファンインバータ制御の導入 冷却塔ファンのインバータ制御が、冷却塔ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合
で導入されているか。

フリークーリングシステムの導入 有効に機能するフリークーリングシステムが導入されているか。

0.5

空調2次ポンプの送水圧力設定制御が、空調2次ポンプ総電動機出力に対して、どの程度
の割合で導入されているか。

高効率変圧器の導入

0

1

空調2次ポンプの送水圧力設定制御
の導入

CO2濃度による外気量制御の導入 CO2濃度による外気量制御が、空調用総外気導入量（厨房用を除く。）に対して、どの程度
の割合で導入されているか。

デシカント空調システムの導入

0.5

1

0.8

デシカント空調システムが、空調用総外気導入量（厨房用を除く。）に対して、どの程度の
割合で導入されているか。

照明のゾーニング制御の導入 照明の点滅区分の細分化と、主たる廊下、エントランスホール、駐車場等の間引きによる
ゾーニング制御がどの程度導入されているか。
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